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 監 査 公 表       

 

静岡市監査公表第14号 

地方自治法第199条第12項の規定により、措置を講じた旨の通知があったので、これを公

表する。 

平成21年３月30日 

静岡市監査委員  海 野   洋 

同     戸 谷 雄 一 

同     田 形 清 信 

同     片 平 博 文 

 

記 

 

１ 静岡南防犯協会補助金について[生活文化局市民生活部市民生活課] 

 【指摘事項】 

  平成19年度に交付された静岡南防犯協会補助金の事務処理において、実績金額以上の

補助金が交付されていたことが判明したので、是正措置を講じられたい。 

（平成20年度第１回定期監査） 

 【措置の状況】 

静岡南防犯協会に対し、平成 19 年度に交付した「静岡南防犯協会補助金」について、

交付確定額と実績金額との差額分を平成 21 年２月 27 日までに返納するよう指示し、２

月 24 日付で返納額が収納されたことを確認しました。 

  今後は、交付額確定事務の際には、複数の職員による実績報告書等の内容確認を徹底

するなどチェック体制を見直すとともに、適正な補助金交付事務の執行に努めます。 

（平成 21 年３月４日 報告） 

静 岡 市 報 
号   外 

静岡市葵区追手町 5番 1号 

発 行 所  静岡市役所 

編集兼発行人 静岡市長 

発 行 日  毎月 1日・随時 
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２ 施設修繕について[経済局商工部中央卸売市場] 

【指摘事項】 

水産棟の施設修繕において、100万円未満の修繕として分割し、事業決裁、契約書の作

成等を省略しているものがあったが、施設修繕の実施に当たっては、計画的な修繕計画

の下に競争原理が働く契約方法により行い、事務の効率化、経費の節減に努めるよう適

正な事務執行をされたい。 

（平成20年度第２回定期監査） 

【措置の状況】 

指摘に基づき、緊急を要するものを除いて計画的な修繕計画の下に、競争原理が働く

契約方法により行うこととし、経費の節減と効率的な修繕の実施に努めます。 

（平成21年３月19日 報告） 

 

３ 納期を経過した収入未済額に対する督促について[経済局商工部中央卸売市場] 

【指摘事項】 

施設使用料収入及び電気・水道料等納付金において、納期を経過した収入未済額に対

し、静岡市税外収入に係る督促等に関する条例第２条第１項及び地方自治法施行令第171

条に規定する督促を行っていなかったので、適切な事務処理をされたい。 

（平成20年度第２回定期監査） 

【措置の状況】 

指摘に基づき、事務処理に遺漏のないよう適正な事務執行をいたします。 

  また、収入未済の発生を防止するために催告等の徹底を図ります。 

（平成21年３月19日 報告） 

 

４ 農道施設修繕について[経済局商工部経済事務所] 

 【指摘事項】 

  同一期間、同一場所、同一業者１者による見積での分割発注が見受けられたが、これ

らは合計すると50万円を超える見積金額となり３者程度からの見積徴取が必要となる。

施設修繕の実施に当たっては、計画的な修繕計画の下に競争原理が働く方法により行い、

事務の効率化、経費の節減に努めるよう適正な事務執行をされたい。 

（平成20年度第２回定期監査） 

【措置の状況】 

指摘に基づき、今後の施設修繕の際は、市の規定を遵守し、緊急止むを得ないものを

除き、計画的な修繕計画の下、効率的・効果的な執行管理により経費の削減に努めるよ

う、所内関係職員への周知徹底を図りました。 

（平成21年３月16日 報告） 
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５ 土地貸付収入について[経済局農林水産部農林総務課] 

【指摘事項】 

 賃貸借契約に基づく貸付料が、納期までに納付されなかったにも係わらず、地方自治

法施行令第171条に規定する督促の手続きが行われていなかったので、適切な事務処理を

されたい。 

（平成20年度第２回定期監査） 

【措置の状況】 

原因は、収入確認を怠ったことによるもので、今後は、指摘に基づき、事務処理に遺

漏のないよう適正な事務執行をいたします。 

  また、未納防止対策として「収入チェック表」を作成し、収入確認の徹底を図ること

としました。 

（平成21年３月９日 報告） 

 

６ 普通財産（土地）の貸付について[都市局都市計画部街路課] 

 【指摘事項】 

１ヶ月未満の短期土地貸付では、消費税が課税扱いとなるが、非課税としていたので、

適切な措置を講じられたい。 

（平成20年度第２回定期監査） 

【措置の状況】 

指摘に基づき、消費税を非課税とした２件の短期土地貸付について課税に修正し、消

費税を請求することとしました。 

（平成21年３月23日 報告） 

 

７ 土地管理業務委託について[都市局都市計画部街路課] 

 【指摘事項】 

 除草作業の１㎡当りの単価において、予定価格書の積算額（A）に記載誤りがあった。

また、予定価格（B）についても計算誤りがみられたので、契約事務について適切な措置

を講じられたい。 

（平成20年度第２回定期監査） 

【措置の状況】 

担当職員だけでなく庶務担当全員で処務事務マニュアルを確認し、マニュアルどおり

の契約処理を行うための事務の徹底を図りました。 

  今後、同様の誤りを起こさないために、積算額等の記載について、二重チェックを行

うなど事務体制の見直しを図り、防止に努めます。 

（平成21年３月23日 報告） 
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８ 東静岡駅南北自由通路清掃業務について[建設局道路部道路整備第１課] 

【指摘事項】 

当該業務は、平成 20 年２月７日付け 19 静財財契第 2106 号で契約課長が通知した「平

成 20 年度長期継続契約に該当する契約一覧表」の該当業務であるが、長期継続契約とし

て市が定める所定の契約事務手続きが執られていなかった。 

  また、当該業務は、建築清掃業務に該当し競争入札とすべきところ、随意契約により

締結していたので、厳重に注意し適正に処理されたい。 

（平成20年度第２回定期監査） 

【措置の状況】 

今回の指摘事項について、適切に処理ができるよう担当者は制度を十分理解すること

はもとより、課内の関係職員に周知し、事業決裁に対するチェック機能の強化を図りま

す。 

以上を踏まえ、新年度は、当該業務が、平成21年度長期継続契約に該当する契約とし

て、契約課長より、平成21年２月３日付け20静財財契第2314号で通知を受け、それに基

づき、入札執行、契約締結に向けて適正に事務処理を行います。 

（平成21年３月23日 報告） 

 

９ 丸子池田線（金属団地入口交差点）外１信号機移設工事について 

[建設局道路部道路整備第２課] 

 【指摘事項】 

元請負人が同一工事に係る入札の参加者を下請負人にする場合、市長が特別の必要が

あると認めた決裁が必要となるが、作成されていなかったので適正に処理されたい。 

（平成20年度第２回定期監査） 

【措置の状況】 

標記の指摘事項について課内の関係職員に周知し、今後、チェック体制を強化すると

ともに、必要な場合には必ず決裁を作成して処理を行うよう徹底を図ります。 

（平成21年３月13日 報告） 

 

10 平成20年度火災調査報告書マイクロフィルム化委託業務について 

[消防防災局消防部予防課] 

【指摘事項】 

事業決裁の積算金額及び予定価格書の予定価格の範囲内で契約締結していたが、予定

価格書の積算額等の記載方法に一部誤りが見受けられたので、厳重に注意されたい。 

（平成20年度第２回定期監査） 

【措置の状況】 

課内にて指摘事項に係る原因を追究し、改善策について事務見直しを行うとともに、
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職員に対して処務事務マニュアルに基づき契約等の事務研修を行うなど適正な事務の徹

底を図りました。 

今後、同様の誤りを起こさないために、積算額等の記載について、二重チェックを行

うなど事務体制の見直しを図り、防止に努めます。 

（平成21年３月４日 報告） 

 

11 教育総務費貸付金（市育英条例に基づく奨学金）元利収入の滞納整理事務について 

[教育委員会事務局教育部学事課] 

【指摘事項】 

滞納者との交渉記録は、口頭報告と合わせ文書等にて記録されたい。また、滞納者へ

の対応方法については、督促状、催告書等を主な手段としていたが、本人、保護者或い

は連帯保証人への電話連絡、臨戸訪問や誓約書への奨学金返還義務の明記などあらゆる

方法を検討し、課全体で取り組まれるよう改善されたい。 

（平成19年度第１回定期監査） 

【措置の状況】 

指摘に基づき、滞納者との交渉記録は上司への報告と同時にシステムへ入力し、交渉

記録を残すように改めました。 

滞納者への対応については、滞納額の縮減を課の重点目標に掲げ、電話催告、長期未

納者への臨戸訪問、連帯保証人への働きかけ等滞納整理の強化に努めます。 

また、誓約書への奨学金返還義務の明記については、関係課と協議し改善の方向で検

討していきます。 

（平成21年２月25日 報告） 

 

 

                           

 

静岡市監査公表第15号 

 地方自治法第252条の37第５項の規定により、包括外部監査人杉原賢一から監査の結果に

関する報告書の提出があったので、同法第252条の38第３項により次のとおり公表する。 

  平成21年３月30日 

静岡市監査委員  海 野   洋 

                       同     戸 谷 雄 一 

                       同     田 形 清 信 

                       同     片 平 博 文 

 
記  
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第１ 監査の概要 
 

A  外部監査の種類 
 

地方自治法第 252 条の 37 第１項の規定に基づく包括外部監査 

 

B  選定した特定の事件 
 

「指定管理者制度の事務の執行について」 

 

 

C  事件を選定した理由 
平成 15 年 6 月の地方自治法の改正により、指定管理者制度が導入されてから既に５年が

経過した。この制度の導入により、公の施設の管理方法については、平成 18 年 9月までに

地方公共団体が直接行うか、指定管理者制度に移行するかを選択することとされたことから、

静岡市（以下「市」という。）においても、平成 18年度から「静岡市における指定管理者制

度運用の方針」（以下「運用方針」という。）に合致する施設について指定管理者制度を導入

している。 

そもそも指定管理者制度は、施設の果たすべき役割・目的を も効果的に達成するため（公

共性・公益性）に導入されたものであるが、一方で、コストの削減（経済性・効率性）を図

ることも意図しているものである。したがって、この両立することが難しい２つの目的（公

共性・公益性と経済性・効率性）のバランスをどう取るのか、どちらを優先して考えるのか

といった基本的な問題が今なお各自治体の現場を混乱させているようである。 

また、同時に「直営か指定管理者か」「公募か非公募か」の選択の問題のほか「外郭団体

の経営的独立の問題」など、導入当初では想定されなかった課題も数多く生まれている。 

今回の外部監査にあたっては、市の指定管理者制度の実施状況を把握するとともに、その

問題点・課題点を把握し、改善案を提示することが市民にとって有用であると考え、特定の

事件（テーマ）として選定した。 
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D  外部監査の方法 
 

１ 監査の対象 
 

(１)  監査の対象とする費目 

指定管理者制度に係るものとして、監査の対象とした費目は次のとおりである。 

○ 委託料 

 

(２)  監査の対象とする部局及び施設 

監査の対象とした部局は、指定管理者制度の総合調整や指導を行っている総務部と、下記

の視点を中心に選定した施設を所管する部局である。 

○ 指定管理者制度導入施設の所管部局 

○ 委託料の支出金額が高額である場合 

○ 直営の施設の所管部局（指定管理者制度導入の是非を検討するため） 

（注）直営の施設とは、指定管理者制度を導入せず、市が直接、管理運営している施設（一

部委託を含む。） 

監査の対象とした部局及び施設は、次のとおりである。 

部局 施設名 
総務部  
市民生活部 ・清水市民活動センター ・女性会館 

文化スポーツ部 

・静岡音楽館      ・静岡科学館 

・静岡市民文化会館、清水文化センター 

・清水ナショナルトレーニングセンター、清水日本平運動公園球技

場・庭球場、清水蛇塚スポーツグラウンド 

・体育館（中央、東部、北部、長田、南部）、西ヶ谷総合運動場、清

水総合運動場、清水清見潟スポーツセンター 

・三保体育館（直営）  ・清水庵原球場（直営） 

・蒲原体育館、蒲原コミュニティセンター（直営） 

福祉部 ・静岡老人ホーム及び救護所 

・清水なぎさホーム 

子ども青少年部 
・児童館 

・静岡中央子育て支援センター、清水中央子育て支援センター 

・清水海洋活動センター（直営） 

商工部 ・工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」 

・中央卸売市場（直営） 
農林水産部 ・清水西里温泉浴場 
建築部 ・市営住宅 

教育部 
・井川少年自然の家（直営） 

・登呂博物館（直営） 

・芹沢銈介美術館（直営） 
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２ 主要な監査手続 
 

(１)  監査要点 

監査要点については、Ｐ10の「Ａ 指定管理者制度の概要と監査要点」で、指定管理者制

度の概況を記載するとともに、監査上着目すべき点について説明を行っている。 

 

(２)  監査手続 

上記の監査要点について実施した主要な監査手続は、次のとおりである。 

○ 指定管理者の募集・選定から評価に至るまでの一連の手続が、関係法令及び諸規定に準

拠して、適切に実施されているかを確認する。 

○ 各監査要点の内容を確認するために、所管課担当者へのヒアリングや関係資料の閲覧を

実施する。 

 

E  監査対象期間 
 

原則として平成 19 年度 

ただし、必要に応じて他の年度についても監査の対象とした。 

 

F  監査の実施期間 
 

平成 20 年６月６日から平成 21 年３月 16 日 

 

G  包括外部監査人及び補助者 
 

１ 包括外部監査人 
 

公認会計士 杉原賢一 

 

２ 補助者 
 

公認会計士 内山昌美 

公認会計士 山田博久 

公認会計士 村松淳旨 

公認会計士 鹿島孝幸 

公認会計士 山本真由美 
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第２ 利害関係 
 

監査の対象とした事件につき、地方自治法第 252 条の 29 の規定により記載すべき利害関

係はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈注意事項〉 

１ 報告書の中の表中の金額は税抜金額で、単位未満を四捨五入して表示している。したが

って、合計値と内訳の集計値とが一致しない場合がある。 

２ 報告書の中の表中の百分率は、原則として小数点以下第２位を切り捨て、第１位まで表

示している。 

 

〈参考文献〉 

・「指定管理者は今どうなっているのか」（中川幾郎、松本茂章編著 水曜社） 

・「指定管理者 実務運営マニュアル」 

（三菱総合研究所 地域経営研究センター編著 学陽書房） 

・「指定管理者制度の現場」（出井信夫、吉原康和著 学陽書房） 

・「指定管理者制度 勝つための方程式」（経営創研編 出版文化社） 

・「月刊 指定管理者制度」（㈱ビルネット）（2008年 6 月号～12 月号） 
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第３ 監査の結果 

監査の結果の内容については、次の２つに分類される。 

「指摘事項」･･･指定管理者制度の改善のために、措置を講ずる必要がある事項 

「意見」（包括外部監査の結果に添えて提出する意見） 

･･･指定管理者制度の改善のために、参考にしていただきたい事項 

なお、「指摘事項」と「意見」は密接不可分の関係にあり、両者を並行して理解すること

が有用であると考え、この報告書では同一箇所で記載することとしている。 

 

A  指定管理者制度の概要と監査要点 
 

１ 指定管理者制度とは 
指定管理者制度とは、「公の施設」を管理運営する方法として、民間の能力を活用するこ

とにより、多様化する市民ニーズに効果的、効率的に対応し、市民サービスの向上、経費の

節減等を図ることを目的に定められた制度である。 

(１)  「公の施設」とは 

「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために、地方

公共団体が設ける施設のことをいう（地方自治法第 244 条第１項）。 

具体的には、体育館、図書館、公民館のほか、公立学校、公園、駐車場、病院、福祉施設、

公営住宅、道路、上下水道施設など、様々なものがある。市が設置している公の施設数は、

平成 20 年 4月 1日現在、537（注）となっている。 

（注）公の施設の施設数は、市の試算値であり、上下水道、簡易水道、道路、公園（一部の

公園施設を除く）、温泉施設（浴場施設は除く）は含まれていない。 

(２) 公の施設の管理方法 

「公の施設」の管理方法には、自治体が直接管理する方法（直営）と、自治体が指定した

特定の団体（指定管理者）が管理する方法の２つの形態がある。このうち、後者によって管

理運営がなされるものが、指定管理者制度である。 

(３)  指定管理者制度に関する法律の定め 

指定管理者制度については、地方自治法第 244 条の２第３項で次のように規定されている。 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第 244 条の 2 

第３項 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要がある

と認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地

方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせることができる。 

（注）下線は包括外部監査人が付したものである。 

市は、公の施設の果たすべき使命を効果的に達成するために必要と認めるときに、条例を

定めることにより指定管理者制度を導入することができる。 
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(４)  市の指定管理者制度と監査要点（監査手続） 

ア 市の「公の施設の管理」の全体像 
 

公の施設の管理 

       

        

 
管理者について 

個別法の規定あり 
 

管理者について 

個別法の規定なし 
  

     

 

   

               ① 

   
指定管理者の管理 

運営になじまない 
   

指定管理者の 

管理運営とすべき 
 

               

 市が直接管理運営   指定管理者による管理運営  

   

 

 

 

    ② 

 

 

   

            

            公募   非公募  

      

         ③ ⇒  指定管理者の審査・選定  

       

         ④ ⇒  指定管理者による管理運営  

       

         ⑤ ⇒  
指定管理者制度導入施設に対する評価 

（指定管理者からの報告及び市の検査を含む） 
 

       

市の判断 

市の判断 
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イ 「直営」か「指定管理者制度」かの選択 
（前頁の「ア 市の「公の施設の管理」の全体像」の①の部分の説明） 

 

【制度の概要と市の現状】 

Ｐ10 の「（２）公の施設の管理方法」で説明したとおり、公の施設の管理方法としては、

「直営」か「指定管理者制度」かの二者択一であり、どちらを選択するかは、市の判断に委

ねられることになる。市は、その判断基準について、「運用方針」で次のように定めている。 

 

１ 公の施設の管理方法 

公の施設の管理方法は、以下の基準により決定する。 

（１）指定管理者による管理 

・「施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき」（地方自治法第 244

条の２第３項） 

（判断の基準） 

 ア 指定管理者制度導入による効果が期待できること。 

  ａ 事業の実施を伴う施設において、専門性、経験・実績などを活かした事業の企画、

実施が可能であること。 

  ｂ 市民のニーズに合わせた開館日、開館時間の拡大など市民サービスの充実が図ら

れること。 

  ｃ 市が直接管理運営を行うのに比較して、経費の節減が図られること。 

 イ 施設利用の平等性、公平性の確保、施設の管理運営を実施するうえで取り扱う個人

情報の内容等において行政が直接管理すべき必要性がないこと。 

 ウ 当該業務を実施している（又は実施可能な）団体があること。 

（２）市が直接管理（直営） 

ア 個別法により管理者が定められているもの 

  ａ 道路（道路法） ｂ 河川（河川法） ｃ 学校・幼稚園（学校教育法） 

  ｄ 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 31 条第２項に規定する学校以外

の教育機関については、同法における職員の任用、職員の身分取扱に関する規定

から指定管理者制度にはなじまないと考えられ、制度適用が可能であるという明

確な解釈が現状では示されていないため、指定管理者による管理の対象としない。 

    ＊ 公民館 28 館（社会教育法） ＊ 図書館８館（図書館法） 

    ＊ 登呂博物館、芹沢銈介美術館（博物館法） 

イ 上記（１）の基準に照らして、指定管理者による管理になじまないと判断される施

設 

  ａ 設備の維持管理（貸館業務等）、警備、清掃など事実行為のみを委ねる施設等 

（注）下線及び網掛けは包括外部監査人が付したものである。 

個別法により管理者が定められている場合を除き、指定管理者制度を選択する場合の判断

基準としては、施設の設置目的を効果的に実践することができるか否かが重要な要素となる。

一方、指定管理者制度導入の判断基準に照らして、指定管理者による管理になじまないと判

断される場合には、「直営」を選択することになる。 
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なお、平成 20 年 4 月 1日現在、市の指定管理者制度の導入施設数は 104施設である。（市

営住宅 85 施設を１件としてカウントしている。） 

【監査要点】 

指定管理者制度を選択する場合の判断基準として、施設の設置目的を効果的に実践するこ

とができるか否かが重要な要素となる。監査の要点は次のとおりである。 

○ 施設の設置目的は具体的な内容となっているか 

○ 「施設の設置目的を効果的に実践することができるか否か」の視点から、「直営」か「指

定管理者制度」の選択が適切に行われているか 

 

ウ 指定管理者の募集 
（Ｐ11 の「ア 市の「公の施設の管理」の全体像」の②の部分の説明） 

 

【制度の概要と市の現状】 

① 「公募」か「非公募」かの選択 

市は、指定管理者の募集について、「指定管理者制度 事務処理要領」（平成 17 年度 6 月

22 日説明会資料。以下「事務処理要領」という。）で次のように定めている。 

１ 事前の検討 

（３）募集方法 

① 公募 

指定管理者の募集は公募を原則とする。 

但し、平成 18 年度の本格導入における 初の指定にあっては、移行期間が短く利用者

に対する影響が懸念されることなどから、現受託者を公募によらずに指定管理者に指定で

きることを本市独自の措置として設けた。 

 ・・・ 

② 公募を行わない施設 

ア 法令等により管理者が制限されている施設 

 ・・・ 

イ 施設の設置目的により指定管理者となる団体が限定される施設 

 ・・・ 

ウ その他、業務内容等から指定管理者となるべき団体が客観的に特定できる施設 

 

募集方法としては、法令等により管理者が制限される場合や実施可能な団体が限定される

場合を除いて、「公募」が原則であることがわかる。 
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なお、平成 20 年度において、指定管理者制度を導入している施設の募集方法に関する状

況は次のとおりである。 

 

（市） 

 公 募 非公募 合 計 
施設数 51 53 104 
割 合 49.0% 50.9% 100.0% 

（注）市営住宅 85 施設（非公募）を１件としてカウントしている。 

 

（全 国） 

 公 募 非公募 合 計 
施設数 17,913 43,652 61,565 
割 合 29.0% 70.9% 100.0% 

（注）出典：総務省調査結果報告書（2007 年 1月） 

○ 市では、「公募」を原則としながらも、約半分が「非公募」である。 

② 募集の範囲等について 

市は、指定管理者の募集の範囲等について、「運用方針」で次のように定めている。 

４ 指定管理者の募集 

（１）公募を原則とする。 

ア 募集の範囲…原則的に市内に事務所等活動の拠点を有する団体とするが、市内に該当

する団体がない場合や、市内の団体のみでは適正な競争が確保されない

と認められる場合などは、募集対象を拡大するのが適当である。 

イ 募集の条件(応募資格)…指定管理者選定委員会において決定する。 

ウ 公募の方法…公告を原則とし、必要に応じてホームページ、募集要項の配布等により

実施する。 

エ 募集期間 … 30日程度を基準とする。 

原則として、市内に事務所等を有する団体とするが、市内に該当する団体がない場合など

は、募集対象を拡大することが適当であるとされている。 

【監査要点】 

募集方法としては、「公募」が原則であり、「非公募」は例外であることから、監査要点は

次のとおりである。 

○ 募集方法として「非公募」を採用している場合の理由は適切か 

○ 「公募」の場合多くの団体に応募してもらうための努力を行っているか 
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エ 指定管理者の審査・選定（協定の締結を含む） 
（Ｐ11 の「ア 市の「公の施設の管理」の全体像」の③の部分の説明） 

 

【制度の概要】 

市における指定管理者の選定プロセスは、概ね次のとおりである。 

 

① 所管課において、指定管理者の候補者について審査を行う。 

 

② 所管課の審査結果をもとに、指定管理者選定委員会において、 

指定管理者の候補者を選定する。 

 

③ 議会の議決を経て、指定管理者を決定する。 

 

① 所管課による審査 

指定申請者から提出される申請書類、プレゼンテーション等の内容については、各施設の

所管課において、審査委員会を設け審査が行われる。審査委員会では、「募集要項」等で公

表されている審査基準に基づいて、各審査項目を点数化し、原則として総合点数の高い申

請者が指定管理者の候補者となる。 

（ⅰ）審査委員会 

市は、審査委員会の構成メンバーについて、「静岡市指定管理者選定委員会 事務処理要領」

（以下「選定委員会事務処理要領」という。）で、次のように定めている。 

４ 「所管における意思決定」の方法 

（１）組織 

イ 審査員は、所管課長など所管課職員のほか、所管部局長、関係課長等所管としての意

思決定をするのにふさわしいメンバーとする。また、必要に応じて外部の者を審査に

加えることも検討する。 

また、市は、指定管理者を公募する施設について、「指定管理者の選定手続きについて（通

知）（平成 17 年 9月 27 日）」で、審査委員会の中に職員以外に市民（２名以上）を加えるこ

とを定めている。 

６ 審査委員会について 

（１）選考過程における市民の参加について 

・ 指定管理者を公募する施設については、審査委員会の中に職員以外に市民（２名以

上）を加えることとする。 

（注）下線は包括外部監査人が付したものである。 
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（ⅱ）審査基準（審査項目） 

所管課における審査委員会では、「募集要項」等で公表されている審査基準に基づき審査

を行う。市は、審査基準について、「運用方針」で次のように定めている。 

６ 審査基準 

指定申請者から提出される事業計画書、収支予算書等の申請書類は、各施設の所管課

において予備的審査を行い、その結果に基づいて委員会の審議を経ることとなる。 

指定の基準は各施設の条例に規定されるが、一般的には次の事項である。 

（１）事業計画が施設の設置目的を達成するためにふさわしいものであること。 

（２）事業計画が施設の効果的、効率的な管理を実現するものであること。 

（３）事業計画に沿った管理を行うために必要な物的・人的能力を有していると認められ

ること。 

（４）管理の業務を適切かつ円滑に行うための経理的基礎を有していること。 

上記各項目について具体的な審査項目を設定し、施設の性格による重点項目の相違等

を考慮したうえで総合点数により評価を行う。 

審査委員会では、それぞれの審査委員が、各審査項目について、「優れている：５、やや

優れている：４、普通：３、やや劣っている：２、劣っている：１」などの評価を行い、審

査員の審査項目毎の評価点は平均点化され、原則として、その総合得点が高いところが、指

定管理者の候補者となる。 

② 指定管理者選定委員会による選定 

指定管理者の選定は、所管課による申請書類等の審査の結果を受けて、指定管理者選定委

員会が行う。市は、指定管理者選定委員会の構成員について、「静岡市指定管理者選定委員

会規程」で、次のように定めている。 

第１条 静岡市は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 244 条の２第３項の規定に基づ

き公の施設の管理を行わせる指定管理者の選定等を適正に行うため、静岡市指定管理者

選定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

第３条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

第２項 委員長には総務局に関する事務を担任する副市長を、委員には総務局総務部長、

生活文化局市民生活部長、生活文化局文化スポーツ部長、保健福祉子ども局福祉部長、

保健福祉子ども局子ども青少年部長、保健福祉子ども局保健衛生部長、経済局商工部

長、経済局農林水産部長、都市局都市計画部長及び教育委員会事務局教育部長の職に

ある者をもって充てる。 

 

③ 議会の議決 

指定管理者の指定を行おうとする場合は、議会の議決を経なければならないこととされて

いる（地方自治法第 244 条の２第６項）。 
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④ 協定の締結 

指定管理者が決定すると、市と指定管理者との間で、管理業務の細目、市が支払う委託料

の額などを定めるために、協定の締結が行われる。 

市は、協定の締結について、「運用方針」で次のように定めている。 

８ 協定の締結 

管理業務に関する細目的事項、市が支払う委託料の額などを定めるために、協定を締

結する。締結にあたっては指定管理者となる団体と協議し、提案された事業計画を確実

に実施するための業務内容の確認、委託料の詳細な検討など十分な意思の疎通を図るこ

と。 

（１）協定期間   各年度末まで 

（２）委託料の算定 民間団体が対象に加わることにより、委託料の算定にあたっては、

従来以上に市と相手方とが対等の立場において厳密に積算し、協議

したうえで額を決定する必要がある。 

このように算定された委託料の額は、原則として変更されるもので

はないため、従来行われていた委託料の精算は行わない。 

（３）改定 協定に定めた事項は、期間中みだりに改定してはならない。ただし、

特別な事情があるときは、指定管理者との協議のうえ改定すること

ができる。 

「特別な事情」には、次のような事項が該当する。 

（以下省略） 

 

【市の現状】 

指定管理者に指定された団体の種類別状況は次のとおりである。 

（市） 

 外郭団体 民間企業 NPO 法人 その他 合 計 
施設数 31 9 3 61 104 

割 合 29.8% 8.6% 2.8% 58.6% 100.0% 

（注１）平成 20 年 4月 1日の状況である。 

（注２）「その他」には、主として社会福祉法人、医療法人、自治会などの公共的団体が多

く含まれている。 

（注３）市営住宅 85施設（外郭団体）を１件としてカウントしている。 

○ 外郭団体やその他（社会福祉法人や医療法人等の公共的団体など）が指定管理者に指定

されている割合が高い。（民間企業やＮＰＯ団体が指定されている割合は低い） 
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【監査要点】 

指定管理者の選定にあたっては、審査の公正性・公平性が求められる。また、審査・選定

結果については、情報開示の観点から透明性の視点が重要となる。この視点からの監査要点

は次のとおりである。 

○ 審査基準は明確かつ客観性・公平性を有しているか 

○ 特定の団体（特に外郭団体）に有利になるような審査・選定は行われていないか 

○「住民サービスの向上」と「経費の削減」をどのようにバランスをとって審査・選定が行

われているか 

○ 市民からの視点が指定管理者の審査・選定に活かされているか 

○ 指定管理者の審査・選定結果に関する情報公開は適切かつ十分に行われているか 

 

オ 指定管理者による管理運営 
（Ｐ11 の「ア 市の「公の施設の管理」の全体像」の④の部分の説明） 

【制度の概要】 

① 指定管理者の業務範囲 

市では、指定管理者に行わせる業務の範囲について、法で市が行うとされている業務等を

除き、指定管理者に行わせることができる業務は、原則として、すべて指定管理者に委ねる

こととしている。市は、指定管理者の業務範囲について、「運用方針」で次のように定めて

いる。 

２ 指定管理者に行わせる業務の範囲 

（１）指定管理者は、当該施設の管理運営全般を市に代わって行うものであり、法で市が

行うとされている業務等を除き、施設の使用許可も含め、指定管理者に行わせるこ

とのできる業務はすべて委ねることを原則とする。 

（２）清掃、警備、設備・機器の維持管理など建物等の維持管理に関する業務のように、

当該施設の設置目的である主要な事業の運営に直接関係しない業務については、指

定管理者から専門業者等に業務委託することができる。 

（３）設置条例に事業として規定されている主要な業務は、指定管理者が自ら行うことを

原則とする。これらの業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に書面により市

の承諾を得るものとする。 

（４）利用料金制を採用する施設は、原則として利用料金のみで施設全体の管理運営が可

能な施設とする。 

（５）公金の収納事務は、指定管理者としての業務とは別に、従来どおり地方自治法施行

令第 158 条第 1項に基づく委託契約の締結が必要となる。 

指定管理者に行わせる業務の範囲を明確にすることは重要である。特に、修繕や災害等が

あった場合のリスク分担については、協定書等で明記しておくことが必要である。 
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② 指定期間 

地方自治法では、「指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする」と規定している

（地方自治法第 244条の２第５項）。市は、指定期間について、「運用方針」で次のように定

めている。 

２ 指定期間 

（１）指定期間は３～５年を基準とし、個々の施設の特質に応じて決定する。 

（２）同種の施設における指定期間は、原則として同じ期間とする。 

（３）指定期間の決定にあたっては、業務の専門性（習熟に要する期間）、業務開始当初に

投資する経費とその回収に要する期間等を考慮する。 

（４）(3)において、特に長い期間を要する施設においては、基準を超えた期間の指定を行

うことができる。 

ア 業務の習熟に特に長い期間を要する施設 

    診療所、高齢者・障害者等の入所型施設、動物園 等 

 イ 当初投資した経費の回収に特に長い期間を要する施設 

    ＰＦＩ事業により建設される施設 等 

指定期間は、基本的には、３年～５年とされている。 

③ 指定管理料 

指定管理者の審査・選定にあたっては、申請団体に指定管理料の上限額を示す必要がある。

市は、指定管理料の上限額の積算方法について、「指定管理者の募集に当たっての経費の協

議について（通知）」（静財財財第 601号 平成 17年 7 月 20 日）で次のように定めている。 

基本方針 

「公の施設」の募集に当たっての経費の積算上限については、 

（ア）前年度委託料にその施設に係る本部経費を加えた金額の範囲内で、かつ、 

（イ）次の a人件費から f管理雑費までの合計額から g事業収入額を控除した額に、h消費

税相当額を加えた金額の範囲内とする。 

a 人 件 費     b 業務管理費 （人件費 a×10%以内） 

c 事 業 費 

d 一般管理費等 {対象費（a＋b＋c）×10～15%以内} 

e 施 設 費     f 管理雑費  （施設費 e×1%） 

g 事業収入  （a～fの合計額から控除する項目） 

h 消費税相当額 

※ 指定期間中、大幅な物価の変動などがない限り、指定管理料は同額とする。（以下省略） 

※ 指定管理料は、原則として精算を行わない。 

指定管理料の上限額の積算は、人件費や事業費等の積上げ計算で算定されている。なお、

指定管理料は指定期間中、同額であり、余剰が発生しても原則として精算は行われない。 
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【監査要点】 

【制度の概要】で記載した①～③の視点から、監査要点は次のとおりである。 

○ 市と指定管理者の間でリスク分担（通常の修繕を含む。）が明確になっているか 

○ 指定期間は十分か 

○ 指定管理料の上限額の積算は適切に行われているか 

 

カ 事業報告書及び検査結果報告書 
（Ｐ11 の「ア 市の「公の施設の管理」の全体像」の⑤の部分の説明） 

【制度の概要】 

① 事業報告書 

指定管理者は、各年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し、「事業報告書」

を作成し、市に提出することが義務づけられている。（地方自治法第 244条の 2第 7項） 

事業報告書の記載内容については、総務省の通知で、「管理業務の実施状況や利用状況、

料金収入の実績や管理経費等の収支状況等、指定管理者による管理の実態を把握するために

必要な事項が記載される」としている。これを受け、「事務処理要領」では、事業報告書の

記載内容を次のとおり定めている。 

７ 事業報告 

指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を

作成し、市に提出することが義務付けられている。 

（１）内容 

・ 管理業務の実施状況（事業計画との対比） 

・ 公の施設の利用状況（利用者数、利用拒否等の件数・理由等） 

・ 管理経費等の収支状況 

・ 料金収入の実績（利用料金制の場合） 

・ その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項 

（２）報告期限 

・ 指定管理者と締結する協定に規定する。 

 

② 検査結果報告書 

市は、指定管理者から事業報告を受けると、検査を実施することになるが、この点につい

ては、上記①と同様、「事務処理要領」の「７ 事業報告」の項目で、次のように定めている。 
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７ 事業報告 

（３）検査 

・ 事業報告を受けた場合、所管課は、10 日以内に提出書類の検査、必要に応じて実地

検査を実施し、検査結果報告書を作成する。 

・ 検査の結果、良好な管理が実施されたと認められたときは、指定管理者に対し委託

料の請求を指示する。改善を要する点がある場合は、その旨を指示し、改善等の実

施を確認の後委託料の請求を行う。 

 

【監査要点】 

事業報告書及び検査結果報告書に関する監査要点は次のとおりである。 

○ 事業報告書の記載内容は市のルールに従った適切な内容となっているか 

○ 検査結果報告書は市のルールに従って適正に作成されているか 

 

キ 指定管理者制度を導入した施設の評価（モニタリング） 
（Ｐ11 の「ア 市の「公の施設の管理」の全体像」の⑤の部分の説明） 

【制度の概要】 

市では、指定管理者制度を導入したすべての施設について、施設ごとに評価を実施してい

る。 

市は、評価に関する市のルールについて、「指定管理者制度導入施設の評価について」で

定めており、そこでは評価の目的について、次のように記載している。 

１.評価の目的 

（ア）指定管理者制度を導入した施設の一層の効率的、効果的な活用を図る。 

（イ）市民参画による公の施設の管理・運営の実現を図る。 

（ウ）それぞれの施設の設置目的を十分に反映した中での管理・運営を図る。 

（エ）市民サービスの向上、経費の削減など指定管理者制度を導入した目的の達成度を確

認する。 

特に、施設の設置目的が達成されているか、あるいは、市民サービスの向上や経費の削減

など指定管理者制度導入の目的が達成されているかが、評価の視点からは重要であると思わ

れる。 

市で行なっている指定管理者の評価は、次の２種類がある。 

○ 毎年実施する「年度評価」 

○ 指定期間を通して実施する「総合評価」 
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① 年度評価 

「年度評価」は、指定期間中の各年度終了時に毎年実施する評価であり、履行確認が中心

となる。「指定管理者制度導入施設の評価について」によれば、評価項目は次のとおりであ

る。 

○ 報告書と年度ごとの協定書・仕様書の内容との比較・検収により業務が予定どおり適正

に履行されたかの確認 

○ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応など） 

○ 「市民（利用者）へのアンケート調査」や「市民（利用者）の満足度調査」の状況評価 

○ 指定管理者の経理状況の評価（指定管理業務にかかる収支状況） 

○ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況など） 

なお、年度評価は点数化されず、「年度評価シート」に結果がまとめられ、指定管理者選

定委員会に報告したのち、指定管理者に対しての通知、ホームページでの公表が行われる。 

② 総合評価 

「総合評価」は、指定管理者の指定期間全体を通じて、総合的に行う評価であり、その方

法、内容等は、次のとおりである。 

〈総合評価の方法〉 

○ 評価を行う者 

各局単位に評価委員会を設置し、評価を行う。 

なお、評価委員会には、市民の委員を２名以上含めるものとしている。 

○ 評価の具体的な方法 

評価委員会において、「総合評価シート」（各所管課作成）にしたがって、評価項目ごと

に点数化し、それに評価委員の所見を添えたものを総合評価とする。 

〈総合評価の内容〉 

総合評価は、以下の評価項目に応じて実施されるが、具体的な評価項目・項目数について

は、各所管課において定められる。 

○ 履行状況の確認（配点 50点） 

○ 指定管理者の創意工夫（配点 15 点） 

○ 市民（利用者）のサービスの向上（配点 15点） 

○ 施設固有の評価項目（配点 20 点） 

なお、総合評価の結果は、指定管理者選定委員会に各局が報告したのち、指定管理者に対

しての通知、ホームページでの公表が行われる。 
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【監査要点】 

指定管理者の評価に関する監査要点は次のとおりである。 

○ 「年度評価」及び「総合評価」は市のルールにしたがって適切に実施されているか 

○ 「年度評価」及び「総合評価」に関する情報公開は適切かつ十分に行われているか 

○ 指定管理者自ら自己評価を行っているか 

○ 市民の視点からのチェックは行われているか 

 

 

２ 監査の対象とした施設の概要 

今回監査の対象とした施設の概要は次のとおりである。 

 施設名 施設概要（所在地、設備等） 指定管理者 

１ 静岡音楽館 ＡＯＩ 
葵区黒金町 

音楽ホール、講堂 

㈶静岡市文化振興財

団 

(外郭団体(注３)) 

２ 静岡市民文化会館 
葵区駿府町 

ホール、展示室、会議室 など 

㈶静岡市文化振興財

団 

(外郭団体) 

３ 清水文化センター 
清水区桜が丘町 

ホール、ギャラリー、会議室 など 

㈶静岡市文化振興財

団 

(外郭団体) 

４ 静岡科学館 る・く・る 

駿河区南町 

体験を通して身近な科学に親しみ、科学への

関心を高める場を提供する施設 

㈶静岡市文化振興財

団 

(外郭団体) 

５ 
清水ナショナル 

トレーニングセンター 

清水区山切 

芝生グランド、人工芝コート、屋内プール、

宿泊室 など 

㈶日本オリンピック委員会サッカー競技強

化センター 

㈶日本サッカー協会公認トレーニングセン

ター 

㈶静岡市振興公社 

(外郭団体) 

６ 
清水日本平運動公園 

球技場・庭球場 

清水区村松 

球技場（Ｊリーグ清水エスパルスホームス

タジアム）、テニスコート 

㈶静岡市振興公社 

(外郭団体) 

７ 
清水蛇塚 

スポーツグラウンド 

清水区蛇塚 

芝生グランド 

㈶静岡市振興公社 

(外郭団体) 

８ 体育館（5館） 

中央体育館（葵区駿府町）、東部体育館（葵

区東千代田）、北部体育館（葵区松富四丁目）、

長田体育館（駿河区鎌田）、南部体育館（駿

河区曲金三丁目） 

㈶静岡市体育協会 

(外郭団体) 

９ 西ケ谷総合運動場 

葵区西ヶ谷 

陸上競技場、野球場、屋内プール、ターゲッ

トバードゴルフ場、グランドゴルフ場 

㈶静岡市体育協会 

(外郭団体) 
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10 清水総合運動場 

清水区清開二丁目 

陸上競技場、アーチェリー場、体育館、弓道

場、武道場、屋外プールなど 

㈶静岡市体育協会 

(外郭団体) 

11 
清水清見潟公園 

スポーツセンター 

清水区横砂 

体育館、屋内プール 

㈶静岡市体育協会 

(外郭団体) 

12 
市営住宅 

（85 住宅施設） 

葵区駒形通四丁目ほか 

市営住宅、店舗など 

㈶静岡市振興公社 

(外郭団体) 

13 静岡老人ホーム 

葵区吉津 

環境上の理由及び経済的理由により居宅に

おいて養護を受けることが困難な者が市の

措置により入所する施設 

(社福)静岡市厚生 

事業協会 

14 救護所 

葵区吉津 

身体又は精神上の面から独立して日常生活

が出来ない者のために生活扶助を行う施設 

(社福）静岡市厚生 

事業協会 

15 
清水 

市民活動センター 

清水区港町二丁目 

ＮＰＯのマネジメントや事業運営、立ち上

げに関する相談の受付や、市民活動に関す

る情報の収集・提供、活動場所・拠点の提

供など市民活動を支援する施設 

オープンスペース、会議室、事務ブース 情

報コーナー など 

(NPO)清水ネット 

16 女性会館 

葵区東草深町 

女性を取巻く諸問題を解決し、男女共同参

画社会を実現するための学習や活動の拠点

施設 

集会室、相談室、図書コーナー 

(NPO)男女共同参画

フォーラムしずお

か 

17 児童館（９館） 

豊田（駿河区小鹿二丁目）、西奈（葵区 

瀬名一丁目）、安東（葵区安東二丁目）、 

美和（葵区安倍口団地）、麻機（葵区有永）、

長田（駿河区上川原）、中島（駿河区中島）、

服織（葵区羽鳥六丁目）、蒲原白銀（清水区

蒲原） 

児童厚生施設（遊戯室、集会室、図書室等） 

（社福）静岡市社会

福祉協議会 

18 
工芸と歴史の体験施設

「駿府匠宿」 

駿河区丸子 

工芸等体験施設（竹細工、漆器、蒔絵、指

物、和染、履物、陶芸 など） 

㈱駿府楽市 

(外郭団体) 

19 
清水西里温泉浴場 

やませみの湯 

清水区西里 

温泉施設 

清水西里温泉浴場 

運営協議会 

20 

中央子育て 

支援センター 

（静岡・清水） 

静岡（葵区呉服町二丁目） 

清水（清水区島崎町） 

子育て支援事業等実施施設 

子育て交流サロン、一時保育室 ほか 

(社福)静岡市 

社会福祉協議会 

21 清水なぎさホーム 

清水区駒越西二丁目 

重度心身障害者を対象とし、身辺自立の促進

と家庭介護の軽減のために日常生活訓練を

主体とした指導を行う通所施設 

(社福)静岡市しみず

社会福祉事業団 

(外郭団体) 
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22 三保体育館 
清水区三保 

東海大学が所有する体育館 
直営の施設 

23 清水庵原球場 
清水区庵原 

野球場 
直営の施設 

24 蒲原体育館 
清水区蒲原新田一丁目 

旧蒲原町施設 
直営の施設 

25 
蒲原 

コミュニティセンター 

西部（清水区蒲原堰沢） 

東部（清水区蒲原） 

旧蒲原町施設 

体育館と地元町内会の集会場 

直営の施設 

26 中央卸売市場 
葵区流通センター 

公設の中央卸売市場 
直営の施設 

27 井川少年自然の家 

葵区井川 

青少年を対象として自然に親しみ自然の中

での集団宿泊体験を行う社会教育施設 

直営の施設 

28 

清水海洋 

活動センター 

「シーマック三保」  

清水区三保 

海を利用した体験活動の拠点施設 

会議室 

直営の施設 

29 登呂博物館 
駿河区登呂五丁目 

登呂遺跡の出土品などの展示施設 

直営の施設(現在建

替に伴い休館中) 

30 芹沢銈介美術館 
駿河区登呂五丁目 

芹沢銈介氏の芸術作品や収集品の展示施設 
直営の施設 

（注１）指定管理者は平成 20年 4 月１日現在 

（注２）（財）は財団法人、（社福）は社会福祉法人、（NPO）は特定非営利活動法人、（株）

は株式会社を表す。（以下同じ） 

（注３）「外郭団体」とは、市が基本財産等の 25％以上を出資しているか又は職員を派遣して

いる団体のうち、現在補助金交付や事務事業委託を行っている団体をいう（「外郭団

体改革基本プラン（平成 16年 10 月 静岡市）」より）（以下同じ）。 
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B  監査の結果の概要 
 

１ 監査の結果のまとめ 
今回の監査報告書の内容は、Ｐ11 で示した指定管理者制度の一連の手続に従って監査要

点を把握し、監査手続を実施した結果であり、その詳細は「Ｃ 監査の結果」のとおりであ

る。 

「Ｃ 監査の結果」の内容を俯瞰すると、それぞれの論点が以下に挙げた視点に概ね整理

できることがわかる。 

○ 「施設の設置目的の重要性」の視点 

○ 「「経費の削減」の問題」の視点 

○ 「公平性・公正性の問題（外郭団体の問題をからめて）」の視点 

○ 「透明性の問題（情報公開や文書化のあり方）」の視点 

○ 「評価（モニタリング）の問題」の視点 

○ 「外郭団体に対する市の関与のあり方」の視点 

ここでは、これらの視点から今回の監査の結果をまとめてみることとする。 

 

(１) 「施設の設置目的の重要性」の視点 

施設の設置目的は重要である。なぜなら、指定管理者制度は、公の施設の設置目的を効果

的に達成するために導入された制度であるからである（地方自治法第 244 条の２第３項）。

すなわち、目的の達成のためには、施設の設置目的に、いかに具体的な内容を盛り込むかが

重要なポイントとなる。 

施設の設置目的は、公の施設を運営する上での基礎であり、指定管理者制度の運用におい

ても重要であるがゆえに、下記のとおり、指定管理者制度の一連の手続に影響を与えている。 

○「直営」か「指定管理者制度」かの選択 

… 施設の設置目的を効果的に達成するために必要であると判断した場合は、指定管理者

制度を選択することになる。 

○ 「公募」か「非公募」かの選択 

… 「非公募」を選択する場合には、選定した指定管理者が、施設の設置目的に照らして、

も高いサービスを提供する唯一の事業者であることが説明できなければならない。 

○ 指定管理者の選定にあたっての判断基準 

… 施設の設置目的に照らして、 も高いサービスを提供することができる事業者を選定

することになる。 

○ 指定管理者の評価の基準 

… 指定管理者の管理運営実績を評価する際の指標となる。 
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この監査報告書では、「施設の設置目的が具体的でない」「施設の設置目的に照らした場合、

「直営」を選択したことに疑問がある。」「「非公募」の理由が適切とは言えない。（施設の設

置目的に照らして、 も高いサービスを提供する唯一の事業者であることが説明できていな

い。）」といった指摘をしている。 

「Ｃ 監査の結果」の該当箇所は、次のとおりである。 

論点 該当ﾍﾟｰ

ｼﾞ 
１(１) 施設の設置目的は具体的か【指摘事項】 Ｐ34 

１(２)ア「直営」とした理由は適切か【指摘事項】 Ｐ40 

１(２)イ 利用者数の減少が顕著な施設が「直営」のままでよいか【指摘事

項】 
Ｐ44 

２(１)「非公募」の理由の内容は具体的か【指摘事項】 Ｐ50 

 

(２) 「経費の削減の問題」の視点 

指定管理者制度は、施設の果たすべき役割・目的を効果的に達成するため（公共性・公益

性）に導入されたものであるが、一方で、指定管理者の選定にあたって経費の削減（経済性・

効率性）を図ることも意図しているものである。したがって、この両立することが難しい２

つの目的（公共性・公益性と経済性・効率性）のバランスをどう取るのか、どちらを優先し

て考えるのかといった基本的な問題が問われることになる。 

この点についての市の基本的考え方は、指定管理料の上限額の積算を引き下げるという方

法を考えているようである。すなわち、指定管理者制度の中で対応（「競争原理」を導入す

る）するのではなく、市の予算を引き締めることにより「経費の削減」を実現しようとして

いる。したがって、指定管理者制度の中では、「経費の削減」項目の重要性は低いものとし

て認識されている。 

今回の監査報告書では、「指定管理者の審査項目の採点基準が曖昧であること」「指定管理

者の審査・選定の過程に、「経費の削減」の視点を十分に持ち込むことが必要であること」

といった点について指摘を行った。 

「Ｃ 監査の結果」の該当箇所は、次のとおりである。 

論点 該当ペー

ジ 
３(１)ウ「経費の削減」に関する審査項目をどの程度重視しているか【指摘

事項】 
Ｐ64 

３(２)イ 各所管課の審査委員会は公平・公正に行われているか【指摘事項】 Ｐ72 

４(２)ア 指定管理料の積算で経費の削減は期待できるか【意見】 Ｐ99 

４(２)イ 多額の剰余金が出ているが指定管理料の積算は適正か【指摘事項】 Ｐ102 

４(２)ウ 多額の剰余金を出さないために必要なこと【指摘事項】 Ｐ105 
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(３) 「公平性・公正性の問題」の視点 

指定管理者の募集方法は原則「公募」であるが、施設の設置目的に照らして も高いサー

ビスを提供できる事業者が明確（１者）である場合には、「非公募」の採用が認められる。

したがって、「非公募」の募集手続を選択する場合には、公平・公正な判断が求められる。

また、「公募」で指定管理者を募集する場合には、指定管理者の審査・選定の過程で公平・

公正な選定手続が求められる。 

今回監査の過程で課題として感じられた点は、従前の施設管理者（主に外郭団体）に有利

な判断が様々な局面で見受けられたことである。 

例えば、次のようなケースである。 

○ 「非公募」の理由 

… 「過去の管理運営実績」などを重視して、従来から当該施設の管理運営を任されてい

る事業者を「非公募」で選定しているケースが見受けられた。この理由が認められる

ならば、管理委託を行っていた施設については、従来からの施設管理者を「非公募」

で選定することが可能となる。 

○ 指定管理者の審査・選定（「公募」の場合） 

… 指定管理者の審査の過程でも、「過去の管理運営実績」や「公益法人であること」な

ど、他の申請団体からすればハンディと思われる項目を重視して従前の施設管理者

（主に外郭団体）を選定しているケースが見受けられた。 

このように、公平性・公正性の視点から問題と思われる事実関係を把握し、今後公平・公

正な手続を実施するための指摘を行った。 

具体的には、「Ｃ 監査の結果」の次の該当箇所のとおりである。 

論点 該当ペー

ジ 
２(１)「非公募」の理由の内容は具体的か【指摘事項】 Ｐ50 

２(２) 管理運営を任せられる団体がどれくらいあるのか【指摘事項】 Ｐ56 

３(１)ア 財政状態の健全性についてチェックしているか【指摘事項】 Ｐ58 

３(１)イ 評価の高い管理運営実績を審査に反映しなくてよいか【指摘事項】 Ｐ62 

３(２)ア 各所管課の審査委員会の市民委員等の人数は十分か【指摘事項】 Ｐ69 

３(２)イ 各所管課の審査委員会は公平・公正に行われているか【指摘事項】 Ｐ72 

３(２)ウ 指定管理者が委託する業者の専門的能力も審査上評価するのか

【指摘事項】 
Ｐ83 

３(２)エ 指定管理者選定委員会の審査結果から見えてくるもの【指摘事項】 Ｐ84 

３(２)オ 公正・公平な審査を実施するための１つの提案【意見】 Ｐ88 
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(４) 「透明性の問題」の視点 

指定管理者制度においても、透明性の観点から、「指定管理者の選定結果」や指定管理者

を評価した結果である「年度評価」、「総合評価」など、様々な情報が市民に公開されている。

しかしながら、その内容について、形式的な記載にとどまっているものが見受けられた。 

「情報の公開」といった場合、大切なことは、「正確に」「分かりやすく」「迅速に」相手

方に情報を提供することである。言い換えれば、情報とはその内容を相手が十分に理解する

ことで、初めて情報としての意味を持つものであろう。 

また、文書化の面でも、「議事録等の検討資料がない」「報告書の記載内容が不十分」とい

ったことや、「ルールが明文化されていない」といった状況が見られた。議事録等の検討資

料は、いつ、どこで、誰が、どのような検討を行ったかを確認する上で大切な資料であり、

事業報告書等の報告資料は市と指定管理者の相互に正確な情報を提供する手段という意味

で重要である。また、市と指定管理者との間でのトラブル等を防止するためにもルールづく

りは適切に、そして正確に行うことが必要である。 

このような視点から検討を行った内容は次のとおりである。 

（情報公開）                      

論点 該当ペー

ジ 
３(１)オ 審査項目のうち比重・配点等についての公表は行われているか【指

摘事項】 
Ｐ69 

３(３)ア 指定管理者の選定結果の公表はルールどおり行われているか【指

摘事項】 
Ｐ89 

３(３)イ 指定管理者の選定結果の公表内容は今のままでよいか【指摘事項】 Ｐ91 

６(３)ア 市が実施した「年度評価」の実施内容は適切か【指摘事項】 Ｐ115 

６(４)ア 市が実施した「総合評価」の実施内容は適切か【指摘事項】 Ｐ123 

（文書化）                        

論点 該当ペー

ジ 
１(２)ア「直営」とした理由は適切か【指摘事項】 Ｐ40 

１(２)ウ「運用方針」の見直し【指摘事項】 Ｐ49 

３(１)エ 募集要項に記載されている審査項目は正確か【指摘事項】 Ｐ67 

３(２)イ 各所管課の審査委員会は公平・公正に行われているか【指摘事項】 Ｐ72 

４(１)ア 市と指定管理者のリスクの分担は適切に行われているか【指摘事

項】 
Ｐ96 

４(１)イ 施設の修繕は誰が行うのか【指摘事項】 Ｐ98 

５(１)ア 事業報告書の収支状況の記載内容は適切か【指摘事項】 Ｐ106 

５(２)ア 検査結果報告書の作成は適切に行われているか【指摘事項】 Ｐ110 

５(２)イ 指導内容の文書化が必要【指摘事項】 Ｐ112 

６(４)イ「総合評価結果報告書」の各所管課の意見の記載は十分か【指摘事

項】 
Ｐ127 
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(５) 「評価（モニタリング）の問題」の視点 

指定管理者が選定された後は、施設のよりよい管理運営を実現するための評価（チェック）

の作業が重要である。すなわち、ＰＤＣＡサイクル（プラン・ドゥ・チェック・アクション）

のチェックの部分である。施設の管理運営上の課題・問題点を把握し、改善していくことで

施設のよりよい管理運営を達成することができるからである。 

評価については、市は「年度評価」と「総合評価」を実施しているが、関係資料でその実

施内容を見る限り、不十分と思われる点が見受けられた。 

例えば、「施設の抱える課題、指定管理者に対する要望等について具体的に示されていな

い」「施設の利用者数等の数値情報を利用して評価しているケースが少ない」といったこと

である。 

市は、施設のよりよい管理運営を実現するためにも、評価の作業については、より充実し

た内容のものに改めていく必要がある。 

このような視点から検討を行った内容は次のとおりである。 

論点 該当ペー

ジ 
４(２)イ 多額の剰余金が出ているが指定管理料の積算は適正か【指摘事項】 Ｐ102 

４(２)ウ 多額の剰余金を出さないために必要なこと【指摘事項】 Ｐ105 

５(１)イ 収支状況の収支差額が０とはどういうことか【指摘事項】 Ｐ108 

６(１) 市民の視点からのチェックが必要【意見】 Ｐ113 

６(２) 指定管理者は自己評価を適切に実施しているか【指摘事項】 Ｐ114 

６(３)ア 市が実施した「年度評価」の実施内容は適切か【指摘事項】 Ｐ115 

６(３)イ 「年度評価」で指定管理者の経理状況をチェックすべきである【指

摘事項】 
Ｐ121 

６(４)ア 市が実施した「総合評価」の実施内容は適切か【指摘事項】 Ｐ123 

６(４)イ 「総合評価結果報告書」の各所管課の意見の記載は十分か【指摘

事項】 
Ｐ127 

６(５) 数値目標を設定し目標達成度を評価しなくてよいか【指摘事項】 Ｐ130 
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(６) 「外郭団体に対する市の関与のあり方」の視点 

従前の施設管理者である外郭団体に対する配慮が、一連の手続の様々な局面で見られたこ

とはＰ28 の「（３）「公平性・公正性の問題」の視点」で述べたとおりである。この問題の

背景の一つには外郭団体の経営の自立が未だ進展していないという状況があるのではない

かと考えられる。この点について、市は「外郭団体改革基本プラン」（平成 16 年 10 月）を

策定し、外郭団体の経営の自主的・自立的経営基盤の確立を実現するための作業を進めてい

る途中であると思われる。 

今回の監査では、「外郭団体改革基本プラン」に従って、「外郭団体の自立は進んでいるか」

「外郭団体の経営の自立は本当に可能なのか」といった点について検討を行っている。 

具体的には、「Ｃ 監査の結果」の次の該当箇所のとおりである。 

論点 該当ペー

ジ 
７(１) 外郭団体の自立は進んでいるか【意見】 Ｐ135 
７(２) 「外郭団体の経営の自立が本当に可能か」の議論が必要【意見】 Ｐ142 
７(３) 雇用問題について【意見】 Ｐ144 
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２ 項目ごとの調査対象施設 
「Ｃ 監査の結果」において、調査対象とした施設は次のとおりである。 

 

 

 

                                          施設名等 

 

 

 

区  分 

指定管理・直営の別   
公募・非公募の別  
１指定管理者制度の

導入にあたって検

討すべきこと 

(1)【指摘事項】施設の設置目的は具体的か 
(2)「直営」について ア【指摘事項】「直営」とした理由は適切か 
 イ【指摘事項】利用者数の減少が顕著な施設が「直営」のままでよいか 
 ウ【指摘事項】「運用方針」の見直し 

２指定管理者の募集 (1)【指摘事項】「非公募」の理由の内容は具体的か 
 (2)【指摘事項】管理運営を任せられる団体がどれくらいあるか 
３指定管理者の審査 (1)審査基準 ア【指摘事項】財政状態の健全性についてチェックしているか 
 ・選定  （審査項目） イ【指摘事項】評価の高い管理運営実績を審査に反映しなくてよいか 
  ウ【指摘事項】「経費の削減」に関する審査項目をどの程度重視しているか 
  エ【指摘事項】募集要項に記載されている審査項目は正確か 
  オ【指摘事項】審査項目のうち比重・配点等についての公表は行われているか 
 (2)指定管理者の ア【指摘事項】各所管課の審査委員会の市民委員等の人数は十分か 
  審査・選定 イ【指摘事項】各所管課の審査委員会は公平・公正に行われているか 
  ウ【指摘事項】指定管理者が委託する業者の専門的能力も審査上評価するのか 
  エ【指摘事項】指定管理者選定委員会の審査結果から見えてくるもの 
  オ【意  見】公正・公平な審査を実施するための１つの提案 
 (3)審査・選定結果の ア【指摘事項】指定管理者の選定結果の公表はルールどおりに行われているか 
  通知・公表 イ【指摘事項】指定管理者の選定結果の公表内容は今のままでよいか 
４指定管理者の業務

の範囲と指定管理料 
(1)指定管理者の ア【指摘事項】市と指定管理者のリスクの分担は適切に行われているか 
 業務の範囲 イ【指摘事項】施設の修繕は誰が行うのか 

 (2)指定管理料 ア【意  見】指定管理料の積算で経費の削減は期待できるか 
  イ【指摘事項】多額の剰余金が出ているが指定管理料の積算は適正か 
  ウ【指摘事項】多額の剰余金を出さないために必要なこと 
５事業報告書及び (1)事業報告書 ア【指摘事項】事業報告書の収支状況の記載内容は適切か 
 検査報告書に関す  イ【指摘事項】収支状況の収支差額が０とはどういうことか 
 る事項 (2)検査報告書 ア【指摘事項】検査報告書の作成は適切に行われているか 
  イ【指摘事項】指導内容の文書化が必要 
６指定管理者制度に (1)【意  見】市民の視点からのチェックが必要 
 おける評価（モニ (2)【指摘事項】指定管理者は自己評価を適切に実施しているか 
 タリング）の問題 (3)市が実施する ア【指摘事項】市が実施した「年度評価」の実施内容は適切か 

   「年度評価」 イ【指摘事項】「年度評価」で指定管理者の経理状況をチェックすべきである 
 (4)市が実施する ア【指摘事項】市が実施した「総合評価」の実施内容は適切か 
   「総合評価」 イ【指摘事項】総合評価結果報告書の各所管課の意見の記載は十分か 
 (5)【指摘事項】数値目標を設定し、目標達成度を評価しなくてよいか 

７その他 

 

(1)【意  見】 外郭団体の自立は進んでいるか 
(2)【意  見】「外郭団体の経営の自立が本当に可能か」の議論が必要 
(3)【意  見】雇用問題について 
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（注）「指摘事項」又は「意見」にかかわらず、施設の状況を確認した場合には「○」を付している。 
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－ 指定管理者制度導入済施設 直営施設 
－ 非 公 非 公 非 非 公 公 非 公 非 非 公 非 － － － － － － － － 
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○         
               ○ ○ ○ ○ ○ ○   
                     ○ ○ 
○                       
○ ○  ○  ○ ○     ○   ○         
○       ○ ○     ○          
○  ○  ○   ○ ○  ○   ○          
○   ○   ○ ○   ○   ○ ○         
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○          
 ○ ○ ○                    
○                       
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○         
○  ○  ○      ○             
    ○                   
○  ○                     
○                       
   ○   ○ ○ ○ ○     ○         
○                       
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○         
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○         
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○          
              ○         
○                       
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○         
      ○     ○            
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○         
 ○ ○ ○                    
○                       
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○         
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○         
○    ○    ○ ○ ○   ○          
○   ○   ○ ○   ○   ○ ○         
○   ○    ○       ○         
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○         
○                       
○                       
○                       
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C  監査の結果 
 

１ 指定管理者制度の導入にあたって検討すべきこと 
 

(１)  施設の設置目的は具体的か【指摘事項】 

【設置目的の重要性】 

指定管理者制度については、地方自治法第244条の２第3項で次のように規定されている。

（Ｐ10 で述べたことであるが、重要なことであるのでもう一度確認する。） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第 244 条の 2 

第３項 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要がある

と認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地

方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせることができる。 

（注）下線は包括外部監査人が付したものである。 

下線部分で示したとおり、重要なことは、「設置の目的を効果的に達成するため」と書か

れていることである。言い換えれば、指定管理者制度は、公の施設の果たすべき使命を、効

果的に達成するために導入された制度であるということが理解できる。 

したがって、目的の達成のためには、施設の設置目的に、いかに具体的な内容が盛り込ま

れているかが重要なポイントとなる。 

【各施設の設置目的の内容】 

公の施設については、施設設置条例が定められており、多くの場合、条例の第 1条で各施

設の「目的」が示される。また、市は、施設の設置目的を仕様書等で明確にすることについ

て、「事務処理要領」で次のように規定している。 

４ 選定手続 

（２）指定管理者の募集 

④ 募集要項 

（省略） 

イ 仕様書の作成 

ａ 内容 

・市としての施設の設置目的や運営方針等施設運営の根本となるものは明確にすること。 

（以下省略） 

（注）下線は包括外部監査人が付したものである。 

今回の監査対象のうち指定管理者制度を導入している施設の目的は、次のとおりである。

なお、仕様書等で施設の設置目的を記載することが義務付けられていることから、それらに

目的が記載されているものと記載されていないものを分けて記載した。 
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① 仕様書等で施設の設置目的を記載している施設 

以下の施設は、仕様書等で施設の設置目的を記載している施設である。 

「静岡音楽館」 

 

根拠資料 仕様書 
２.音楽館の管理に関する基本的な考え方 
音楽館は、「市民の音楽に対する関心を高め、市民文化の向上を図るための施設」を目的

として設置され、「良質の音楽情報の提供を通じ、広く市民の音楽文化への関心を喚起し、

音楽文化の創造と市民文化の向上に努めながら、香り高い音楽文化の発信基地としてまち

づくりの戦略拠点とする」ことを基本理念としています。 

（以下省略） 

○ 基本的な考え方が、「良質の音楽情報」や「音楽文化」、「市民文化」、「香り高い」といっ

た抽象的表現で示されており、市がその施設の運営を通して具体的に何を実現したいと

考えているのかわからない。 

「静岡市民文化会館、清水文化センター」 

 

根拠資料 仕様書 
２．文化会館及び文化センターの管理に関する基本的な考え方 
文化会館は本市の中心である葵区に、また文化センターは清水区に立地し、大ホール、

中ホール、展示室を備え、コンサート、演劇、展示会など様々な芸術文化の発表及び文化

情報発信拠点としての機能を有し、地域住民から親しまれている施設である。 

○ 現状と設備を示しているのみで、市がその施設の運営を通して、具体的に何を実現した

いと考えているのかわからない。 

「静岡科学館」 

 

根拠資料 仕様書 
２. 静岡科学館の管理に関する基本的な考え方 
静岡科学館は、「市民が自ら体験することを通して身近な科学に親しみ、及び科学への関

心を高める場を提供することにより、市民の想像力及び感性の向上を図るための施設」を

目的として設置され、「みる・きく・さわる」をキーワードに発見する喜びと創造する楽し

さにあふれ、科学の不思議が体験できる科学館を目指す。 

（以下省略） 

○ 施設の目的が具体的に記載されている。 

「清水ナショナルトレーニングセンター他２施設」 

（ⅰ）清水ナショナルトレーニングセンター 

根拠資料 仕様書 
１.基本的な業務遂行方針 
Ｊ－ＳＴＥＰは、スポーツを通した人づくりと市民のスポーツ・健康の拠点づくりを目

指し、また、サッカーをはじめとした日本を代表するトッププレイヤーの効果的なトレー

ニングや指導者などの人材育成の拠点となるよう建設されたものである。指定管理者は、

Ｊ－ＳＴＥＰの設置目的と役割を十分理解し、運営にあたらなければならない。 

（以下省略） 
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○ 後半の「サッカーをはじめとした日本を代表するトッププレイヤーの・・・」の部分に

ついては、目的が具体的に記載されており、その内容を十分に理解することができるが、

前半の「スポーツを通した人づくりと市民のスポーツ・健康の拠点づくりを目指し」の

部分については、抽象的表現であり、具体性に欠ける内容となっている。 

（ⅱ）清水蛇塚スポーツグラウンド 

根拠資料 仕様書 
１．基本的な業務遂行方針 
指定管理者はグラウンドの運営にあたり、設置目的であるスポーツの振興と市民の健康

の増進を図るとともに、市民の文化的な生活の向上に資するため、次の施設を設置する。 

○ 「スポーツの振興と市民の健康の増進を図るとともに、市民の文化的な生活の向上に資

するため」とあるが、内容が抽象的であり、市がその施設の運営を通して具体的に何を

実現したいと考えているのかわからない。 

（ⅲ）清水日本平運動公園球技場・庭球場 

根拠資料 仕様書 
１.基本的な業務遂行方針 
指定管理者は、球技場・庭球場の管理運営にあたり、生涯スポーツの普及を図り、市民

のスポーツ・健康の拠点づくりを目指すという目的を果たすため以下の事項を基本方針と

して管理運営業務の遂行にあたらなければならない。 

（以下省略） 

○ 「生涯スポーツの普及を図り、市民のスポーツ・健康の拠点づくりを目指す」とあるが、

内容が抽象的であり、市がその施設の運営を通して具体的に何を実現したいと考えてい

るのかわからない。 

「静岡老人ホーム及び救護所」 

（ⅰ）静岡老人ホーム 

根拠資料 募集要項 
２ 施設の概要 

① 静岡市老人ホームは、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20条の４に定める養護

老人ホームとして、65 歳以上のものであって、環境上の理由及び経済的な理由により、

居宅において養護を受けることが困難なものを入所させ養護することを目的とする施

設です。 

○ 施設の目的が具体的に記載されている。（存在意義の明確な施設である。） 

（ⅱ）救護所 

根拠資料 募集要項 
２ 施設の概要 

① 静岡市救護所は、生活保護法第 38 条第２項に基づく救護施設であり、身体上又は精神

上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶

助を行うことを目的とした施設です。 

○ 施設の目的が具体的に記載されている。（存在意義の明確な施設である。） 
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「清水市民活動センター」 

 

根拠資料 募集要項 
冒頭 
そこで、NPOのマネジメントや事業運営、立ち上げに関する相談の受付や、市民活動に関す

る情報の収集・提供、活動場所・拠点の提供などの機能を市民活動に提供し支援するため、

静岡市清水市民活動センターを整備いたしました。 

○ 施設の目的が具体的に記載されている。 

「女性会館」 

 

根拠資料 業務仕様書 
１ 施設の設置目的・運営方針 
（２）管理運営に関する基本的な考え方 

女性会館は、女性をとりまく諸問題を解決し、男性と女性が従来の性別役割分担意識に

とらわれず、お互いに協力し合いながら社会の発展をめざす「男女共同参画社会」の実現

のための学習や活動の拠点となる本市唯一の施設であること・・・。 

○ 「「男女共同参画社会」の実現のための学習や活動・・・」とあるが、内容が抽象的であ

り、市がその施設の運営を通して具体的に何を実現したいと考えているのかわからない。 

「児童館」 

 

根拠資料 業務仕様書 
１ 施設の設置目的 

児童館は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）に基づく児童厚生施設で、児童に健全

な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として設置される施設

であり、地域の児童健全育成の拠点として重要な役割を担うものである。 

○ 「児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として

設置される施設であり・・・」とあるが、内容が抽象的であり、市がその施設の運営を

通して具体的に何を実現したいと考えているのかわからない。  

「工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」」 

 

根拠資料 応募要領 
１ 施設の設置目的、運営方針 
施設の設置目的は、次のとおり。“市民が工芸に親しみ、歴史に触れることにより、地場

産業及び地域の歴史への理解を深めるとともに、地域経済の活性化を図るため。”（条例第

１条） 

○ 設置目的が、「工芸」や「歴史」、「地場産業」、「地域経済」といった抽象的表現で示され

ており、市がその施設の運営を通して具体的に何を実現したいと考えているのかわから

ない。 
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「清水西里温泉浴場」 

根拠資料 募集要項 
１ 指定管理者制度の趣旨 
静岡市は、市民の健康と福祉の増進及び地域の振興に寄与するため、公衆浴場法（昭和

23 年法律第 139 号）第１条第１項に規定する温泉を使用した公衆浴場を設置する。 

○ 「市民の健康と福祉の増進及び地域の振興に寄与するため」とあるが、内容が抽象的で

あり、市がその施設の運営を通して、具体的に何を実現したいと考えているのかわから

ない。 

「静岡中央子育て支援センター、清水中央子育て支援センター」 

根拠資料 仕様書 
１ 施設の設置目的・運営方針 
静岡市は、少子化の進展に伴い、子育てを社会全体で支援する環境づくりが求められて

いることにかんがみ、多様な子育て支援事業及びこれに係る連携を図る事業を推進し、も

って児童及び児童を育てる家庭の福祉を増進させるため、中央子育て支援センターを設置

する。 

○ 施設の目的が具体的に記載されている。 

「清水なぎさホーム」 

根拠資料 業務仕様書 
１ 施設の設置目的・運営方針 
静岡市は、障害者の自立と社会経済活動への参加を促進し、障害者を援助し、及び必要

に応じて保護し、もって障害者の福祉を増進するために設置した施設・・・。 

○ 施設の目的が具体的に記載されている。（存在意義の明確な施設である。） 

 

② 仕様書等で施設の設置目的を記載していない施設 

仕様書等で施設の設置目的が記載されていない施設は次のとおりである。 

「中央体育館他７施設」 

根拠資料 静岡市体育館条例 
（設置） 
第 1条 静岡市は、市民の体育の振興を図るため、体育館を設置する。 

○ 条例での記載はあるが、仕様書等への設置目的の記載はない。 

○ 「市民の体育の振興を図るため」とあるが、内容が抽象的であり、市がその施設の運営

を通して具体的に何を実現したいと考えているのかわからない。 

「市営住宅（85 施設）」 

根拠資料 － 
施設の設置の「目的」に関する記載は、条例、仕様書等の資料では見受けられない。 

○ 仕様書等で、施設の設置目的に関する記載がないことから、市がどのような施設にした

いと考えているのか不明である。なお、公営住宅法第１条では、抽象的表現であるとは

いえ、公営住宅の設置目的に関する記載がある。 

 

 



号  外          静 岡 市 報      平成21年３月31日 
 

 

  
39 

 
  
 

【結論】 

P34 の「設置目的の重要性」でも述べたとおり、指定管理者制度は「公の施設の設置の目

的を効果的に達成するため」に導入された制度である。したがって、「設置の目的」の持つ

意味が重要となる。 

事業者の立場からすれば、施設の設置目的や存在意義が明確化されていなければ、優秀な

事業者であっても、具体的な事業のイメージを描くことは困難である。単なる施設管理業務

なのか、施設を拠点とした地域おこしを目指すのか、事業者の仕事の内容は大きく異なって

くるからである。 

現状の調査結果では、17 施設のうち 11施設については、設置目的が具体的でなく、その

施設の運営を通して何を実現したいのか、その施設の使命とは何なのかを十分に理解するこ

とは難しい状況である。市は、施設の設置目的を具体的なものとするために、もう一度その

内容について議論することが必要であると考える。 

なお、施設の設置目的が不明確である施設については、早急に指定管理者に対して具体的

な施設の設置目的を明文化して提示する必要がある。指定管理者制度が「公の施設の設置の

目的を効果的に達成するため」に導入された制度であるにもかかわらず、目的が明文化され

ていないのでは適切な状況にあるとは言えないであろう。 
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(２)  「直営」について 

 

ア 「直営」とした理由は適切か【指摘事項】 

【「直営」と「指定管理者制度」の選択の市の判断基準】 

「直営」と「指定管理者制度」の選択の判断基準についてはＰ12 で述べたとおりである

が、その内容をまとめると次のとおりである。 

○ 指定管理者制度 

・ 施設の設置目的を効果的に達成するため必要がある場合 

○ 直営 

・ 個別法により管理者が定められている場合 

・上記の指定管理者制度導入の基準に照らして、指定管理者による管理になじまないと判

断される場合 

個別法により管理者が定められている場合を除き、指定管理者制度を選択する場合の判断

基準としては、施設の設置目的を効果的に実践することができるか否かが重要な要素となる。

したがって、施設の現在の状況が、施設の目的や使命を効果的に達成できていないと判断さ

れる場合には、市は「指定管理者制度」の採用を含めて、管理運営の改善について検討する

必要があり、一方、指定管理者制度導入の判断基準に照らして、指定管理者による管理にな

じまないと判断される場合には、「直営」を選択することになる。 

【「直営」とした理由】 

前述したとおり、「直営」を選択するにあたっては、指定管理者による管理になじまない

と判断されなければならない。そこで、次に掲げる「直営」施設について、「なぜ直営を選

択したのか」を把握するため、関係資料の調査を行うとともに、必要に応じて質問を行った。 

・ 三保体育館 ・ 中央卸売市場 
・ 清水庵原球場 ・ 井川少年自然の家 
・ 蒲原体育館、蒲原プール等 ・ 清水海洋活動センター 

「三保体育館」 

「指定管理者制度導入に関する調査票」（以下「調査票」という。）においては、「直営」

とした理由について、次のように記載している。 

（理由） 

当該施設は、旧東海大学第一高校の体育館を借用している施設であり、（仮称）清水武道

場の完成に伴い返還する（平成 19 年 3月）。こうした事情から直営方式にする。 

 

なお、「業務を実施可能な団体があるか」の質問に対しては、「ない」と回答している。 
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○ 指定管理者制度の導入当初は、施設を返還する予定があったことから、「指定管理者制度」

ではなく、「直営」を選択しているが、平成 20年度においても、「直営」となっている。 

 

 

続いて行った次の質問に対し、得られた回答は以下のとおりである。 

（質問） 

東海大学からの借用期間（平成 19年 3 月 31 日まで）が過ぎているが、その後は、どのよ

うな取り扱いとなったのか。平成 20 年度も直営となっているが、直営としなければならな

い具体的な理由は何か（検討した資料を確認させてください）。 

 

（回答） 

三保体育館（旧東海大学第一高等学校体育館及び武道館並びに駐車場用地）については年

間 5万人以上の利用者が使用し、地域体育館として活用されております。*別添年間利用者

数を参照してください。 

このような状況の中で、20 年度についても継続して東海大学より借用し開放しておりま

す。東海大学と土地・建物貸借契約を結ぶとともに、維持管理に関しては東海大学側がその

他の敷地とともに一体管理を実施しております。・・・ 

なお、現地は無人（東海大学が管理）の施設であるので、単なる貸館業務のみの状況です。 

○ 「直営」か「指定管理者制度」かを検討した資料（議事録等）はない。 

○ 「運用方針」に基づき「直営」と判断している。（貸館業務のみを行う施設であるため。） 

「清水庵原球場」 

調査票においては、「市が直接管理する必要があるか」の問いに対し「ある」と回答して

いるが、その具体的な理由の記載はなく、次のような記載がある。 

 

当該施設は供用開始時は直営方式で管理運営するが、状況によっては今後、指定管理者制

度を導入する可能性のある施設である。 

また、次の質問に対し、得られた回答は以下のとおりである。 

（質問） 

庁議提案書に「平成 17 年 2 月議会において直営とする旨の議決を得た経緯から、今後少

なくとも１年は直営で運営し、その評価を踏まえ指定管理者の導入を検討する。」との記載

があるが、指定管理者制度の導入を検討した資料はあるか（ある場合には、資料を確認させ

てください。） 

今でも直営としなければならない具体的な理由は何か。 

 

（回答） 

現状の利用実績・管理実績等を把握し、次回指定管理者募集時である平成 23 年度に他の

スポーツ施設（清水ナショナルトレセン、清水総合運動場等とあわせて）指定管理者の公募

を検討していきたい。 

（検討資料はありません。） 
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○ 「直営」か「指定管理者制度」かを検討した資料（議事録等）はない。 

○ 「直営」としなければならない具体的な理由が不明確である。 

○ 「指定管理者の導入を検討する」、「指定管理者の公募を検討していきたい」とあること

から、「運用方針」にある「指定管理者による管理になじまない」という理由による結論

づけではない。 

「蒲原体育館、蒲原プール、蒲原コミュニティセンター」 

「直営」とした具体的な理由について質問を行ったところ、次のような回答を得た。なお、

検討した資料があれば、併せて資料の提出を依頼した。 

（回答） 

いずれの施設も教室開催等をしておらず、施設の維持管理業務であるため、直営による管

理としています。 

蒲原体育館は、平成 20 年度より夜間のシルバー人材センターへの鍵の管理・トイレの清

掃等を委託しております。 

コミュニティセンターは、鍵の管理・清掃等を地元町内会へ委託しています。 

蒲原プールについては、開放期間のみプール監視等を委託し開場しております。 

（検討資料はありません。） 

なお、「指定管理者による管理の判断基準」では、指定管理者により管理を行う施設は、

ある程度の専門性を有する事業を実施する施設と定めています。 

○ 「直営」か「指定管理者制度」かを検討した資料（議事録等）はない。 

○ 「運用方針」に基づき「直営」と判断している（事実行為が中心のため）。 

「中央卸売市場」 

「直営」とした具体的な理由について質問を行ったところ、次のような回答を得た。なお、

検討した資料があれば、併せて資料の提出を依頼した。 

（回答） 

平成 16 年 6月 9日施行の卸売市場法の一部改正に伴い、指定管理者制度を導入する場合

の業務の範囲について、農林水産省から中央卸売市場業務規定例が示されたが、内容は市場

における卸売予定数量の公表（卸売場への掲示）事務、施設の使用許可・取消等の施設の管

理の一部の業務に限られており、行政が直接行わなければならない事務が多く残されている

為。 

○ 「直営」か「指定管理者制度」かを検討した資料（議事録等）はない。 

○ 「運用方針」に基づき「直営」と判断している（事実行為が中心のため）。 
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「井川少年自然の家」 

「直営」とした理由について、所管課で検討した資料（「少年自然の家の指定管理者制度

導入について」など）には、次のように記載されている。 

児童・生徒に対する教育的要素の強さ 

公民館などの社会教育施設と異なり、多数の児童・生徒が学校単位で利用し、自然の家の

生活スケジュールに従って自然体験活動を行う施設であり、指導主事を配置し、学校教育を

補完する役割を果たしている。 

また、平成 18 年度より文部科学省で取り組む予定である、「子どもの生活リズムの向上」

を推進する役割からも教育的要素が強いといえる。 

○ 「直営」か「指定管理者制度」かを検討した資料（議事録等）がある。 

○ 「直営」の必要性が示されている。 

「清水海洋活動センター」 

「直営」とした理由について、青少年課と総務課等との間で行われたヒアリング（平成

17 年 1 月 21日）の資料「公の施設への指定管理者制度導入に関するヒアリングについて（報

告）」には次のように記載されている。 

総務課、政策法務課 

・当面は市の直営でよいと考える。 

・指定管理者制度導入については、当該施設のあり方や、所管先をふくめた政策的な問題と

関連しているので、施設のあり方を検討する際に併せて検討すべきである。（三保半島の

観光活性化問題とも関連する問題である。） 

○ 「直営」か「指定管理者制度」かを検討した資料（議事録等）がある。 

○ 施設のあり方そのものの検討段階であり、「直営」の理由は明確である。 

《直営とした理由のまとめ》 

上記で実施した調査の状況をまとめると次のとおりである。 

施設名 直営の理由 

の明確化 
直営の理由を検討 

した資料の有無 
 三保体育館 ○ ない 
 清水庵原球場 × ない 
 蒲原体育館、蒲原ﾌﾟｰﾙ、蒲原ｺﾐｭﾆﾃｨ

ｰ ○ ない 

 中央卸売市場 ○ ない 
 井川少年自然の家 ○ ある 
 清水海洋活動センター ○ ある 

（注）○ 直営の理由が明確  × 直営の理由が明確でない 
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直営の妥当性、すなわち直営でなければならないとする理由、あるいは、指定管理者によ

る管理がなじまないと判断する理由が明確とは言えない施設がある。 

また、調査の結果、直営の妥当性が明確であった施設についても、直営か指定管理者制度

かを検討した資料（議事録等）がない施設もある。議事録等がないのでは、直営の妥当性に

ついて、市が十分に検討しているか否かが判断できないし、直営が妥当であるという結論に

至った考えを明確に把握することもできない。 

【結論】 

「運用方針」からすると、公の施設の管理方法として、直営が選択されるのは、原則とし

て、以下のケースに限定されると考えられる。 

① 直営の必要があると判断される場合 

② 必ずしも直営の必要はないが指定管理者となる団体がない場合 

③ 必ずしも直営の必要はないが指定管理者制度に比べ直営のほうが効率的・効果的に施設

の設置目的を達成できると判断される場合 

少なくとも、上記①～③のいずれかに該当することを明確に示すことができていない施設

については、直営の妥当性、あるいは、直営か指定管理者制度のどちらが施設の設置目的を

より効率的・効果的に達成できるのかなど、再度十分に検討する必要があると考える。 

また、結論に至るまでの検討資料は、市民に対する説明責任の点からも議事録等の文書と

して保存する必要がある。 

 

イ 利用者数の減少が顕著な施設が「直営」のままでよいか【指摘事項】 
【現状】 

公の施設がその設置目的を達成しているか否かの評価は、様々な側面から行われるべきも

のであるが、特に不特定多数が利用する施設については、一般的に利用者数が一つの判断要

素となるものであり、市民の利用が少ない施設は、その目的を達成しているのか疑義が生じ

ることになる。 

市においても、利用者数の減少傾向が見られる「直営」の施設が存在しており、その目的

達成度について懸念されるところである。ここでは、登呂博物館と芹沢銈介美術館について、

その状況を検討する。 

なお、両施設の設置目的は次のとおりである。 

○登呂博物館 

登呂遺跡に関する知識の向上と文化の発展に寄与すること。 

○芹沢銈介美術館 

芹沢芸術を永く後世に伝えるとともに、美術に対する知識の向上と文化の発展に寄与

すること。 
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「登呂博物館」 

開館当初からの入館者数の推移は次のとおりである。 

（単位：人） 

年度 総入館者数 年度 総入館者数 年度 総入館者数 
昭和 47 年度 282,512 昭和 59 年度 272,071 平成 8年度 157,987 
昭和 48 年度 250,076 昭和 60 年度 232,818 平成 9年度 129,685 
昭和 49 年度 262,440 昭和 61 年度 237,712 平成 10 年度 113,070 
昭和 50 年度 256,829 昭和 62 年度 216,656 平成 11 年度 109,226 
昭和 51 年度 256,456 昭和 63 年度 223,537 平成 12 年度 96,128 
昭和 52 年度 268,690 平成元年度 215,967 平成 13 年度 93,387 
昭和 53 年度 272,658 平成 2年度 229,036 平成 14 年度 96,002 
昭和 54 年度 266,129 平成 3年度 215,920 平成 15 年度 87,023 
昭和 55 年度 276,103 平成 4年度 210,985 平成 16 年度 85,278 
昭和 56 年度 261,878 平成 5年度 194,253 平成 17 年度 81,148 
昭和 57 年度 261,876 平成 6年度 194,389 平成 18 年度 82,914 
昭和 58 年度 251,561 平成 7年度 178,153   

（注）平成 19 年度は、7月以降建替えのため休館となったことから、記載を省略した。 

○ 入館者数は、開館当初の 282 千人から平成 18 年度は 82 千人（29.3％）へと減少してい

る。 

 

入館者数が減少傾向にある登呂博物館が、その施設の設置目的を達成していると言えるの

か、所管課に次のような質問を行った。 

○ 現在の状況は施設の設置目的を達成していると言えるのか 

○ 平成 18年度（指定管理者制度の本格的導入初年度）において指定管理者制度を導入しな

かった理由は何か 

○ 現在の状況を改善するために実施している対策と効果 

○ 今後指定管理者制度を導入する予定はあるか 

所管課からの回答は次のとおりである。 

①「現在の状況は施設の設置目的を達成しているか」について 

目的を達成するため様々な事業を行ってきたが、より多くの人に登呂遺跡について知って

いただくという普及活動の面で、入館者数の減少は、負の評価ということになる。 

（以下省略） 

 

②「平成 18年度において指定管理者制度を導入しなかった理由」について 

建替え事業が進行中で平成 19年度には休館解体の予定であったため。 
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③「現在の状況を改善するための対策と効果」について 

（対策） 

平成 22 年秋頃、新博物館オープンの予定。 

建替え工事期間中（約 3年間）、登呂遺跡来訪者に対する継続的な歴史体験の機会を提供

し、見学者の遺跡離れ、博物館離れを抑えるための対策として、野外体験学習事業を展開し

ている。これは、遺跡を活用する新博物館の活動へつながる事業でもある。 

（効果） 

野外体験学習事業は、平成 19 年 10月から開始し、現在進行中である。利用者数は増加の

傾向にあり、上記目的のための事業効果は表れている。 

平成 19 年度（10 月～3月） 8,365 人 

平成 20 年度（4月～9月） 17,638 人 

  

④「今後の指定管理者制度の導入の予定」について 

新博物館の管理運営方法について、指定管理者制度導入も含めて現在検討中である。 

 

 

《まとめ》 

○ 現在の状況が、施設の設置目的を達成しているといえるのかの問題については、市も積

極的に肯定できる状況にないことがうかがえる。 

○ 現状を改善するための対策を実施しているものの、その効果については、新博物館オー

プン後の結果を待つ必要がある。 

 

「芹沢銈介美術館」 

開館当初からの入館者数の推移は次のとおりである。 

（単位：人） 

年度 総入館者数 年度 総入館者数 年度 総入館者数 
昭和 56 年度 71,615 平成 2年度 59,764 平成 11 年度 34,657 
昭和 57 年度 77,658 平成 3年度 58,964 平成 12 年度 27,465 
昭和 58 年度 73,292 平成 4年度 50,917 平成 13 年度 33,049 
昭和 59 年度 80,516 平成 5年度 49,089 平成 14 年度 27,567 
昭和 60 年度 68,760 平成 6年度 47,308 平成 15 年度 24,364 
昭和 61 年度 65,300 平成 7年度 64,729 平成 16 年度 23,307 
昭和 62 年度 60,875 平成 8年度 40,816 平成 17 年度 19,737 
昭和 63 年度 59,457 平成 9年度 36,395 平成 18 年度 21,943 
平成元年度 50,945 平成 10 年度 34,995 平成 19 年度 21,071 

○ 入館者数は、昭和 59 年度の 80 千人をピークに平成 19 年度は 21 千人（26.1％）へと減

少している。 

 

芹沢銈介美術館についても、所管課に登呂博物館と同様の質問を行った。 
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所管課からの回答は次のとおりである。 

①「現在の状況は施設の設置目的を達成しているか」について 

開館以来 27年間、①国内外での展覧会への企画指導、協力 ②芹沢作品を保有する美術館

等の資料貸借や共同研究を通しての連携構築 ③図録の発行 ④全国区の書籍や雑誌への積

極的な協力や資料提供を行っており、館内外活動ともに年々盛んになってきている。これら

の活動を通じて芹沢芸術の偉大さに対する理解は、国内外に確実に広まったといえる。結果、

県外からの多くのリピーターの来館もみられ、「芹沢芸術を永く後世に伝える」という目的

に向かって確実に進んでいるといえる。 

しかしながら、市民の来館者が少ないという点に関しては、単なる一時的な通過するだけ

の来館者の増にとらわれることなく、市民のかけがえのない財産として後世に伝えていくと

いう観点からも、今後とも芹沢銈介の専門館として展覧会企画や分かりやすい図録の作成に

意欲的に取組んでいくとともに、学校教育と連携をとり、校外の教育現場としての位置づけ

を確立し、文化向上の下地作りをしなければならないと考えている。将来的にはそれらの子

どもたちが成長して親子で訪れるような市民に根付いた美術館を目指す。 

 

②「平成 18年度において指定管理者制度を導入しなかった理由」について 

芹沢銈介美術館は芹沢作品と氏が蒐集した工芸品のコレクションで成り立っている専門

美術館であるため、展示技術や作品、コレクションに対する知識、ノウハウが必要であり、

市の学芸部門を切り離して運営することは事実上不可能であるため。 

また、芹沢作品には 2034 年まで著作権があるため、著作権管理者の芹沢家と市との特別

な関係を無視できない。 

以上の観点から指定管理者制度の導入を見送った。 

 

③「現在の状況を改善するための対策と効果」について 

（対策） 

特別展や新しい展覧会企画を意欲的に開催。 

（効果） 

平成 17 年度 19,737 人に対して平成 18 年度 21,943 人の来館者があり、2,200 人余りの

増加している。平成 19 年度は 21,071 人で 872人の減となっているが、このことについては

平成 17 年度、19年度に屋根修繕のため年間開館日数が少ないことが一因となっている。（年

間開館日数 平成 17年度 234日、平成 18年度 255日、平成 19 年度 234 日）ただし、1日当

たりの平均入館者数は平成 17年度 84人、平成 18年度 86 人、平成 19年度 90人と毎年増

加している。  

 

④「今後の指定管理者制度の導入の予定」について 

指定管理者制度導入に関しては、課題として 2034年までの芹沢作品の著作権の存在があ

る。これまでは、市学芸員と著作権管理者である芹沢家が良好な関係を結び、ポスター、図

録、絵ハガキ、広報の資料等芹沢作品の利用に際し、協力を頂いてきたところである。 

同制度を導入するにあたって、著作権管理者からこれまでと同様の協力を得るには、美術

館の管理について指定管理者が、市の直営によるのと同等以上の体制を整えなければならな

いと考える。そのためには、事前に美術資料を１点づつ完全に整理し、必要な管理体制につ

いて著作権管理者の意見を求めたうえで、指定管理者制度の導入について検討することにな

る。 
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 《まとめ》 

○ 様々な事業を実施することで、施設の設置目的を達成するための努力を行っていること

についての説明はあるが、入館者数が減少していることについての自己評価への言及が

ない。 

○ 現状を改善するための対策を実施した結果として、平成 17年度（昭和 56 年度の開館以

来 低の入館者数を記録）と平成 19 年度の入館者数を比較すると 6.7％の増加となって

いるが、それ以前の水準までは回復していない。 

○ 芹沢作品や氏の収集した工芸品のコレクションに対する知識、ノウハウの問題や事業を

円滑に実施するために著作権を管理する芹沢家との関係を重視して、直営を選択してい

ることが理解できる。 

 

【結論】 

登呂博物館や芹沢銈介美術館が、それぞれの施設の設置目的を達成しているか否かを、入

館者数の側面だけで測ることが大変危険なことは十分に理解しているが、入館者数が目的達

成の度合いを測る際の重要な判断要素になるであろうことは前述したとおりである。したが

って、入館者数が減少している傾向に対して、市の実施している対策の効果が発揮されない

現在の状況は懸念されるところである。 

市は、施設の設置目的を達成するための管理運営方法として、直営と指定管理者制度の何

れが 善なのか、検討を行う必要があるであろう。登呂博物館も芹沢銈介美術館も、指定管

理者制度の導入については、時期の問題や様々な障害があるとは言え、前向きの姿勢がうか

がえることから、今後の積極的な議論を期待したい。 
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ウ 「運用方針」の見直し【指摘事項】 
「運用方針」に、「直営」によることが個別法により定められているものについて、次の

ような記載がある。 

１ 公の施設の管理方法 

公の施設の管理方法は、以下の基準により決定する。 

（１）指定管理者による管理 

   （省略） 

（２）市が直接管理（直営） 

ア 個別法により管理者が定められているもの 

  ａ 道路（道路法）  

ｂ 河川（河川法） 

ｃ 学校・幼稚園（学校教育法） 

  ｄ 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 31 条第２項に規定する学校以外

の教育機関については、同法における職員の任用、職員の身分取扱に関する規定

から、指定管理者制度にはなじまないと考えられ、制度適用が可能であるという

明確な解釈が現状では示されていないため、指定管理者による管理の対象としな

い。 

     ＊公民館 28 館（社会教育法） 

     ＊図書館 8館（図書館法） 

     ＊登呂博物館、芹沢銈介美術館（博物館法） 

  （以下、省略） 

（注）下線は包括外部監査人が付したものである。 

下線部分については、「構造改革特区（第５次）文部科学省回答」により「指定管理者に

館長業務を含めた図書館の運営を全面的に行わせることはできるものと考えています。」と

いう解釈がすでに示されているため、上記 dの記載については、「運用方針」から削除する

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



号  外          静 岡 市 報      平成21年３月31日 
 

 

  
50 

 
  
 

２ 指定管理者の募集 
 

(１) 「非公募」の理由の内容は具体的か【指摘事項】 

【「公募」と「非公募」の基本的な考え方】 

① 「公募」と「非公募」の選択の状況 

指定管理者の募集方法についてはＰ13 で説明したとおりであるが、もう一度「事務処理

要領」の内容を確認する。 

（３）募集方法 

① 公募 

指定管理者の募集は公募を原則とする。 

但し、平成 18 年度の本格導入における 初の指定にあっては、移行期間が短く利用者

に対する影響が懸念されることなどから、現受託者を公募によらずに指定管理者に指定で

きることを本市独自の措置として設けた。 

    （省略） 

② 公募を行わない施設 

ア 法令等により管理者が制限されている施設 

    （省略） 

イ 施設の設置目的により指定管理者となる団体が限定される施設 

    （省略） 

ウ その他、業務内容等から指定管理者となるべき団体が客観的に特定できる施設 

（注）下線は包括外部監査人が付したものである。 

「公募」が原則であるが、指定管理者制度導入当初（平成 18 年度）においては、管理運

営主体が変わることによる急激な変化やサービスの低下に対する懸念から、暫定的に「非公

募」によることを認めており、また法令等により管理者が制限されている場合など、公募を

行わないケースにも定めをおいている。 

平成 20 年 4 月 1日現在において指定管理者制度を導入している各施設を、指定管理者の

募集方法別に分類すると次のとおりである。 

指定管理者の募集方法 件数（件） 
公募 51 
非公募（注） 53 

合計 104 

（注）市営住宅 85 施設を 1件としてカウントしている。 

また、平成 20 年度、指定期間が満了したことによる指定管理者の更新が一部行われてい

るが、募集方法の変更の状況は次のとおりである。 

募集方法の変更 件数（件） 
非公募 → 非公募（注） 26 
非公募 → 公募 21 
公募 → 公募 1 

合計 48 

（注）市営住宅 85 施設を 1件としてカウントしている。 



号  外          静 岡 市 報      平成21年３月31日 
 

 

  
51 

 
  
 

募集方法の現状については、次のような特徴を見ることができる。 

○ 「非公募」の割合が 50％程度となっている（「公募」が原則である）。 

○ 前述したとおり、平成 18年度の指定管理者制度の本格的導入当初、暫定的に「非公募」

によることを認めていたことから、「公募」の施設数は 24 施設で全体の 25.8％であった

（注）。平成 20 年度の指定管理者の更新にあたっては、「公募」の採用件数は増加の傾向

にある。（平成 20年度の指定管理者の更新に当たって、「非公募」から「公募」に変更に

なったものは 48 件中 21 件（約 44％）である。） 

（注）市営住宅 85 施設を１件とカウントしている。 

② 「公募」と「非公募」の考え方 

市の現在の状況をみると、「公募」を原則としながらも、「非公募」が半数程度の割合を占

めており、「公募」の採用は進んではいないようである。 

Ｐ34 の「（１）施設の設置目的は具体的か」でも述べたとおり、そもそも指定管理者制度

は、施設の設置目的を効果的に達成するために導入されたものであり、したがって、指定管

理者には、その目的を達成するための高い専門性やノウハウ、サービスの提供を期待できる

業者であることが求められる。 

「公募」は、このような事業者を、公正・公平な競争のもとで選定することであり、その

実施によって、 適な事業者を選択したことの説明責任は果たされると考える。一方、「非

公募」による場合は、競争原理が働かない環境のもとでの事業者の選定になることから、選

定した指定管理者が、施設の設置目的に照らして、 も高いサービスを提供する唯一つの事

業者であること（他の事業者では絶対できないこと）の説明責任を問われることになるであ

ろう。 

【各施設の「非公募」の理由】 

今回、監査の対象とした施設の中から、「非公募」を採用している施設のうち「非公募」

の理由が明確でないと思われるものについて、上記②の視点から「非公募」を採用した理由

について調査を行った。結果は次のとおりである。 

「静岡音楽館」 

 

根拠資料 「静岡音楽館に関する指定管理者の募集について（伺い）」（H17.10.13） 
指定管理者 (財)静岡市文化振興財団（外郭団体） 
静岡音楽館は、音楽文化振興の拠点施設として施設の維持管理とともに、鑑賞事業、支

援事業、育成事業等の企画実施を本市の文化振興方針に基づき行っている。 

したがって、当施設の管理者は、単に効率性、経済性の追求ではなく、公益的な見地と

専門知識を基に各文化施設及び学校教育機関との連携を図りつつ、総合的事業展開を一体

的かつ継続的に実施していく必要がある。 

よって、開館以来、小中学生を対象とした子ども音楽ひろばや学校現場との連携をはじ

め、良質な音楽の提供と地元音楽家の起用及び育成等、音楽文化の振興を図ってきた、こ

れらの管理運営実績のある財団法人静岡市文化振興財団を指定管理者として選定する。 

（注）下線は包括外部監査人が付したものである。 
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○ 下線部分からは、過去
．．

の管理運営
．．．．．

実績
．．

（学校現場との緊密なネットワークや多種多様な

事業の実施によって蓄積されたノウハウ等）を評価して、「非公募」を採用していること

がわかる。 

→ 過去の管理運営実績の高い評価が「非公募」の主な理由として十分と言えるのか疑

問である。 

○ 東京のサントリーホールなどを運営する「サントリーパブリシティサービス㈱」が、横

浜市の「かなっくホール」や山口県の「シンフォニア岩国」などの指定管理者として指

定されている。 

→ 静岡音楽館の管理運営を実施できる事業者が当該財団以外にないと判断することは

難しい。 

○ 平成 16年 12 月 14 日開催の「調査票」課内ヒアリングの議事録を閲覧したところ、当初

から指定管理者として当該財団以外は考えていないのではないかと読み取れる文言が何

箇所かで見受けられた。 

「静岡科学館」 

 

根拠資料 
「静岡科学館指定期間満了に伴う次期指定管理者の募集について（伺い）」

（H19.9.20） 
指定管理者 (財)静岡市文化振興財団（外郭団体） 
１ 公益的な見地と専門的知識を基に他の文化施設との連携も図りつつ、総合的事業展開を

一体的かつ継続的に実施していく必要があるが、これらのことを実施できる団体は、当

該団体以外にない。 

２ 静岡科学館は当該財団によるソフト事業の積み重ねでその運営が成り立ってきている。 

３ 当該財団は、（中略）静岡市の次代を担う子どもたちを育ててきており、静岡科学館の

使命を確実に実施しうる団体である。 

４ 駅前３館（静岡音楽館、静岡アートギャラリー、静岡科学館）連携事業として、特色あ

る事業展開を実施している団体である。 

５ 当該財団は、長年ボランティアの育成、活用という市民協働を実施してきており、効果

的にボランティアの活動をその運営に反映することのできる団体である。 

６ 当該財団は、学校現場との密接な連携等を適切に実施してきており、学校や教育団体等

の連携のできる団体である。 

○ 上記２～６から、過去の管理運営実績（多種多様なソフト事業を展開することによって

蓄積されたノウハウや、他団体との間で構築された濃密なネットワーク等）を評価して、

「非公募」を採用していることがわかる。 

→ 過去の管理運営実績の高い評価が「非公募」の主な理由として十分と言えるのか疑

問である。 

○ 佐賀県の「宇宙科学館」や福岡県の「青少年科学館」、盛岡市の「こども科学館」など数

多くの同種の施設で「公募」を実施している。 

→ 静岡科学館の管理運営を実施できる事業者が当該財団以外にないと判断することは

難しい。 
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「中央体育館他７施設」 

 

根拠資料 
「指定管理者の募集について（伺い）」 

（別紙 様式１「指定管理者選定委員会資料」）（H17.10.7） 

指定管理者 (財)静岡市体育協会（外郭団体） 

近年、社会構造の変化や健康意識の高まりに伴い、市民は「60歳健康増進教室」など、

スポーツ・保健・教育・福祉の各分野の緊密な連携が必要となる教室の開催を望んでいる。

また、市民ニーズに応えるために、夜間など参加希望が多い時間帯において、同時に複数

の種目のスポーツ教室を開催する必要があるが、当該財団は、こうした連携が必要な多種

目の教室の運営が可能である。 

また、上記のほか、中立性を確保し、静岡市とのパートナーシップを構築するにあたり、

公的団体である当該財団は もふさわしい団体である。 

○ スポーツ・保健・教育・福祉の各分野の緊密な連携や複数種目のスポーツ教室の開催の

必要性、当該財団がそれへの対応が可能な団体であることを述べているのみである。 

→ 「非公募」（他の団体では実施できない）理由が不明確である。 

○ 体育館施設については、平成 20 年度、袋井市や狛江市、長岡市など数多くの自治体で「公

募」を実施している。 

→ 体育館の管理運営を実施できる事業者が当該財団以外にないと判断することは難し

い。 

「市営住宅（85 施設）」 

 

根拠資料 
「指定管理者選定委員会資料」 

（別紙 「指定管理者選定理由」）（平成 19年度） 

指定管理者 (財)静岡市振興公社（外郭団体） 

１ 経験・ノウハウの必要性 

市営住宅は、通常の施設管理と異なり、国の住宅政策と連動し、高齢者、障害者をはじめ

とする社会的弱者も多く居住し、福祉的な要素も多い。また、施設内に常時居住する多くの

入居者を抱え、入居者間や周辺地域住民等との調整・対応も求められる。このような施設を、

一体的かつ適正に管理する能力は、長年の市営住宅管理実績から導き出されるものである。 

２ 求められる管理の継続性 

指定管理者を固定することにより、長期にわたって一体的な管理が可能となり、指定管理

者の変更による入居者の不都合を回避し、市営住宅管理の継続性を維持することができる。 

３ 民活導入範囲の限定 

市営住宅の指定管理においては、各種許認可や家賃決定といった住宅管理の根幹に関わる

権限が付与されておらず、競争による民間活力導入の範囲が限定される。 

４ まとめ 

以上のように、市営住宅は他の一般来館施設と異なり、施設自体が多分に政策的な要素を

含み、指定管理の実施にあたっては、行政施策に沿って、市と連携した管理運営が求められ

る。一方で、民間活力を導入する機会は限定され、公募による競争原理になじまない。この

ことから、すでに 3年間の指定管理実績があり、管理の総合評価も高い当該公社を単独選定

するものである。 
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○ 国の住宅政策との連動や居住者の傾向から、福祉的な要素が多いことは十分に理解でき

るが、他の自治体では、「公募」を実施しているケースが数多く見受けられる。（例えば、

平成 20 年度、東京都北区や港区など） 

→ 他の自治体で「公募」を実施していることを考えると、市営住宅の管理運営を実施

できる事業者が、本当に当該財団以外にないと言えるのか疑問である。 

「駿府匠宿」 

 

根拠資料 
庁議提案書「指定管理者制度の導入に伴う公の施設の管理区分等の決定につ

いて」（H17.7.11） 

指定管理者 ㈱駿府楽市（外郭団体） 

駿府匠宿は、経営の効率化よりも販路拡張、商品開発、後継者育成などの地場産業の振

興や地場産業界との連携が優先される施設であり、展示、創作体験、実演等を通じて、地

場産品のＰＲや地場産業の振興に役立てていく施設である。 

㈱駿府楽市は、本市をはじめ、地場産業界の代表者や地元企業と一体となって、地場産

業の振興に役立てるために設立された第 3セクターであり、地場産品の展示、実演、販売

等の長年の実績と、業界との良好な信頼関係を築き上げており、駿府匠宿と一致した目的

をもった団体である。 

駿府匠宿の指定管理者に選定する団体は、㈱駿府楽市以外には考えられないため、公募

は不適切であると考える。 

（注）下線は包括外部監査人が付したものである。 

○ 下線部分を読むかぎり、過去の管理運営実績
．．．．．．．．．

を評価して、「非公募」を採用していること

がわかる。 

→ 過去の管理運営実績の高い評価が「非公募」の主な理由として十分と言えるのか疑

問である。 

○ 駿府匠宿の事業と同様の性格を持つと思われる福井県の「越前陶芸公園（福井県陶芸館

を含む）」などで「公募」を実施している。 

→ 駿府匠宿の管理運営を実施できる事業者が当該会社以外にないと判断することは難

しい。 

「清水なぎさホーム」 

 

根拠資料 「指定管理者選定委員会資料」（平成 19 年度） 

指定管理者 (社福)静岡市しみず社会福祉事業団（外郭団体） 

当該施設の利用者は、心身に重い障害をもち、意思疎通、感情・行動の制御等において

困難な問題を抱えていることから特別な支援を必要としており、業務の実施に当たっては

利用者と施設の処遇職員との人間関係が非常に重要となる。今まで築いてきた信頼関係や

利用者の安心感は施設運営に不可欠の要素であり、現在の指定管理者によるサービスの提

供を継続することが強く求められているため、現に当該施設の管理運営において良好な実

績を残している上記の者を選定した。 
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○ 主として心身に重い障害をもった方を対象としており、福祉的な要素が多いことは十分

に理解できるが、他の自治体では、同様の施設で「公募」を実施しているケースが数多

く見受けられる。（例えば、平成 20 年度の袋井市、浜松市、池田市、箕面市など） 

→ 他の自治体で「公募」を実施していることを考えると、こうした施設の管理運営を

実施できる事業者が、本当に当該法人以外にないと言えるのか疑問である。 

【結論】 

【各施設の非公募の理由】で把握した各施設の「非公募」の理由をまとめると、各施設は、

その理由として、「事業の特殊性」や、事業の実施によって蓄積されたノウハウや関係団体

との間で構築されたネットワーク、あるいは施設利用者との間で醸成された人的な信頼関係

など、「過去の管理運営実績」などを重視していることが理解できる。 

前述したとおり、「非公募」による場合は、選定した指定管理者が、施設の設置目的に照

らして、 も高いサービスを提供する唯一つの事業者であることの説明責任が問われること

になる。したがって、これらの「非公募」の理由の内容が、当該施設の管理運営を他の事業

者ではできないことを説明しているか否かが焦点となるが、何れも「非公募」の理由を十分

に説明しているとは言いがたいように思われる。なぜなら、過去の管理運営実績について、

どんなに高い評価を得ていても、他により高いサービスを提供できる事業者がいる可能性を

否定することはできないからである。さらに、同種の施設について、他の自治体で「公募」

が実施されている場合には、その事実のみによって、当該団体が唯一つの事業者であるとい

うことを説明することが困難になるのではないだろうか。 

市は、原則に立ち返って、指定管理者の選定に当たっては「公募」を原則とすることを改

めて確認することが必要であると考える。 
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(２)  管理運営を任せられる団体がどれくらいあるのか【指摘事項】 

【現状】 

今回、調査の対象とした施設の内、公募を実施したが、申請者が１団体であるケースが、

次の３施設で見受けられた。 

・ 静岡老人ホーム・救護所 

・ 清水市民活動センター 

・ 静岡中央子育て支援センター 

「静岡老人ホーム・救護所」 

平成 18 年度からの 2年間（第１期）は、指定管理者を非公募で選定したが、平成 20 年度

からの５年間（第２期）については、公募を実施している。第２期目は、第１期目の指定

管理者のみの申請となった。 

第２期の指定管理者の募集にあたり、多くの団体に申請してもらえるような対策を何か講

じたかについて質問を行ったところ、次のような回答を得た。 

ホームページに掲載し、広報に努めた。 

 

「清水市民活動センター」 

平成 18 年 10 月 27 日から平成 22 年 3 月 31 日までの指定期間にかかる指定管理者の募集

説明会には、27 団体が参加しているが、実際に申請したのは１団体であった。そこで、申

請者が１団体であった理由について質問を行ったところ、次のような回答を得た。 

当施設は、単なる貸館施設ではなく市民活動の相談等のインキュベート機能を有する施設

であり、このような業務を担える団体が限られていたことが要因と思われる。また、このよ

うな業務を行うにあたって、企業にとって魅力を感じられる指定管理料でなかったことも一

因であると考えられる。 

 

 

「静岡中央子育て支援センター」 

平成 18 年度からの 2年間（第１期）は、指定管理者を非公募で選定したが、平成 20 年度

からの５年間（第２期）については、公募を実施している。第２期目は、第１期目の指定

管理者のみの申請となった。 

第２期の指定管理者の申請にあたり、多くの団体に応募してもらえるような対策を何か講

じたか、また実施可能な団体がどの程度あるかについて事前調査を行ったかについて質問を

行ったところ、次のような回答を得た。 

市広報紙及びホームページへの掲載を行い広報に努めた。なお、実施可能な団体の数は把

握していたが、特に事前調査は実施しなかった。 
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《現状のまとめ》 

公募の第１期目ということではあったが、多くの団体に申請してもらえるような対策や実

施可能な団体がどの程度あるのかについての事前調査といったことは、特に行われていない

ようである。 

【結論】 

本来公募とは、より高い専門能力やサービスの提供の実施が可能な事業者を、公正・公平

な競争のもとで選定することを目的とする。したがって、より多くの団体が募集に参加する

ことが、公募の目的に適ったものになると言えよう。今回見られたケースのように、公募を

実施しても申請者が１団体のみであった場合、公募を実施したことの意味は薄れることにな

る。 

市は、募集に当たって申請者が少ないことが予想される場合には、より多くの団体が募集

に参加できる条件や周知方法を検討することが必要である。また、当該施設の管理運営を実

施できる団体がどの程度あるかについて、事前調査を実施すべきである。 
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３ 指定管理者の審査･選定 
 

(１) 審査基準（審査項目） 

 

ア 財政状態の健全性についてチェックしているか【指摘事項】 

【審査基準の体系】 

指定管理者の審査・選定にあたって基準となる審査基準についてはＰ16 で説明したとお

りであるが、もう一度「運用方針」の内容を確認する。 

 

６ 審査基準 

指定申請者から提出される事業計画書、収支予算書等の申請書類は、各施設の所管課

において予備的審査を行い、その結果に基づいて委員会の審議を経ることとなる。 

指定の基準は各施設の条例に規定されるが、一般的には次の事項である。 

（１）事業計画が施設の設置目的を達成するためにふさわしいものであること。 

（２）事業計画が施設の効果的、効率的な管理を実現するものであること。 

（３）事業計画に沿った管理を行うために必要な物的・人的能力を有していると認められ 

ること。 

（４）管理の業務を適切かつ円滑に行うための経理的基礎を有していること。 

上記各項目について具体的な審査項目設定し、施設の性格による重点項目の相違等を

考慮したうえで総合点数により評価を行う（別紙資料を参照）。 

 

（注）網掛けは包括外部監査人が付したものである。 

また、別紙資料である「指定管理者審査基準」では、上記の「運用方針」をもとに、さら

に詳細な審査基準の基本パターンを示している。 

各施設では、これら「運用方針」及び「指定管理者審査基準」に基づき、施設独自の審査

項目を設定している。 

【各施設の審査項目の内容について】 

各施設の審査基準の内容を検討するにあたり、指定管理者の選定を公募で行った場合に、

実質的な審査が行われるような審査基準が設定されていたかが重要であるとの認識から、監

査対象とした 14 施設の内、公募を実施した次の６施設について、審査項目の内容を検討し

た。 

・ 静岡市民文化会館、清水市民文化センター 

・ 清水ナショナルトレーニングセンター他２施設 

・ 静岡老人ホーム、救護所 

・ 清水市民活動センター 

・ 児童館 

・ 静岡中央子育て支援センター 
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調査の結果、留意すべきと思われる事項は次のとおりである。 

「静岡市民文化会館、清水市民文化センター」 

○ 「管理業務を適切かつ円滑に行うための経理的基盤を有していること」として、決算収

支の状況（経常収支、実質収支）を審査項目に挙げているが、「指定管理者審査基準（注）」

で審査項目として挙げている「財務諸表の評価（流動比率、自己資本比率、損益計算書）」

「債務超過となっていないか」「税金の滞納はないか」といった項目については記載がな

い。 

（注）「指定管理者審査基準」では、経営成績及び財政状態について検討すべき事項の例示

として、次のような項目を挙げている。 

 

【審査項目】 

エ 管理業務を適切かつ円滑に行うための経理的基礎を有していること。（団体の組織、会計

の形態にあわせて適当な基準を採用する） 

  ・決算収支の状況（経常収支、実質収支） 

  ・財務諸表の評価（流動比率、自己資本比率、損益計算書） 

  ・債務超過となっていないか。 

  ・資本金（基本財産）の額 

  ・通帳残高等 

  ・税等の滞納はないか。 

「債務超過となっていないか」という内容が審査項目となっていないことから、「仮に債

務超過であっても、その申請者の総合点数が一番高かった場合に、当該申請者が指定管理者

の候補者になるのか」について所管課に質問を行ったところ、次のような回答を得た。 

当該指摘事項は、「決算収支の状況（経常収支、実質収支）」の項目に含めて評価しました。 

なお、審査員が、「決算収支の状況（経常収支、実質収支）」という審査項目で、債務超過

になっていないこと等、財政状態の健全性を評価しているのかについては確認できない。 

「清水ナショナルトレーニングセンター他２施設」 

○ 審査項目について留意すべき事項は、「静岡市民文化会館、清水市民文化センター」と同

じである。 

「債務超過となっていないか」という内容が審査項目となっていないことから、上記と同

様の質問を行ったところ、次のような回答を得た。 

当該指摘事項は、「決算収支の状況（経常収支、実質収支）」の項目に含めて評価しました。 
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なお、審査員が、「決算収支の状況（経常収支、実質収支）」という審査項目で、債務超過

になっていないこと等、財政状態の健全性を評価しているのかについては確認できない。 

「静岡老人ホーム、救護所」 

○「市税等の滞納はないか」という審査項目はあるが、市税等の滞納を応募資格において欠

格事由としていない。（この項目で、調査の対象とした他の５施設については、欠格事由

としている。） 

市税等の滞納については、応募資格の欠格事由とされていないことから、仮に市税等の滞

納があった場合でも、指定管理者の候補者とするのかについて質問を行った。回答は次のと

おりである。 

（静岡老人ホーム） 

滞納金額等にもよるが、早期に完納できる見込がある又は納付計画等がしっかりと作成さ

れ、早期完納が見込めるようならば指定する。次回の募集からは、応募資格（欠格事由）に

含めていきたい。 

（救護所） 

今回の募集内容では、市税等の滞納があっても指定することになるが、次回の募集からは、

応募資格（欠格事由）に含めていきたい。 

所管課でも、「市税等の滞納があった場合」に欠格事由とすべき必要性を認識している。 

「清水市民活動センター」 

「管理の業務を適切かつ円滑に行うための経理的基礎を有していること」の審査項目とし

て、「経理について適切な処理能力を有しているか」を挙げているが、「財務諸表の評価」「決

算収支の状況」「債務超過となっていないか」等については審査項目としていない。 

審査項目の内容が具体性を欠いていると思われたことから、経理の視点からの審査の考え

方について質問したところ、次のような回答を得た。 

○ 申請団体については、そもそもＮＰＯ団体が想定されていた。 

○ ＮＰＯ団体の場合、事業の継続性の視点からは、事業規模が小さいこともあり、財政状

態の問題よりも団体構成メンバーの事業に対する意識・意欲の問題がより重要と考えて

おり、その点については十分な審査を行っている。 

人的な側面を重視する必要性については理解できるが、経理的な内容についても、具体的

な項目を入れることで、審査のレベルアップを図ることが必要と考える。 

 

 

 

 

 

 



号  外          静 岡 市 報      平成21年３月31日 
 

 

  
61 

 
  
 

「児童館」 

特に留意すべき事項はなかった。 

「静岡中央子育て支援センター」 

特に留意すべき事項はなかった。 

【結論】 

指定管理者制度を導入する場合に想定されるリスクは、業務を受託した指定管理者が倒産

してしまったときに、サービスの提供が中断し、利用者が影響を受けるということである。

例えば、北海道渡島管内旧南茅部町の「ホテルひろめ荘」と温泉施設の「南かやべ保養セン

ター」では、指定管理者として運営を行う函館市の第三セクター「南かやべ健康村」が財政

状態の悪化を理由に解散し、撤退というようなケースも生じている（平成 19 年 2月 28 日付 

北海道新聞より）。 

このようなリスクを回避するためには、審査の段階で、申請してきた団体の財政状態を適

切に評価することが必要である。したがって、審査項目の中に、「財務諸表の評価（流動比

率、自己資本比率、損益計算書）」「債務超過となっていないか」「税金等の滞納はないか」

といった各項目を含め、審査員が同様の認識のもとに審査を実施すべきである。 

そして、審査員の中に、経理知識を有する人材を含めることも、同時に検討すべきであろ

う。 

なお、財政状態を評価したところ、健全性に問題があると認められる場合には、仮に総合

評価の点数が高い場合であっても、事業の継続性のリスクが高いことから、候補者として採

用しないこと（欠格事由）として考えることが大事ではないだろうか。（「税等の滞納」につ

いては、今回調査の対象とした６施設の内５施設で、既に応募資格の欠格事由として扱って

いる。） 

また、上記のリスクを回避するためには、審査時点だけでなく、指定期間中も、定期的に

財政状態をチェックする必要がある。 
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イ 評価の高い管理運営実績を審査に反映しなくてよいか【指摘事項】 

【現状】 

審査項目として、各施設とも「当該施設（または類似施設）の管理運営実績はあるか。」

という項目を挙げている。 

一方、前回の指定管理者の管理運営実績に対して高い評価が与えられた場合に、その評価

結果を指定管理者の選定に反映させるような審査項目は、第２回目の指定管理者の選定を迎

えた施設のいずれでも設けられていない。 

したがって、現在の制度のもとでは、指定期間中の管理運営実績について、どんなに高い

評価を受けていても、次回の指定管理者の選定にあたっては、独立した審査項目としては考

慮されないことになる。 

【結論】 

指定管理者による市民サービスの向上に対する努力を期待するためには、そのモチベーシ

ョンを高めるようなインセンティブが必要と考える。そして、第一に考えられるのが、評価

の高い管理運営実績を次回の審査に反映させることである。指定管理者が も危惧すること

は、次回の選定においても指定を受けることができるか、つまり事業の継続性であり、市民

サービスを向上させることにより、次回の選定においてアドバンテージが付与されるのであ

れば、指定管理者のモチベーションが上がることは大いに期待できるのではないだろうか。

その際、考えなければいけないことは次の２つである。 

○ 管理運営実績の公正・公平な評価 

○ 住民サービスの水準を向上させようとするモチベーションが働くような仕組みをつくる

こと 

① 管理運営実績の公正・公平な評価の問題 

従前の指定管理者の実績評価が公正・公平でなければならないことは言うまでもない。市

が公正・公平な評価を実施したことの説明責任を果たすためには、市の職員による評価のみ

ならず、Ｐ113 の「（１）市民の視点からのチェックが必要」でも述べるとおり、利用者（市

民）による第三者評価の制度を取り入れることも検討すべきである。 
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② 指定管理者のモチベーションを高めるための仕組みの問題 

評価する方法としては、「総合評価」において、過去の管理運営実績を点数化し、次回の

選定時にその点数を付加するといったことが考えられる。 

例えば、北九州市では、過去の管理運営実績の優秀な指定管理者に対する優遇措置につい

て、次のように定めている。 

(３) 優秀指定管理者に対する優遇措置 

指定管理者の応募意欲あるいはやる気を高めるためのインセンティブを設定する。 

具体的には、指定管理者の評価（次回選定に向けた評価（５段階評価）で、｢Ｓ｣・｢Ａ｣・

｢Ｂ｣ランクの優秀事業者に対して、次回選考時に下記の優遇措置を設ける。 

評価結果 終審査時における優遇措置の内容 

「Ｓ」評価 審査項目「１ 指定管理者としての適正」を満点（15 点）とした上で、総

合得点に 15点加算する。 

「Ａ」評価 審査項目「１ 指定管理者としての適正」を満点（15 点）とした上で、総

合得点に 10点加算する。 

「Ｂ」評価 審査項目「１ 指定管理者としての適正」を満点（15 点）とした上で、総

合得点に 5点加算する。 

（注）合計得点…各審査項目の得点の合計で 100 点満点 

なお、その際大事なことは、公正・公平な評価を行うことである。そのためには評価に客

観性が求められるのではないだろうか。具体的には、数値目標の設定が可能である評価項目

について数値目標を設定し、その数値目標に対する実績評価を行うといったことも重要なこ

とであると考える。（数値目標については、Ｐ130 の「（５） 数値目標を設定し目標達成度

を評価しなくてよいか」を参照） 
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ウ 「経費の削減」に関する審査項目をどの程度重視しているか【指摘事項】 

【審査の配点の基準の概要】 

Ｐ58 の「ア 財政状態の健全性についてチェックしているか」でも述べたとおり、各施設

では、「運用方針」及び「指定管理者審査基準」に基づき、施設独自の審査項目を、配点も

含めて設定している。 

例えば、文化振興課では、次のようにルール化している。 

文化振興課指定管理者審査委員会 
配点の基準 

 基本項目 評価項目（・判定ポイント） 配

点 
１ 施設の設置目的を達成 施設の運営方針が明確に示されているか 20 
 する能力 ・施設の運営に関する業務の考え方  
  ・施設及び設備の維持管理業務の考え方  
  ・事業の実施に関する考え方  
  ・自主事業の企画提案  
  ・危機管理の考え方等  
  住民の利用について公平性が確保されているか 10 
  ・住民サービスの向上  
  ・関係法令等の遵守  
２ 効果的、効率的な管理の 市民ニーズの把握及び運営への反映策 20 
 実現 ・積極性や創意工夫が見られるか  
  ・休館日と開館設定時間の考え方  
  経費削減を旨とした積算になっているか 10 
３ 管理を行うために必要 当該施設（又は類似施設）の管理実績 15 
 な物的・人的能力 ・苦情や否定的な意見に対して適切に対応できるか  
  管理に必要な人員が確保されているか 15 
  ・組織の構造、取組体制  
  ・知識及び経験を有する人材  
４ 管理業務を適切かつ円 決算収支の状況 10 
 滑に行う経理的基礎 ・安定した経営基盤  
  ・収支予算表  
     合計 100 

○ ここでは、文化振興課の審査項目及び配点を例示したが、各施設とも「指定管理者審査

基準」等に基づき、独自の審査項目及び配点を定めている。 

○ 「２ 効果的、効率的な管理の実現」の「経費の削減を旨とした積算になっているか」が

「経費の削減」に関する審査項目であり、それ以外は「サービスの向上」に関する事項

と考えられる。 
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【審査項目における「サービスの向上」と「経費の削減」のバランス】 

指定管理者制度の導入の目的は、市民に対する「サービスの向上」と「経費の削減」であ

る。しかしながら、「サービスの向上」と「経費の削減」は相反する関係にあり、一方だけ

を重視することでは指定管理者制度導入の目的を達成することは難しい。もっとも、市は施

設の設置目的の達成という使命があることから、「サービスの向上」を第一義的に考えなけ

ればならないことは言うまでもないが、市の厳しい財政状況の中、「経費の削減」について

も目を向ける必要がある。「サービスの向上」と「経費の削減」をいかにバランスよく達成

するかが、市に与えられた使命と考える。 

そこで、市が「サービスの向上」と「経費の削減」のバランスをどのように考えて指定管

理者を選定しているかについて検討したい。 

以下は、監査対象のうち、指定管理者制度を導入している 14 件のうちの 12 件について、

直近の指定管理者選定時の指定管理料の上限額（市が提示）、指定管理者からの指定管理料

の提示額、「経費の削減」項目の配点に関するデータである。 

施設名 募集

方法 

指定管理料 

上限額 

(A) (千円） 

指定管理料 

提示額 

(B) (千円) 

B/A 

(％) 

経費の削

減項目の

配点(注

2) 
静岡音楽館  246,323 246,323 100.0 10/100 
静岡市民文化会館、清水文化

ｾﾝﾀｰ 
公募 

439,840 434,840 98.8 10/100 

静岡科学館  257,468 257,468 100.0 10/100 
清水ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ他２施

設 
公募 

417,318 417,284 99.9 10/100 

中央体育館他７施設  868,783 868,780 99.9 10/100 
市営住宅  366,951 366,951 100.0 20/180 
静岡老人ホーム 公募 252,934 250,800 99.1 －/100 
清水市民活動センター 公募 8,615 8,615 100.0 15/300 
女性会館  81,242 81,230 99.9 5/100 
児童館 公募 161,591 160,990 99.6 10/100 
駿府匠宿  226,005 224,843 99.4 10/150 
中央子育てｾﾝﾀｰ（静岡・清水） 公募 118,264 118,260 99.9 5/100 

（注１）清水西里温泉浴場は利用料金制のため、清水なぎさホームは施設の性質により「経

費の削減」を審査項目としていないことから、記載を省略している。 

（注２）「経費の削減項目の配点」は、審査項目の配点の合計点に占める「経費の削減」に

関する項目の配点の割合を示している。 

（注３）各施設の審査項目では、一般的に次のような表現で「経費の削減」について規定し

ている。 

・経費削減を旨とした積算になっているか 

・経費削減のための努力や工夫がなされているか 

・管理運営に関する経費は、市の積算を下回っているか  
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○ 指定管理者が提示した指定管理料提示額の指定管理料上限額（市が提示）に対する割合

は、前頁で確認した 12 件のうち 11 件が 99％以上であり、指定管理料は、ほぼ市の上限

額に一致した結果となっている。積算の段階で経費の圧縮に努力しているとはいえ、経

費の削減効果が十分に表れていると理解することは困難である。 

○ 「経費の削減項目」の配点は、前頁で確認した 12 件のうち 11 件が合計点の 10％又はこ

れを下回る。言い換えれば、審査においてあまり重視されていないことが理解できる。 

【結論】 

審査項目のうち、「経費の削減」に関する項目以外のものの多くが「サービスの向上」に

関するものと理解するならば、現在の審査の状況は、圧倒的に「サービスの向上」に重点を

置いていることになる。前頁の【審査項目における「サービスの向上」と「経費の削減」の

バランス】でも述べたとおり、指定管理者制度導入の第一義的な目的は、「市民サービスの

向上＝施設の設置目的の達成」にあると解されることから、「経費の削減」が後回しになる

こと自体は許容されるものと考えるが、審査の配点の 9割程度が「市民サービスの向上」に

偏っていることについては再考を必要とするのではないだろうか。 

また、指定管理料がほぼ市の予算額に一致している現在の状況は、「経費の削減」に対し

て市が消極的姿勢ではないかとの印象を与える要因ともなろう。 

この点については、平成 19年 12 月 18 日に行われた「指定管理者選定委員会」で、「清水

港海づり公園」の経費に関する評価項目について、一部の委員から次のような意見が出てい

る。 

 

(議事録より) 

経費についての評価項目が全体に占める割合が低いが、こうした経費についての評価の全

体に占める割合を統一的に考える必要がある。（事務局の課題） 

 

（注）「清水港海づり公園」における「経費の削減」項目の全体に占める割合は５％である

ことから、今回調査の対象とした施設の中では、「女性会館」「静岡中央子育て支援セ

ンター」が同じ水準にある。 

市も、一部の施設であれ「経費の削減」項目の全体に占める割合が低いとの認識は持って

おり、その割合の統一的考え方の整理の必要性も感じている。 

このように考えると、市は「経費の削減」について、今以上に積極的に取組む必要がある

のではないだろうか。具体的には、審査の配点の合計点に占める「経費の削減」に関する審

査項目の配点割合について、施設ごとに再検討すべきである。その際、市の基本的な考え方

を示す必要がある。 
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なお、Ｐ81～Ｐ82 で事例として挙げる広島市や奈良市のケースでは、評価点 100 点のう

ち 20 点以上を「経費の削減」項目の配点としていた。他の自治体のケースも参考にすべき

である。 

 

エ 募集要項に記載されている審査項目は正確か【指摘事項】 

【審査基準の公表に関する規定】 

審査基準の公表については、「指定管理者の選定手続きについて（通知）」（平成 17年 9 月

27 日）等で次のように規定されている。 

２ 募集要項について 

（１）選定過程における公正さと透明性の確保のため、事前、事後に情報の公表を行うが、

募集要項の取扱については次のとおり扱う。 

・審査基準等（事前公表）… 審査項目、審査方法、決定方法（事業計画の内容と指定

管理料の額の評価の方法等）を募集要項に示すとともに

ホームページで公表する。 

* 審査項目については、比重、配点等は公表しない。 

（以下省略） 

（注）下線は包括外部監査人が付したものである。 

審査項目を募集要項に示すとしていることから、基本的には、審査項目と募集要項の内容

は一致すべきこととなる。 

【各施設の状況】 

監査対象の中で指定管理者制度を導入している 14 件のうち、次の施設について、募集要

項と審査表（審査委員が審査に利用するもの）との間に相違が見受けられた。 

・ 静岡音楽館 

・ 静岡市市民文化会館・静岡市清水文化センター 

・ 静岡科学館 

相違の内容は、次のとおりである。 

○ 募集要項では明示されていなかった審査項目が、審査表では追加されている。 

例えば、次のような項目である。 

【審査表】 

事業計画が施設の効果的・効率的な管理を実現するものであること 

５ （募集要項に記載あり） 

６ 施設の改善に関して積極性や創意工夫がみられるか 

７ 休館日と開館時間設定はどのように考えているか 

８ （募集要項に記載あり） 

 （以下省略） 
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○ 募集要項では１つの審査項目として記載されていたものが、審査表では複数の審査項目

とされている。 

例えば、次のような項目である。 

【募集要項】 

① 事業計画が施設の設置目的を達成するためにふさわしいものであること 

施設の運営方針が明確に示されているか
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

 

（以下省略） 

 

【審査表】 

事業計画が施設の設置目的を達成するためにふさわしいものであること 

施設の運営方針が明確に示されているか
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

 

１ 施設運営に関する業務の考え方、危機管理の考え方について 

２ 施設及び設備の維持管理業務の考え方 

３ 文化事業の実施に関する考え方、自主事業の企画提案 

 （以下省略） 

【結論】 

審査項目は、指定管理者の選定過程における公正さと透明性の確保のため公表することと

されているが、申請する側からすると、審査基準は、市がどのようなことを期待しているか

の表れであり、申請者は、募集要項で記載されている審査基準を念頭に置いて事業計画等を

提案することになる。したがって、市は審査したいと考えている事項のすべてを募集要項に

記載し、応募者に正確な情報を提供すべきである。 

今回の３施設については、審査項目の内容と募集要項の内容を一致させることが必要であ

ると考える。 
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オ 審査項目のうち比重・配点等についての公表は行われているか【指摘事項】 

Ｐ67 の「指定管理者の選定手続きについて（通知）」の「２ 募集要項」の記載のとおり、

現状、審査項目は公表されるものの、各審査項目の比重、配点等は公表されない制度となっ

ている。すなわち、市が審査項目のうち、どのような点に着目し、重要と考えているかにつ

いて、申請者からは見えない状況にあるといえる。 

しかし、従前の指定管理者は、過去の当該施設の管理運営の経験・実績から、市がどのよ

うな点を重視しているかについて、おおよそ理解しているものと思われる。その意味で、従

前の指定管理者は新たに申請する団体よりも優位性を有することになる。 

透明性の視点からは、審査項目の内容だけでなく、各審査項目の比重、配点等についても

公表することが望ましい。 

審査項目の比重、配点が具体的に提示されていれば、その項目に重きを置いたよりよい提

案をすることができ、より一層市の期待に応える提案が可能になるのではないだろうか。な

お、北九州市や旭川市などでは、評価のポイント、配点等について事前公表を行っている。

参考にされたい。 

 

(２)  指定管理者の審査・選定 

 

ア 各所管課の審査委員会の市民委員等の人数は十分か【指摘事項】 

【指定管理者の選定手続の概要】 

① 指定管理者の選定手続の概要 

指定管理者の審査・選定の概要については既にＰ15 で説明したとおりであるが、もう一

度その内容を確認する。 

指定管理者を選定するための審査の実施方法は、「公の施設の管理に係る指定管理者の指

定手続き」、「運用方針」、「選定委員会事務処理要領」などの規定に定められている。これら

の規定を簡単にまとめると、指定管理者の選定手続は次のとおりである。 

（ⅰ）指定管理者の選定に関する所管課の意思決定組織（以下「審査委員会」という。）で

指定管理者の候補を選定 

 

（ⅱ）副市長、総務部長等で構成される「指定管理者選定委員会」で、指定管理者の候補者

について審議する。 

 

（ⅲ）「指定管理者選定委員会」で妥当とされた指定管理者候補者を、議会の議決を経て指

定管理者として指定する。 
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② 各所管課における審査委員会の構成メンバーの基本的考え方 

市は、各所管課の審査委員会の構成について、「選定委員会事務処理要領」で次のように

定めている。 

４ 「所管における意思決定」の方法 

所管における意思決定を行う際の審査方法及び基準等については、次の例を参考に各施設

の性格に応じて事業決裁で定めるものとする。 

（１）組織 

（省略） 

イ 審査員は、所管課長など所管課職員のほか、所管部局長、関係課長等所管としての

意思決定をするのに相応しいメンバーとする。また、必要に応じて外部の者を審査

に加えることも検討する。 

（以下省略） 

また、市は、市民の参加について、「指定管理者の選定手続きについて（通知）（平成 17

年 9 月 27 日）」で次のように定めている。 

６ 審査委員会について 

（１）選考過程における市民の参加について 

・指定管理者を公募する施設については、審査委員会の中に職員以外に市民（２名以

上）を加えることとする。 

・市民メンバーは、当該施設に条例で規定する運営協議会等がある場合は、その委員

から選ぶなど施設の事情に精通した者が望ましい。 

・審査委員会の委員の氏名等は公表されるので、事前に了解を得ておくこと。 

・申請団体と利害関係のある者（公益団体の役員等を含む）が審査に関与することが

ないように注意すること。 

  （以下省略） 

（注）下線は外部監査人が付したものである。 

以上より、各所管課の審査委員会の構成メンバーの基本的な考え方は次のとおりであるこ

とが理解できる。 

○ 所管課長など所管課職員のほか、所管部局長、関係課長等所管としての意思決定をする

のにふさわしいメンバーとする。 

○ 公募の場合は、職員以外に、施設の事情に精通した、申請団体と利害関係のない市民（2

名以上）を加える。 
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【各所管課における審査委員会の状況】 

各所管課における審査委員会の構成メンバーの状況は次のとおりである。 

（注）審査委員は当初６名選定されたが、うち２名が当該施設の利害関係者であったため、

その者を除斥した。 

○ 公募以外のケースでも、市民が審査委員会のメンバーになっているケースが多い。（市民

が審査委員会のメンバーになっていないのは、清水西里温泉浴場、市営住宅、清水なぎ

さホームの３例である。） 

○ 申請団体の財務の健全性を検証するために、財務精通者が審査委員会のメンバーに含ま

れていない。 

○ 審査委員会の人数については、特に定めがないことから、３名～９名と大きな幅がある。 

【結論】 

① 市民委員の人数について 

市民委員の人数については、各施設の状況がそれぞれ異なることから、一義的に結論を出

すことができないが、大事なことは、指定管理者の選定にあたって「公平な判断を下す」こ

とであると考える。 

市は「選定委員会事務処理要領」で市民委員を２名以上とすることを定めていることから、

監査対象とした施設のうち市民委員がいるすべての施設について、 低の２名としているが、

ケースによっては市民委員を増やすべき場合があると思われる。 

 

 

 

施設名 
公募

か否

か 

審査委員会 

の人数（名） 

左記の内、市

民委員の人数

（名） 
 

駿府匠宿  ９ ２  
中央体育館他  ７ ２  
静岡市民文化会館他１施設 公募 ７ ２  
清水トレーニングセンター他２

施設 公募 ７ ２  

静岡老人ホーム・救護所 公募 ７ ２  
静岡音楽館  ７ ２  
清水西里温泉浴場  ７ ０  
市営住宅（８５施設）  ５ ０  
静岡科学館  ６ ２  
児童館（９施設） 公募 ５ ２  
中央子育て支援センター(静岡・

清水) 公募 ５ ２  

清水なぎさホーム（注）  ４ ０  
女性会館  ４ ２  
清水市民活動センター 公募 ３ ２  
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それは、申請団体に市の外郭団体が入っているケースである。Ｐ51 の「静岡音楽館」の

ところでも述べたが、申請者に従前の施設管理者である外郭団体が入っている場合、その外

郭団体を選定したいという意向が働く可能性が否定できない。言い換えれば、審査委員会の

構成メンバーの過半数を市民委員にすることで、公平性が確保されていることを市民に説明

することができるのではないだろうか。 

「選定委員会事務処理要領」で２名以上とされているから２名とするのではなく、ケース

バイケースで市民委員の人数を検討すべきである。繰り返すが、特に申請団体に外郭団体が

含まれている場合には、公平な判断を下したことを示すためにも、審査委員会の構成メンバ

ーの過半数は市民にすべきであると考える。なお、横浜市や北九州市などでは、民間人のみ

で指定管理者選定委員会を組織している例もあり、参考に情報を入手してみてはどうだろう

か。 

② 審査委員会の構成員に「財務精通者」がいないことについて 

Ｐ58 の「ア 財政状態の健全性についてチェックしているか」でも述べたことであるが、

「指定管理者審査基準」では、申請団体が管理業務を適切かつ円滑に行うための経理的基礎

を有していることを求めており、チェック項目として、「決算収支の状況」「財務諸表の評価」

「債務超過となっていないか」などを挙げている。 

財政状態の健全性の問題は、事業の継続性にかかる重要な項目であり、選定した指定管理

者が倒産した場合には、施設のサービスの提供はストップすることとなり、直接影響を受け

るのは市民である。このようなリスクを回避するためには、審査項目に財務の健全性に関す

る項目を含めるだけでなく、実質的に申請団体の経営成績及び財政状態をチェックできる能

力を持った人間を審査委員会のメンバーとして選定すべきである。なお、上越市では、指定

管理者の選定委員会のメンバーとして、税理士等の財務精通者を含めることを定めている。 

 

イ 各所管課の審査委員会は公平・公正に行われているか【指摘事項】 
【所管課の審査委員会の審査の概要】 

所管課で実施される審査委員会では、「募集要項」等で公表されている審査基準に基づき、

審査を行う。 

審査委員会の審査に関する資料（「指定管理申請者審査結果表」）を閲覧したところ、審査

は一般的に次のように行われているようである。 

審査委員会を構成する審査員がそれぞれ、各審査項目について、「優れている：５、やや

優れている：４、普通：３、やや劣っている：２、劣っている：１」等で評価をし、審査員

の審査項目毎の評価を平均し、その総合得点が高いところを、指定管理者の候補者とする。 
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【各所管課の審査委員会の審査の状況】 

監査対象とした 14 件いずれにおいても、審査委員会で審査が実施されており、その結果

として、「指定管理者選定委員会資料 様式３」、「指定管理申請者審査結果表」及び「主な

提案と審査の概要」が作成されている。 

ここでは、指定管理者の選定を公募により行い、複数の申請者があった次の３施設につい

て、「実質的で公正・公平な審査が行われたか」の視点から、審査委員会の審査の実施状況

を把握するために、「指定管理申請者審査結果表」の内容を確認した。 

・静岡市民文化会館、清水市民文化センター（指定管理者は外郭団体） 

・清水ナショナルトレーニングセンター他２施設（指定管理者は外郭団体） 

・児童館 

審査委員会の審査結果である「指定管理申請者審査結果表」を閲覧したところ、次の審査

項目の審査結果について、以下のような状況が見受けられた。 

・「決算収支の状況（経常収支・実質収支）」 

・「経費節減を旨とした積算になっているか」 

・「休館日と開館設定時間はどのように考えているか」 

・「当該施設（又は類似施設）の管理運営実績を有しているか」 

① 審査項目「決算収支の状況（経常収支・実質収支）」について 

「静岡市民文化会館、清水市民文化センター」 

 申請者Ａ 申請者Ｂ 申請者Ｃ 申請者Ｄ 申請者Ｅ 申請者Ｆ 
審査員１ 8 8 8 8 6 8 
審査員２ 8 4 8 10 8 10 
審査員３ 10 10 10 10 10 6 
審査員４ 8 6 6 8 6 8 
審査員５ 8 6 6 8 6 6 
審査員６ 8 8 8 10 8 8 
審査員７ 6 6 6 6 6 6 

平均 8.0 6.9 7.4 8.6 7.1 7.4 

（注１）この審査項目については、配点の比重を２倍にしている。 

（注２）申請者Ｄ…指定管理者に選定 

○ 審査員によって、点数のつけ方にばらつきがある。 

・審査員７は、全ての申請者について 6点をつけている。 

・申請者Ｂは、４点～10 点（ 高点）の幅で点数がつけられている。 

この審査結果の状況を踏まえて、審査の公平性をどのように確保しているのかについて質

問を行ったところ、次のような回答を得た。 
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審査基準の設定が十分でなかったことと、審査員に明確に解釈いただくための措置に少な

からず不備があったものと思われます。今後、審査基準をより明確にし、改善したいと考え

ています。 

 

○ 所管課でも、審査基準を明確化する必要性を認識している。 

「清水ナショナルトレーニングセンター他２施設」 

 申請者Ａ 申請者Ｂ 申請者Ｃ 
審査員１ 6 6 6 
審査員２ 10 4 6 
審査員３ 8 8 8 
審査員４ 8 4 6 
審査員５ 8 6 6 
審査員６ 10 8 10 
審査員７ 10 2 10 

平均 8.6 5.4 7.4 

 （注１）この審査項目については、配点の比重を２倍にしている。 

（注２）申請者Ａ…指定管理者に選定 

○ 審査員によって、点数のつけ方にばらつきがある。 

・審査員１、３は、全ての申請者について同じ点数をつけている。 

・申請者Ｂは、２点～８点の幅で点数がつけられている。 

この審査結果の状況を踏まえて、審査の公平性をどのように確保しているのかについて質

問を行ったところ、次のような回答を得た。 

 

審査員により点数の開きはあるが、当該審査員の評価では、他候補者に比べ 下位（また

は同位）となっています。 

 

○ この回答の趣旨は、審査員ごとに点数の付け方に違いがあるが、審査員自身は、一貫し

た基準で、それぞれの申請者に点数を付けているということだと解される。 

「児童館」 

「決算諸表（経常収支、実質収支）の状況、財務諸表(貸借対照表、損益計算書)の評価」

という審査項目で審査されている。この項目については、４点か５点かの違いはあるが、

いずれの審査員も、申請者両者に同じ評価をしている。 

この審査結果の状況を踏まえて、どの程度の状況であれば何点をつけるのか、具体的基準

があるのかについて質問を行ったところ、次のような回答を得た。 

総合的に審査し、安定的な経営がなされているか判断している。また、収支決算額の大小

もその団体の事業等の諸事情により影響してくるため、一概に基準は設定していない。 

○ 各審査委員の判断に委ねられている状況がうかがえる。 
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《① まとめ》 

いずれの施設の場合も、この審査項目を判断する際の具体的な審査基準がないことから点

数のつけ方にばらつきがある。 

したがって、たとえ審査員が自身の一貫した判断基準に従って評価しているとしても、「指

定管理申請者審査結果表」からは、審査が公正・公平になされたことを明確に確認するこ

とはできない。 

② 審査項目「経費節減を旨とした積算になっているか」 

「静岡市民文化会館、清水市民文化センター」 

 申請者Ａ 申請者Ｂ 申請者Ｃ 申請者Ｄ 申請者Ｅ 申請者Ｆ 
審査員１ 8 8 6 8 6 6 
審査員２ 6 8 6 6 4 8 
審査員３ 8 6 8 6 6 8 
審査員４ 8 8 6 8 8 8 
審査員５ 6 6 6 8 6 6 
審査員６ 8 6 8 6 6 8 
審査員７ 6 6 6 6 6 6 

平均 7.1 6.9 6.6 6.9 6.0 7.1 
【指定管理料の提示額】 

低い順 2 6 3 4 5 1 

 （注）この審査項目については、配点の比重を２倍にしている。 

○ 審査員によって、点数のつけ方にばらつきがある。 

・審査員２は、指定管理料の１番高い申請者Ｆと１番低い申請者Ｂに高い評価を行ってい

る。 

・審査員７は、全ての申請者に同じ点数をつけている。（「①審査項目「決算収支の状況（経

常収支・実質収支）」について」でも、同じ審査員について同じ状況が見受けられた。） 

この審査結果の状況を踏まえて、提示金額以外にどんな点を考慮しているかについて質問

を行ったところ、次のような回答を得た。 

審査基準の設定が十分でなかったことと、審査員に明確に解釈いただくための措置に少な

からず不備があったものと思われます。今後、審査基準をより明確にし、改善したいと考え

ています。 

 

○ 所管課でも、審査基準を明確化する必要性を認識している。 
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「清水ナショナルトレーニングセンター他２施設」 

 申請者Ａ 申請者Ｂ 申請者Ｃ 
審査員１ 8 6 8 
審査員２ 8 6 8 
審査員３ 8 8 8 
審査員４ 8 6 8 
審査員５ 10 6 8 
審査員６ 6 10 8 
審査員７ 8 4 6 
平均 8.0 6.6 7.7 

【指定管理料の提示額】 
低い順 3 1 2 

 （注）この審査項目については、配点の比重を２倍にしている。 

○ 審査員によって、点数のつけ方にばらつきがある。 

・同一申請者（申請者Ｂ）に対する審査員の評価が、 大で６点（４点～10 点）の開きが

生じている。 

・審査員３は、全ての申請者に同じ点数をつけている。（「①審査項目「決算収支の状況（経

常収支・実質収支）」について」でも、同じ審査員について同じ状況が見受けられた。） 

・審査員５、７…指定管理料の提示額の も高い申請者Ａ（指定管理者に選定…外郭団体）

を一番高く評価し、提示額の も低い申請者Ｂを一番低く評価。 

審査員６…上記とは反対に、指定管理料の提示額の も低い申請者Ｂを一番高く評価し、

指定管理料の提示額の も高い申請者Ａを一番低く評価。 

この審査結果の状況を踏まえて、この審査項目の評価は、どのような考え方、基準で行わ

れるのかについて質問を行ったところ、次のような回答を得た。 

事業計画の内容及び実現可能性を考慮した評価です。 

 

○ 「この審査項目の評価は、どのような考え方、基準で行われるのか」について明確な回

答は得られなかった。 
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「児童館」 

 申請者Ａ 申請者Ｂ 
審査員１ 4 4 
審査員２ 4 4 
審査員３ 5 4 
審査員４ 4 4 
審査員５ 5 3 
平均 4.4 3.8 

【指定管理料の提示額】 
低い順 1 2 

 

○ 申請者２者の提示額には、差異があるが、審査員５名のうち、３名は両者に同じ評価を

している。（審査員１、２、４） 

この審査結果の状況を踏まえて、この審査項目の評価は、どのような考え方、基準で行わ

れるのかについて質問を行ったところ、次のような回答を得た。 

 

事業の規模と経費のバランスを考慮し判断しているため、一概に経費が低いほうがよいと

いうわけではない。 

 

○ 金額以外の項目を考慮して判断していることが理解できる。 

《② まとめ》 

いずれの施設の場合も、この審査項目を判断する際の具体的な審査基準がないことから点

数のつけ方にばらつきがある。特に、事業計画等の金額的要素以外の事項についても同時

に審査の対象としていることから、点数の根拠は不明確である。 

したがって、たとえ審査員が自身の一貫した判断基準に従って評価しているとしても、「指

定管理申請者審査結果表」からは、審査が公正・公平になされたことを明確に確認するこ

とはできない。 

③ 審査項目「休館日と開館設定時間はどのように考えているか」 

「静岡市民文化会館、清水市民文化センター」 

 申請者Ａ 申請者Ｂ 申請者Ｃ 申請者Ｄ 申請者Ｅ 申請者Ｆ 
審査員１ 3 3 3 4 3 3 
審査員２ 3 3 3 3 3 3 
審査員３ 3 3 3 4 3 3 
審査員４ 3 4 4 4 4 5 
審査員５ 3 4 4 4 4 4 
審査員６ 4 4 3 3 3 3 
審査員７ 3 3 3 3 4 3 

平均 3.1 3.4 3.3 3.6 3.4 3.4 
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○ 審査員によって、点数のつけ方にばらつきがある。 

・休館日、開館時間について、各申請者の提案内容は、異なるにもかかわらず、審査員２

は、すべての申請者に同一の評価をしている。 

この審査結果の状況を踏まえて、この審査項目の評価は、どのような考え方、基準で行わ

れるのかについて質問を行ったところ、次のような回答を得た。 

休館日と開館時間の設定については、一概に休館日の削減や時間延長のみをもってよしと

しているのではなく、現状を踏まえ 良の形態がどういったものなのか、柔軟な対応が可能

か等を含めて提案していただいており、評価しております。しかし、審査員の評価に開きが

あるのは、審査基準の設定が十分でなかったことと、審査員に明確に解釈いただくための措

置に少なからず不備があったものと思われます。今後、審査基準をより明確にし、改善した

いと考えています。 

 

○ 所管課でも、審査基準を明確化する必要性を認識している。 

《③ まとめ》 

この審査項目を判断する際の具体的な審査基準がないことから、点数のつけ方にばらつき

がある。 

したがって、たとえ審査員が自身の一貫した判断基準に従って評価しているとしても、「指

定管理申請者審査結果表」からは、審査が公正・公平になされたことを明確に確認するこ

とはできない。 

④ 審査項目「当該施設（又は類似施設）の管理運営実績を有しているか」 

「静岡市民文化会館、清水市民文化センター」 

 申請者Ａ 申請者Ｂ 申請者Ｃ 申請者Ｄ 申請者Ｅ 申請者Ｆ 
審査員１ 6 6 6 8 6 6 
審査員２ 10 4 4 10 6 8 
審査員３ 8 4 8 10 8 6 
審査員４ 10 8 8 8 8 4 
審査員５ 6 6 6 8 6 6 
審査員６ 8 6 6 10 8 6 
審査員７ 8 6 8 10 6 8 

平均 8.0 5.7 6.6 9.1 6.9 6.3 

 （注）この審査項目については、配点の比重を２倍にしている。 

○ 審査員によって、点数のつけ方にばらつきがある。 

・同一の申請者に対する評価が、申請者Ａについては６点～10点、申請者Ｂ、Ｃ、Ｆにつ

いては４点～８点までの開きがある。 

○ 類似施設の管理運営実績として、どのようなものを実績として考慮するかが、明確では

ない。 
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この審査結果の状況を踏まえて、「当該施設の管理実績と類似施設の管理実績について評

価に差があるか」について質問を行ったところ、次のような回答を得た。 

当該施設の管理実績と類似施設の管理実績については、その評価に差をつけていません。

現に、当該施設又は類似施設の管理・運営業務について良好な実績があるならば、公募対象

施設についても、適正かつ効率的に実施できる可能性が高いと判断することは、安全な管

理・運営を求められる公の施設としては妥当であると考えています。 

   

また、管理実績として、どの程度の実績（規模、件数、継続年数等）であれば、何点をつ

けるのか、具体的な基準があるかについて質問を行ったところ、次のような回答を得た。 

審査委員が比較・判断し易いように、規模、件数、継続年数等を記載した一覧表を作成し、

提供しましたが、点数の具体的な基準は作成しませんでした。 

 

○ 管理実績として、当該施設と類似施設とで評価に差をつけるわけではないようであるが、

指定管理者選定委員会資料からでは、評価に差がついた理由（申請者Ｄ…指定管理者に

選定（従前の施設管理者である外郭団体に 高評価））はわからない。 

「清水ナショナルトレーニングセンター他２施設」 

 申請者Ａ 申請者Ｂ 申請者Ｃ 
審査員１ 10 6 8 
審査員２ 10 4 6 
審査員３ 8 6 4 
審査員４ 8 6 8 
審査員５ 8 4 8 
審査員６ 8 6 6 
審査員７ 10 6 8 
平均 8.9 5.4 6.9 

 （注）この審査項目については、配点の比重を２倍にしている。 

○ すべての審査員が申請者Ａを高く評価しており、従前の指定管理者（外郭団体）が有利

に評価されているのではないかという疑問が生まれる。 

この審査結果の状況を踏まえて、当該施設の管理実績と類似施設の管理実績について評価

に差があるか、また、この項目は、新規団体の参入が困難とならないかについて質問を行っ

たところ、次のような回答を得た。 

 

設問につき評価差をつける意図はありません。審査員の評価により差が出たものでありま

す。この評価項目は、多くの市民が利用する公の施設であるため、事業の継続性・行政サー

ビスの安定的供給を重視するために設定したもので、新規団体の参入を阻害するものではあ

りません。 
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また、管理実績として、どの程度の実績（規模、件数、継続年数等）であれば、何点をつ

けるのか、具体的な基準があるかについて質問を行ったところ、次のような回答を得た。 

 

具体的基準はありませんでした。審査員の比較・判断の手助けになるよう一覧表を作成し、

提供しました。 

 

○ 具体的基準がないことから、従前の指定管理者がなぜ高い評価を得たかについて明確な

理由を把握することはできなかった。 

《④ まとめ》 

この審査項目を判断する際の具体的な審査基準がないことから点数のつけ方にばらつき

がある。 

したがって、たとえ審査員が自身の一貫した判断基準に従って評価しているとしても、「指

定管理申請者審査結果表」からは、審査が公正・公平になされたことを明確に確認するこ

とはできない。 

【結論】 

【各所管課の審査委員会の審査の状況】に見られるとおり、各審査項目とも具体的な審査

基準がないことから、審査が公正・公平に行われていることを確認することはできなかった。

言い換えれば、具体的な審査基準なくして、公正・公平に審査が行われたことの説明責任を

果たすことはできないであろう。 

公正・公平な審査を実施するために、次の事項を検討すべきである。 

○ 審査項目ごとに具体的な審査基準を設ける。 

○ 具体的な審査基準を設けることが難しい場合には、審査委員ごとに、点数の根拠・理由

を明確にして記録として残す。 

なお、今回調査の対象とした審査項目について、上記の提案の視点からの留意事項は次の

とおりである。 

① 審査項目「決算収支の状況（経常収支・実質収支）」について 

この審査項目は、「管理業務を適切かつ円滑に行うに十分な、安定的経理基盤を有して

いること」の具体的な内容を示すものである。安定的経理基盤を有していることは、事業

の継続性を判断するために も重要な事項であり、しかも数字で判断できる内容のもので

ある。したがって、その判断基準は数字等の客観的基準で明確に表されるべきものである。 
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② 審査項目「経費節減を旨とした積算になっているか」について 

数ある審査項目のうち、申請者が提示した指定管理料に関して審査する項目は、この審

査項目しかない。また、【各所管課の審査委員会の審査の状況】に見られたとおり、この

審査項目を判断する際の具体的な審査基準がないことから、点数のつけ方にばらつきがあ

るケースが見受けられた。 

このように考えると、この審査項目については、申請者が、対象となる指定管理業務を、

いくらで行おうとしているかという提示金額のみで評価すべきではないだろうか。そして、

その提示金額を評価する場合に、評価の公正性・公平性を確保できるような、明確な審査

基準を設定するべきである。 

たとえば、経費削減という項目を評価するにあたり、広島市では次のような評価・配点

を行っているケースが見受けられた。 

 

 

広島市森林公園（昆虫館以外の森林公園の施設）に係る指定管理者候補の選定について 

３ 審査の概要 

(１) 審査の方式 

経済局指定管理者候補選定委員会において、指定管理者候補の選定を行った。 

審査は、書類及び面接により、各委員が採点を行い、評価項目ごとに平均点を算出

し、その平均点を合計した点数が も高いものを指定管理者候補として選定した。 

(２) 評価項目・配点 

評価項目 配点 
【４ 管理経費の縮減】 

① 提案額が上限額を超える場合は、０点とする。 

② 提案額が下限額を下回る場合は、調査の結果、業務が適正に履行

されないおそれがあると認められるときは０点とし、適正に履行

されると認められるときは満点（30 点）とする。 

③ 上記①、②以外の場合は、次の計算式により採点する。ただし、

その数値が１未満の場合は１点とする。     

〔算式〕 

上限額－提案額 
× 30 点  小数点第２位を四捨五入 

上限額－下限額  
 

30 点 

計 100 点 

 

（注）広島市ホームページより 

経費削減という項目についての点数について、具体的な算式を示している。なお、この

ケースでは経費削減に関する配点が、100 点中 30 点と市に比べて高い割合を示している

ことも注目に値する。 

具体的な金額基準を示しているケースとしては、奈良市でも次のとおり見受けられた。 

 

 



号  外          静 岡 市 報      平成21年３月31日 
 

 

  
82 

 
  
 

奈良市指定管理者委員会 審査項目表 

施設の名称 奈良市青少年野外活動センター    
     

選定の基準 審査項目 配点 
満点 比率 

3 事業計画の内容

が公の施設の経費

の縮減が図られる

ものであること 

①指定管理料の提案額 15 

35 23％ ②収支計画の妥当性・効率性 10 
③経費縮減に対する考え方及び方策 5 
④経理の適正性 5 

 合計点 150 150 100％ 

■ 採点の基準 

 ※ 指定管理料の提案額の評価・採点は、次のとおりとする。 

指定管理料の提案額が今年度予算額の 80％未満の額：15 点、 

80％以上 90％未満の額：12 点 

90％以上 100％未満の額：９点、 

100％以上 110％未満の額：６点、 

110％以上の額：３点 

（注）奈良市ホームページより 

経費の削減に関する項目の点数の計算根拠が明確であり、広島市のケースと同様にその

配点割合が 23％と市に比べて高い配点割合となっている。 

このように、他の自治体では金額基準を明確に示しているケースもあり、市も参考にす

べきと考える。 

③ 審査項目「休館日と開館設定時間はどのように考えているか」について 

この審査項目についても、具体的な基準を設けることが必要と考える。一般的には、利

用者（市民）が利用できる時間の拡大とともに、市民サービスが向上すると考えるのでは

ないだろうか。 

④ 審査項目「当該施設（又は類似施設）の管理運営実績を有しているか」について 

この審査項目については、まさに公正・公平性が求められているものと言えよう。なぜ

ならば、従前の指定管理者は当該施設の管理運営実績があることから、この点を重視され

ると、他の申請団体は不利な状況におかれることになるからである。現在の審査方法では、

採点の基準を明確に定めない限り、類似施設に比べて当該施設の管理実績がより高く評価

される可能性は否定できないことから、類似施設の管理運営実績も当該施設の管理運営実

績も同じ視点、同じ基準で評価できるような具体的、客観的な基準を設けるべきである。 
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もう１つの提案としては、当該施設の管理運営実績と類似施設の管理運営実績を別の審

査項目として評価してはどうであろうか。この方法によれば、類似施設に比べて当該施設

の管理運営実績が偏重されているという印象を持たれることなく審査を実施することが

可能になると思われる。 

なお、当該施設の管理運営実績について高い評価を得た場合に、その高い評価を次回の

指定管理者の選定にどのように反映させるかの問題については、Ｐ62 の「イ 評価の高い

管理運営実績を審査に反映しなくてよいか」を参照されたい。 

 

ウ 指定管理者が委託する業者の専門的能力も審査上評価するのか【指摘事項】 

【現状】 

各所管課の審査委員会で指定管理者の候補者として選定された申請団体は、 終的に指定

管理者選定委員会で候補者として決定するが、「清水ナショナルトレーニングセンター」に

ついて、指定管理者選定委員会に提出された審査委員会の審査結果資料（「主な提案と審査

の概要」）を閲覧したところ、次のような記載が見受けられた。 

主な提案と審査の概要 

１ 特に評価が高かった提案 

財団法人静岡市振興公社は、2004 年ベストピッチ賞を受賞するなど優れた管理技術スタ

ッフにより芝管理を行うことができる点が高く評価された。 

（以下省略） 

（注）下線は包括外部監査人が付したものである。 

「優れた管理技術スタッフにより芝管理を行うことができる点が高く評価された。」とあ

ることから、審査項目の中のどの項目で評価しているのか所管課に質問したところ、「審査

項目９、10（注）で評価した。」との回答を得た。 

（注）審査項目 ９…当該施設（又は類似施設）の管理運営実績を有しているか 

       10…施設管理及び教室等運営について有益な資格・経験のある人材を有し

ているか 

すなわち「優れた管理技術スタッフにより芝管理を行うことができる点」が 2つの審査項

目で評価されていたことが理解できる。しかも、この２項目は配点が２倍されており、芝の

管理能力が高いことが、指定管理者の候補の選定にあたり優位に働いていたことになる。 

 

さらに、指定管理者候補者は、芝管理について専門業者へ委託していることから、指定管

理者候補者そのものの評価ではないという印象を受ける。そこで、委託先の芝生管理能力が

評価されていると理解してよいか質問したところ、次のような回答を得た。 
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委託先業者の管理能力を含む、㈶静岡市振興公社の能力を評価しています。 

委託業者の専門的能力を、指定管理者候補の能力としてみていることが理解できる。 

【結論】 

委託先の専門能力を指定管理者の評価に含めることについては疑問である。もし、その委

託先の芝の管理能力を高く評価しているならば、芝の管理の委託先を仕様書等で指定して審

査を行うべきである。そうでなければ、公正・公平な審査とは言えないであろう。 

また、「清水ナショナルトレーニングセンター」にとって、芝の管理が特に重要というこ

とであれば、審査項目として１つ設けてはどうであろうか。現状では、芝の管理能力が２つ

の審査項目で評価されていることから、応募団体からは芝の管理能力の重要性が見えない状

態にあり、公正性に欠けているように思われる。審査項目は、施設の特徴に応じて、適切に

設定すべきである。 

なお、前述したように、指定管理者選定委員会に提出された審査委員会の審査結果資料

（「主な提案と審査の概要」）では、「優れた管理技術スタッフにより芝管理を行うことがで

きる点が高く評価された。」との記載があるが、㈶静岡市振興公社のスタッフと誤解する可

能性があり、適切な表現と言えないであろう。情報は正確に記載する必要があると思われる。 

 

エ 指定管理者選定委員会の審査結果から見えてくるもの【指摘事項】 

【現状】 

指定管理者の選定は、各所管課の審査委員会で候補者が選定され、指定管理者選定委員会

の審議を経て候補者の 終決定が行われる（ 終的には、議会の議決により決定）。上記ア

～ウまでは、各所管課の審査委員会について留意事項を述べてきたが、ここでは指定管理者

選定委員会について検討する。指定管理者選定委員会の審議内容を確認するため、「静岡市

民文化会館、清水文化センター」の指定管理者選定委員会資料（「主な提案と審査の概要」）

及びその議事録（「指定管理者選定委員会 審議内容」）を閲覧したところ、次のような記載

（一部抜粋）が見受けられた。 
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① 指定管理者選定委員会資料（「主な提案と審査の概要」） 

指定管理者選定委員会に提出されたこの資料では、所管課が、㈶静岡市文化振興財団を、

指定管理者の候補者として決定した主な理由が次のように記載されている。 

 

主な提案と審査の概要 

施設名：静岡市民文化会館、静岡市清水文化センター 

指定申請者：財団法人 静岡市文化振興財団 

１ 特に評価が高かった提案 

特に静岡市民文化会館については、平成８年度より当該施設の管理を受託しており、その

間、現在まで施設・設備が原因となる事故は全く発生しておらず、確実で公平な管理により、

高い評価を得ている。 

・・・ 

経費削減について、当財団は、市に準じた「業者選定委員会要綱」により、公平な業者選

定、見積執行により、委託業者の選定を実施している。通常、委託料等に余剰金が生じた場

合は、指定管理者の収入になってしまうが、当財団は、収益を目的としない公益法人として

の役割を果たすべく、これらの経費節減により生じた余剰については、入場料無料の文化公

演や各種講座等の文化催事を実施し、市民に対して還元することを提案している。この点は、

委員から高く評価された。 

・・・ 

２ 特徴的な提案 

静岡市文化振興財団が管理、運営する「静岡科学館」、管理候補となっている「静岡アー

トギャラリー」、「静岡音楽館」の静岡駅前３館がそれぞれ保有する機能、事業展開を各館施

設の中だけにとどめず、これら３館と文化会館等の集客力のあるホール、展示室等が連絡を

とることで、より多くの市民の皆様に多様な文化事業を提供することが可能である。 

・・・ 

３ 候補団体を決定する決め手となった理由 

財団法人 静岡市文化振興財団は、静岡音楽館、静岡市民文化会館など市内にある多くの

文化施設の管理運営実績があり、応募資格、条件である、施設を管理運営、文化振興事業を

円滑に遂行できる、安定的かつ健全な能力を有している団体として、応募団体の中で も優

れていると認められた。 

（以下省略） 

（注）下線は包括外部監査人が付したものである。 

所管課が、㈶静岡市文化振興財団を、指定管理者の候補者に決定した理由として、次の事

項を重視していることが理解できる。 

○ 過去の管理運営実績を評価している。 

○ 収益を目的としない公益法人であること（余剰金については、市民に還元することを提

案していること）を評価している。 

○ 「静岡科学館」「静岡アートギャラリー」「静岡音楽館」とのネットワークによる相乗効

果に注目している。 
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②「指定管理者選定委員会 審議内容」 

所管課から提出された上記①の資料等にもとづき、指定管理者選定委員会で審議された内

容の主なものが、議事録として次のように記載されている。 

 

指定管理者選定委員会 審議内容 

静岡市市民文化会館・清水文化センター 

項目 内容 

主な質疑 

＊ 施設によっても違うが、管理実績の配点を高くする必要はない

のではないか。  

・・・ 

＊ 文化振興財団が「余剰利益は文化振興事業に還元する」として

いるが、余剰利益が生ずる可能性はあるのか。 

・積算は従来の委託料よりも厳しいが、これまで直営であった清

水文化センターと一括で管理することにより効率的な管理が

可能となり、想定された指定管理料の中で余剰利益を生むこと

も考えられる。 

＊ 駅前の３館（科学館、音楽館、アートギャラリー）との連携事

業は具体的に示されているのか。 

・アートの企画展にあわせたアート教室を文化会館のホールで開

催するなど、いくつかの具体的提案がされている。 

（以下省略） 

 

○ 過去の管理実績について、高い配点をつけることに疑問を投げかけている。 

○ 指定管理者に余剰利益が発生することは、指定管理者制度のもとでは当然容認すべきこ

とであるが、余剰利益の発生の有無を質疑の争点とすることは疑問である。また、所管

課が公益法人であることを大きく評価していることに疑問を呈していない。 

○ 駅前３館との連携事業については、連携先の３館を非公募にして㈶静岡市文化振興財団

を選定していることから、㈶静岡市文化振興財団のみが実施可能な団体であること、す

なわち他の申請団体にとって提案することが難しい状況になっていることに言及してい

ない。 
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【結論】 

当該資料は、「静岡市民文化会館、清水文化センター」に指定管理者制度を導入した第１

期の指定管理者選定委員会の審査関係資料である。 

したがって、第１期から、過去の管理運営実績を指定管理者の選定に大きく反映させると

いうことは、管理運営実績を有しない他の申請団体からすれば、㈶静岡市文化振興財団にア

ドバンテージを与えているように見えることであろう。指定管理者選定委員会でも、この点

について言及しているものの、単なる指摘にとどまっている。 

また、経費の削減の項目について、所管課では、収益を目的としない公益法人であること

を評価しているが、これでは、利益を上げることを目的とする民間企業が指定管理者制度に

参入することは困難である。この点について、指定管理者選定委員会では何ら指摘がない。 

さらに、「静岡科学館」等駅前３館とのネットワークについても評価を与えているが、こ

れについても、他の申請団体からすればハンディを負っていることになる。指定管理者選定

委員会では、この点についても、なんら言及していない。 

今回例に挙げた「過去の管理運営実績」「公益法人であること」「他の文化施設とのネット

ワーク」は、全て当該財団を指定管理者として選択するための有利な判断材料であるとの印

象を拭えず、このような状況のもとで㈶静岡市文化振興財団以外の団体が指定管理者に選定

されることなど期待することはできない。市は、公募に参加した団体が申請書類の作成等に

多大な時間を費やしていることにも配慮することが必要ではないだろうか。このような状況

が続けば、公募に参加する民間事業者が皆無となる状況も予想され、懸念される。 

公募を実施する以上は、審査は公正・公平に行われなければならないし、市民からもその

ことがわかるような仕組みでなければならない（審査の透明性）。市は、各所管課の審査委

員会のみならず、指定管理者選定委員会についても、審査が公正・公平に行われるための審

査・評価方法をもう一度検討することが必要と考える。 

なお、第２期以降、当該施設の管理運営実績の高い評価をどのように指定管理者の選定に

反映させていくかの問題については、Ｐ62の「イ 評価の高い管理運営実績を審査に反映し

なくてよいか」を参照されたい。 

後に、他施設についても、選定関係資料を閲覧したところでは、過去の良好な管理運営

実績等、公正・公平な審査を阻害しかねない項目が評価されていることについて、同様の内

容が見受けられることを付記しておきたい。 
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オ 公正・公平な審査を実施するための１つの提案【意見】 

Ｐ69 のアからＰ84 のエで、指定管理者選定の審査が公正・公平に行われているのかの視

点から、様々な問題点について提言をしたが、それをまとめると次のようになる。なお、こ

こでの提案は、各所管課の審査委員会における改善案を中心に述べているが、指定管理者選

定委員会についても審査の公正性・公平性が望まれていることは前述したとおりであり、こ

こに記載したことを参考にしながら、改善のための対策を同時に実施していただきたい。 

○ 市民委員（財務精通者を含む。）の人数を増やす。 

○ 審査項目ごとに具体的な審査基準を設ける。具体的な審査基準を設けることが難しい場

合には、審査委員ごとに、点数の根拠・理由を明確にして記録として残す。 

○ 「当該施設（又は類似施設）の管理運営実績を有しているか」の審査項目については、

類似施設の管理実績のみを評価対象とし、当該施設の管理運営実績に高い評価が与えら

れた場合には、その評価を審査に反映する仕組みを別に構築する。 

○ 施設の特徴に応じて審査項目は適切に設定する。 

ここでは、さらに次のような提案をしたい。 

現在、指定管理者の選定は、申請団体の名前を明らかにして審査を行っているようである

が、応募団体名を伏せて審査を行う方法を検討すべきと考える。 

この点については、申請団体に外郭団体が含まれている場合は、市の職員が外郭団体の職

員を知っている可能性があることから、面接による審査の段階で相手方が判明してしまうと

いったことが懸念され、実現の可能性については超えなければならない高いハードルがある

ようである。しかし、審査の公平性や透明性を確保するためにはとても有効な方法と思われ、

また仙台市などでも行われているようであり、他の自治体の情報などを収集して実現してい

ただきたい。 
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(３)  審査・選定結果の通知・公表 

 

ア 指定管理者の選定結果の公表はルールどおりに行われているか【指摘事項】 

【指定管理者の選定結果の公表手続の概要】 

市は、指定管理者の選定結果の公表について、「指定管理者の選定手続きについて（通知）

（平成 17 年 9 月 27日）」で次のように定めている。 

６ 審査委員会について 

（２）審査結果の公表について 

・審査結果は、ホームページで公表する。（議会の議決を経て正式に決定した後） 

・公表する内容は、施設名、指定管理者名、指定期間、審査結果（全申請団体の名称、

選考の経緯、審査員、評価（点））とする。 

・評価点は、全審査員の評価点の平均点等を示す。（事業計画の内容と提示された管理

経費の額を総合的に評価した場合は、その結果も示すこと。） 

・指定管理者に指定された団体を除き、団体名と評価が結びつかないように注意する

こと。（申請者が２団体であった場合はやむを得ないが、募集の際にこれらが公表さ

れることを募集要項等に記載しておくこと。） 

・各所管のホームページに掲載するとともに、指定管理者制度のページからリンクさ

せるため、URL を総務課に連絡すること。 

   

また、ホームページで公表する事項については、「指定管理者の指定等に関する今後の手

続きについて（依頼）（平成 18 年 2 月 20 日）」の「別紙３ 指定管理者選定手続きにおける

情報の公表及び公開について」で次のように詳細について定めている。 

１ 公表 

選定過程における公正さと透明性の確保のため、事前、事後に情報の公表を行う。 

（省略） 

・審査結果（事後公表）・・・ 施設名、指定管理者名、指定期間、審査結果（選考の

経緯、全申請団体の名称、審査員、評価（点）等）をホームページに公表

する。 

* 公表する点数は、個々の項目や審査員ごとでなく、指定管理者選定の基

準となった点数（基本的には全審査員の平均点）とする。 

* 全申請団体の名称と評価（点）は別項目として公表し、選定された団体

のほかは、団体名と評価が対応しないようにする。（したがって、２団体

の応募による選定においては、２位（＝ 下位）の点数は公表しない。）  

* 各申請者に対して、選考結果及び団体名を公表することを、募集要項の

中で事前に告知する。また、審査委員会の委員の氏名等も公表されるので、

事前に了解を得ておくこと。 

 

○ 選定過程における公正さと透明性を確保するために、審査結果については様々な情報を

公表することが規定されている。 
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【各施設の指定管理者の選定結果の公表の状況】 

各施設の指定管理者の選定結果の公表の状況は次のとおりである。なお、ここでは、公表

すべき事項を全て公表している施設については、記載を省略した。 

 市営 

住宅 
清水なぎ

さホーム 

清水市民

活動セン

ター 

静岡 

科学館 
静岡老人

ホーム 
女性 

会館 
施設の名称 

× × 

    
指定管理者の名称     
指定期間     

選
定
の
経
緯 

募集方法     
申請団体の名称     
審
査
方
法 

審査の種類(方法)     
審査委員会の構成 ×    
審査基準     
審査決定方法    × 

審
査 

結
果 

選定された団体の名

称及び点数（注２） ×   × 
その他の団体の

点数     

総評 ×    
指定管理者選定委員会 ×    
市議会の議決日     
指定日 ×    
公告日 ×    
募集期間  × ×  

× … 公表すべき事項が公表されていない 

（注）清水市民活動センターでは、総合得点だけでなく、個々の審査項目の点数、配点まで

公表している。 

女性会館では、市が設定した 低基準点は「全体で 70 点、審査項目の「２ 事業計画

が施設の効果的・効率的な管理を実現するものであること」で 35 点」とされている

が、「点数 80.2（100点満点）」としか記載されていない。 

○ 市営住宅、清水なぎさホームでは、指定管理者の選定結果についての公表を行っていな

い。 

【結論】 

前頁で述べたとおり、選定過程における公正さと透明性を確保するため、審査結果につい

ての情報を公表することが市のルールで定められており、施設の多くでは適切に情報公開

を実施していることを確認できたが、一部の施設では【各施設の指定管理者の選定結果の

公表の状況】に見られるとおり、情報公開が適切に行われていない状況が見受けられた。 

情報公開の遅れている施設については、市のルールにのっとり、早急に対処する必要があ

る。以下は、施設ごとに留意すべき事項である。 
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「市営住宅、清水なぎさホーム」 

審査結果が全く公表されていない状況であり、情報公開に向けて早急に対処する必要があ

る。 

「清水市民活動センター」 

市のルールで求められている項目の多くについて、公表が遅れている状況が見受けられる。

市のルールが求めている全ての項目について、公表を行うべきである。 

また、審査結果の概要を記載する「総評」の部分の記載がなかった。公表内容の中で も

重要な部分と考えられることから、適切に情報公開する必要があると考える。 

「女性会館」 

「選定された団体の名称及び点数の項目」について、市が設定した 低基準点は「全体で

70 点、審査項目の「２ 事業計画が施設の効果的・効率的な管理を実現するものであること」

で 35 点」とされているが、全体での「点数 80.2（100 点満点）」としか記載されていない。

審査項目の２に対する点数（評価）も記載すべきである。 

 

イ 指定管理者の選定結果の公表内容は今のままでよいか【指摘事項】 

【現状】 

① 静岡市の選定結果の公表内容 

P89 の「ア 指定管理者の選定結果の公表はルールどおりに行われているか」では、市の

ルールに従って情報公開が行われているかという視点から意見を述べたが、ここでは、現在

の情報公開の内容で十分なのかという視点から意見を述べたい。 

次の内容は、公表されている「静岡市民文化会館、清水文化センター」の指定管理者の選

定結果に関するもの（一部省略）である。なお、内容は市のルールで例示されている全ての

項目を網羅している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



号  外          静 岡 市 報      平成21年３月31日 
 

 

  
92 

 
  
 

 

１ 静岡市民文化会館及び静岡市清水文化センターの指定管理者の指定について 

（１）指定管理者の名称等 

・・・ 

財団法人静岡市文化振興財団 理事長 ・・・ 

（２）指定期間 

平成 18 年 4月 1日～平成 23年 3 月 31日 

（３）申請団体 

・・・ 

（４）審査結果 

①選定された団体の名称及び点数 

財団法人静岡市文化振興財団 

79.9 点／100 点満点（市が設定した 低基準点 70点） 

②その他の団体の点数 

74.4 点、68.0 点、67.0 点、66.4 点、64.3 点 

③総評 

多くの文化施設の管理運営実績があり、公益的見地と専門的知識を基に、総合的

に施設の管理運営、文化事業を実施していくのに必要な安定的かつ健全な能力が

も優れている。また、市内の他の文化施設と連携をとることで、より多様な文化事

業の提供が可能となるとの提案をするなど、本市の文化振興に対する積極的な姿勢

が評価できる。 

・・・ 

５ 選定経過等について 

（１）募集期間 

平成 17 年 11 月 14 日～平成 17 年 11月 18 日 

（２）審査基準 

・・・ 

（３）決定方法 

静岡市文化スポーツ部指定管理者審査委員会において書類審査・プレゼンテーショ

ン・質疑応答を行い、各委員が上記審査基準について採点し、総合得点により決定し

た。 

（４）審査方法 

①平成 17 年 12 月 13日 静岡市文化スポーツ部指定管理者審査委員会 

         （書類審査、プレゼンテーション、質疑応答） 

②平成 17 年 12 月 20日 静岡市指定管理者選定委員会 

（５）静岡市文化スポーツ部指定管理者審査委員会の構成 

・・・ 

６ 指定管理者選定委員会（委員会設置規定にリンク） 

７ 市議会の議決 平成 18 年 3 月 24 日 

（注）網掛けは包括外部監査人が付したものである。 

○ 「（４）審査結果」については、指定管理者として選定された団体の得点と、その他の申

請団体の得点（どの団体が何点かは不明）が記載されているのみである。 
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② 横浜市の事例 

次に、他の自治体の参考事例として、横浜市が行っている選定結果の公表内容を見ていき

たい。特に、審査結果が詳細に記載されており、その内容は次のとおりである（審査結果に

関する事項のみ抜粋）。 

５ 横浜市民ギャラリーあざみ野の指定管理者の選定について 

(４) 第２次提案書類の審査結果 

審査委員会において厳正な審査を行った結果、次のとおり決定いたしました。 

優秀提案者 財団法人横浜市芸術文化振興財団 

第２位 アートネットワーク、芸術家と子どもたち、ピースリー共同事業体 

第３位 特定非営利法人ＮＰＯ芸術資源開発機構 

(５) 審査得点 

団体名(50 音順) 評価項目 
審査委員 

得点合計 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

ｱｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ、芸術

家と子どもたち、

ﾋﾟｰｽﾘｰ共同事業

体 

1 次 (ｱ) 9 5 5 9 5 7 

364 
(ｲ) 18 9 13 16 10 12 

2 次 (ｱ) 25 21 24 24 27 29 
(ｲ) 19 9 17 15 15 21 

計 71 44 59 64 57 69 

（以下省略）          
         

(６) 審査講評 

団体名(50

音順) 評価項目及び指摘事項 

ｱｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ、

芸術家と子

どもたち、

ﾋﾟｰｽﾘｰ共同

事業体 

第1次 

審査 

運営のための基本方針が意欲的で、斬新な企画が提案されている。 

地域の文化振興に対する事業の提案が具体的で独自性がある点、市

民参加や利用者間のコミュニケーションの促進が期待できる点を評価

した。 

第2次 

審査 

コミュニケーションカフェや移動ギャラリーなどの独自性のある企

画、子どもアートプログラムなど美術普及に重点を置いた豊富なワー

クショップの提案など専門性のある企画を多数提案している。 

反面、事業費を中心とする収支計画や土日などの運営体制について

不安を残す部分があった。また、地域の貸館利用者への配慮の姿勢が

見えにくく、企画運営への市民参加の視点がやや希薄に感じられた。 
（省略）  （省略） 

財団法人横

浜市芸術文

化振興財団 

第1次 

審査 

運営のための基本方針にまとまりがあり、安定した管理運営が期待

できる。また、展示、各種ワークショップ活動などの幅広い提案と安

定した管理運営が期待できる点を評価した。 

第2次 

審査 

事業企画、管理運営などの各項目において市民の視点に近く、バラ

ンス・安定性に優れた提案を行っている。 

地域で活動する文化団体や教育機関など、全体に地域資源を念頭に

おいた提案が見られた。また、親しみやすい事業企画や参加しやすい

運営手法に具体性があった。ただし、既存事業の延長線で組み立てた

事業が中心で、新しい工夫や斬新性のある事業提案が望まれた。 

 

 



号  外          静 岡 市 報      平成21年３月31日 
 

 

  
94 

 
  
 

 

(７) その他総評 

今回のギャラリーの指定管理者の審査にあたっては、施設の適切な管理運営能力と美

術・工芸分野の専門性に加えて、市民参加意欲の高い地域性と、複合施設として併設さ

れる男女共同参画センターとの連携という他の類似施設にはない特徴があることから、

より一層、事業と管理のバランスのとれた提案が求められました。 

全体的な印象としては、事業面と管理面での内容のバランスをとることの難しさがあ

りました。事業面で斬新な、あるいは優れた企画提案を行った団体が管理運営面で不安

を残したり、またその逆もあったなかで、優秀提案者となった財団法人横浜市芸術文化

振興財団は事業・管理の両面において一定の評価を得て、総合得点としては高い点数と

なりました。 

ただし、同財団は総合力として評価された反面、既存施設の運営に拠った事業や運営

体制が感じられ、新味に欠けていると言わざるを得ません。是非、指定期間のなかで、

提案された内容に斬新性を持たせていってください。 

また、他の団体もそれぞれ評価できる点が多くありました。今回、第２位及び第３位

の団体は共にＮＰＯ法人でしたが、事業の企画力において高い評価を受けました。今後

はこのような団体が組織的に成熟し、あるいは管理運営に優れた企業等と共同事業体を

結成するなど、総合力の高い魅力ある運営主体が生まれることを大いに期待します。 

 

（注）「横浜市男女共同参画センター横浜、男女共同参画センター横浜南及び男女共同参画

センター横浜北・横浜市民ギャラリーあざみ野 指定管理者審査委員会 審査報告書 

平成 17 年 1月」（横浜市ホームページ）より 

○「(５) 審査得点」は、審査項目別、申請団体別、審査員別に公表している。 

○「(６) 審査講評」では、申請団体別にその内容を公表している。 

○「(７) その他総評」では、評価のポイントが詳細に記載されている。また、選定から漏

れた申請団体がもう一度公募に挑戦しようという意欲を持たせるような改善提案等もな

されている。 

なお、選定結果の公表内容の視点とは違うが、横浜市のケースを確認し、次のような点に

気がついた。 

○「(６) 審査講評」を読む限り、申請団体の提案を中心に評価していることが理解できる。

市に見られるように、「過去の管理実績を重視した」といった評価の仕方は、少なくとも

この文面から読み取ることはできない。 

【結論】 

横浜市の指定管理者の選定結果の公表内容は、充実した内容となっている。申請者にとっ

ても納得できる内容となっているのではないだろうか。 

審査の評価のポイントが示されていることから、申請者は、どこが評価されなかったのか

を知ることができ、今後のさらに魅力ある提案につなげることが可能となる。また、改善提

案が示されていることは、申請者にとって有効な助言となるものと思われる。 
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市は、今後、次のような点について改善していくことが必要ではないだろうか。 

○ 評価点については、審査項目別、申請団体別、審査員別に公表する。 

○ 審査の講評を申請団体別に公表する。なお、何が評価されて、何が評価されなかったの

かといった点を詳細に記載することに留意する。 

○ 総評では、指定管理者に選定された団体の評価だけでなく、全体としてどのような点を

重視して評価したのか、選定から漏れた団体はどのような点が選定された団体に比べて

劣っていたのか、選定された団体、選定から漏れた団体ともに、今後はどのような点を

改善していったらよいのかといった点について、詳細に記載する。 

○ もし、全ての情報を一括して公開することが難しいのであれば、上記の内容を各申請団

体に個別に通知する。 

申請団体は、申請書類の作成やプレゼンテーションの準備に多大な時間と費用をかけてい

るはずである。したがって、審査結果については、申請団体が納得できる内容の情報提供が

必要ではないだろうか。市が、指定管理者制度において、今後、より多くの申請、よりよい

提案を望むのであれば、指定管理者の選定結果については、申請団体に配慮した、そして充

実した内容の説明を行うことが重要と考える。 
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４ 指定管理者の業務の範囲と指定管理料 
 

(１) 指定管理者の業務の範囲 

 

ア 市と指定管理者のリスクの分担は適切に行われているか【指摘事項】 
【現状】 

指定管理者が選定されると、市と指定管理者の間で協定書が作成され、業務の範囲が明記

されることになる。この協定書の作成において重要なことが市と指定管理者のリスク分担で

ある。リスク分担について、市としての基本的な考え方、統一的な取り扱いは明文化されて

はいない。 

そこで、監査対象のうち指定管理者制度を導入している 14 件について、リスクの分担に

ついてどのように定められているかの調査を行った。リスク分担表の作成状況は、次のとお

りである。 

施設名 リスク分担表 備考  

 静岡音楽館 ○   

 静岡市民文化会館、清水文化センター ○   

 静岡科学館 ○   

 清水ナショナルトレーニングセンター他２施設 ○   

 中央体育館他７施設 ○   

 市営住宅（85 施設） ○ 平成20年度より  

 静岡老人ホーム及び救護所 ○   

 清水市民活動センター ○   

 女性会館 ×   

 児童館 ○ 平成20年度より  

 工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」 ×   

 清水西里温泉浴場 △ 仕様書に明記  

 中央子育て支援センター（静岡、清水） ○ 平成20年度より  

 清水なぎさホーム ×   

○：リスク分担表を作成している。 

△：リスク分担表は作成していないが、協定書、業務仕様書等でリスク分担について明確

にされている。 

×：リスク分担表は作成していない（協定書等にもリスク分担については特に明確化され

ていない）。 

○ 調査時点では、４件がリスク分担表を作成していない。 

 

次に、リスク分担がどのように行われているかを確認するため、リスク分担表の代表的な

例（静岡音楽館、静岡市民文化会館他１施設、静岡科学館）を示すと、次のとおりである。 
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種類 内容 
負担者 

市 指定管理者 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

周辺地域・ 

住民対応 

地域との協調  ○ 

指定管理業務の内容に対する住民からの要望等  ○ 

上記以外の事項 ○  

政治・行政的

理由による

事業変更 

政治・行政的理由により、施設管理・運営業務の継続

に支障が生じた場合、または指定管理の内容を余儀な

く変更された場合の経費及びその後の当該事情による

増加経費負担 

協議により定める 

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒

乱、暴動、その他の市または指定管理者のいずれの責

めにも帰すことのできない自然的または人為的な現

象）に伴う施設、設備の復旧経費及び業務履行不能 

○  

書類の誤り 
仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

指定管理者が作成した書類等の内容の誤りによるもの  ○ 

施設・設備の

損傷 

指定管理者の故意または重大な過失によるもの  ○ 

施設・設備の設計・構造上の原因によるもの ○  

上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特定で

きないもの等（50万円以下の小規模なもの） 
 ○ 

上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特定で

きないもの等（上記以外） 
協議により定める 

資料・展示品

等の損傷 

管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与

えた場合 
 ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○  

セキュリテ

ィ 
警備不備による情報漏洩、犯罪発生等  ○ 

事業終了時

の費用 

指定管理期間が終了した場合または期間中途に業務を

廃止した場合における事業者の撤収費用 
 ○ 

※本表に定める事項で疑義がある場合または本表に定めのないものについては、市と指定管

理者が協議のうえ決定します。 

【結論】 

市と指定管理者とのリスク分担については、基本的な考え方を明文化したものはなく、市

としての統一的な取り扱いについても、明記されたものはない。その結果、施設によっては、

市と指定管理者とのリスク分担について、取り決めがなされていないところもある。 

協定書においては、協定書に定めのない事項は、市と指定管理者が協議のうえ決定するこ

ととしているため、リスク分担表がない施設では、協議により対応が決まることになる。

しかし、一般的にリスクというのは、リスクが生じてから、市の方針を決めたり、双方が

協議したりしていては、対応が遅いという結果になりやすい。 

リスクについて、市と指定管理者との見解の相違によるトラブルを防止し、リスク発生後

の対応を速やかなものにするためにも、次のような事項を検討すべきである。 
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○ 市として、リスク分担についての基本的な考え方を明確にする。 

○ 募集の段階で、リスク分担についての基本的な事項を明確にする。（募集要項又は仕様

書に記載を義務付ける。） 

○ 募集後に検討が必要となったリスクについては、市と指定管理者との間で協議し、協定

書に具体的に記載する。 

 

イ 施設の修繕は誰が行うのか【指摘事項】 

【現状】 

施設の修繕については、仕様書等により、市が実施する場合と指定管理者が実施する場

合の区分が明記されており、基本的には、大規模修繕は市が負担し、小規模修繕は指定管理

者が負担することとされている。 

しかし、大規模と小規模を区分する金額については、それが明示されているケースと、そ

うでないケースが見受けられる。監査対象となった施設について、それらの記載状況を示す

と、次のとおりである。 

施設名 金額基準 備考 

 静岡音楽館 ○ 50 万円超は市と協議 

 静岡市民文化会館、清水文化センター ○ 50 万円超は市と協議 

 静岡科学館 ○ 50 万円超は市と協議 

 清水ナショナルトレーニングセンター他２施設 ×  

 中央体育館他７施設 ×  

 市営住宅（85 施設） ○ （注１） 

 静岡老人ホーム及び救護所 ×  

 清水市民活動センター ○ 10 万円以上は市が負担 

 女性会館 ○ （注２） 

 児童館 ○ 10 万円以上は市が負担 

 工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」 ×  

 清水西里温泉浴場 ×  

 中央子育て支援センター（静岡、清水） ○ （注３） 

 清水なぎさホーム ○ 100 万円超は市が負担 

○：大規模または小規模の金額基準が決まっている。 

×：大規模または小規模の金額基準が決まっていない。 

（注１）平成 20 年度より、50 万円超は市が負担することを明記している。 

（注２）見積額が 1件 10 万円以上の修繕については協議を行う。 

（注３）平成 20 年度より、10 万円超は市が負担することを明記している。 
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【結論】 

施設の修繕については、仕様書等により、大規模修繕は市が負担し、小規模修繕は指定管

理者が負担することとされているが、大規模と小規模を区分する金額については、それが明

示されていないケースが見受けられた。 

修繕費の負担関係については、市と指定管理者との見解の相違により、後日トラブルが生

じることを防止し、施設に対して必要な修繕を迅速に行うために、大規模、小規模な修繕

という表記ではなく、当該施設の指定管理者となる者が負担することが適当と考えられる、

具体的な金額を明記すべきである。 

 

(２)  指定管理料 

 

ア 指定管理料の積算で経費の削減は期待できるか【意見】 
（Ｐ64 の「ウ 「経費の削減」に関する審査項目をどの程度重視しているか」の補足意見） 

【指定管理料の積算の重要性とその積算方法の概要】 

Ｐ65では、監査対象の中で指定管理者制度を導入している 14件のうちの 12件について、

直近の指定管理者選定時の指定管理料の上限額（市が提示）、指定管理者の指定管理料の提

示額等のデータについて検討を行ったが、その内容をもう一度示すと次のとおりである。 

施設名 募集方法 
指定管理料 

上限額 

(A) (千円） 

指定管理料 

提示額 

(B) (千円) 

B/A 

(％) 

静岡音楽館  246,323 246,323 100.0 
静岡市民文化会館、清水文化ｾﾝﾀｰ 公募 439,840 434,840 98.8 
静岡科学館  257,468 257,468 100.0 
清水ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ他２施設 公募 417,318 417,284 99.9 
中央体育館他７施設  868,783 868,780 99.9 
市営住宅  366,951 366,951 100.0 
静岡老人ホーム 公募 252,934 250,800 99.1 
清水市民活動センター 公募 8,615 8,615 100.0 
女性会館  81,242 81,230 99.9 
児童館 公募 161,591 160,990 99.6 
駿府匠宿  226,005 224,843 99.4 
中央子育てｾﾝﾀｰ（静岡・清水） 公募 118,264 118,260 99.9 

指定管理者が提示した指定管理料提示額の指定管理料上限額（市が提示）に対する割合は、

12 件のうち 11 件が 99％以上である。したがって、この結果を見る限り、現状のままでは、

指定管理者の審査・選定の段階で、経費の削減効果を期待することはほぼ不可能であると言

えよう。すなわち、経費の削減の効果を担う役割は、現在のところ、指定管理料の上限額の

決定に実質的に委ねられているといった状況が見て取れる。 
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経費削減の視点からは、指定管理料の上限額の決定にあたって、適正に計算されているこ

とと同時に、無駄が排除されているかといった点が重要になってくるものと思われる。 

なお、指定管理料の積算額の上限額は、基本的には次の方法で決定される。 

○ 各所管課で指定管理料の積算を行う。 

○ 指定管理料の積算資料は財政課に提出され、そこでの協議を経て、 終的に指定管理料

の上限額が決定される。 

指定管理料の積算方法については既にＰ19 で説明したとおりであるが、基本的には次の

計算式で計算される。 

『人件費＋業務管理費＋事業費＋一般管理費等＋施設費＋管理雑費－事業収入＋消費税相

当額』 

【各施設の指定管理料の上限額の決定の状況】 

前述した「指定管理料が適正に決定されているか」「無駄が排除されているか」といった

点を確認するために、各施設の指定管理料の上限額の決定方法について内容を確認した。こ

こでは「静岡音楽館」を例に挙げる。  

「静岡音楽館」 

平成 18 年度からの指定管理者制度の導入に際して作成された、 終的な積算内訳書は次

のとおりである。 

（単位：千円） 

費目 積算額 前年度指定管理料相当額 積算方法 
人件費 40,988 32,732  
業務管理費 4,099 990 人件費×10％ 
事業費 74,235 92,511  
一般管理費 17,899 17,375 上記３費目×15％ 
施設費 120,316 125,591  
管理雑費 1,205 － 施設費×１％ 
租税公課 － 185 管理雑費で対応 
諸経費 － 390 〃 
事業収入 △24,149 △22,600  
消費税相当額 11,730 13,489  
指定管理料合計 246,323 260,663  
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○ 指定管理料の積算額（総額）は、前年度委託料と比較して減少している。 

（積算の段階で、コスト削減が図られていることが確認できる。） 

○ 事業費が前年度委託料 92,511 千円に対して、積算額 74,235 千円と減少している。減少

の理由について所管課に質問したところ、「財政課による査定で事業費が精査された」と

の回答があった。 

しかしながら、住民サービスに直接関係する「事業費（施設の維持管理以外
．．．．．．．．．

の自主事

業などのソフト面の経費）」を前年度から約 20％削減することについては、指定管理者

制度の目的である「住民サービスの向上」の視点からは疑問を持たざるを得ない。 

○ 事業費収入の見込みは、コンサートチケット売上の平成 14年度から平成 16年度までの

３年間の平均値をベースに算定しているが、平均値 22,600 千円に対して、積算額 23,549

千円（この外、教室等会費収入 600 千円があり、事業収入合計 24,149 千円）と増加して

いる。 

この積算の基礎となる平成 14年度から平成 16年度までの実績の推移と、平成 17年度

の予想（７月までの実績に基づくもの）は以下の通りである。 

平成 14 年度 実績   24,152 千円 

平成 15 年度 実績   24,662 千円 

平成 16 年度 実績   19,177 千円 

平成 17 年度 予想   21,978 千円（7,326千円（7月末現在実績）÷４×12） 

事業収入の見積もりについては、平成 16 年度の事業収入が、平成 14、15 年度に比べ

て大幅に減少する傾向の中で、「基本方針」に従っているとはいえ、平成 14～平成 16年

度の実績の平均値をベースに考えて良いのか疑問である。（但し、平成 17 年度は増収を

予想している。） 

《まとめ》 

 静岡音楽館の指定管理料の積算が市の「基本方針」に従って算定されていることは確認

できたが、各費目の見積もりについては、計算方法も含めて、曖昧な点が多く、 終的に

は財政課の意向を反映した指定管理料の上限額に決定されているのであろうとの印象を受

けた。結局、指定管理料の上限額が実態を反映して適正に計算されているのか、無駄を排

除した金額となっているのかといった点については、確認することができなかった。（これ

らの点については、どの施設でも同じ印象を受けた。） 
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【結論】 

平成 18 年度に指定管理者制度を導入した施設については、概ね前年度委託料よりも低い

金額で指定管理料の上限額を設定していることから、「経費の削減」という視点からは、そ

の目的を達成しているという主張ができるかもしれない。しかしながら、P100 の【各施設

の指定管理料の上限額の決定の状況】で述べたとおり、指定管理料の上限額が果たして実態

を反映した金額に設定されているのか、無駄が排除された金額となっているかといった点に

ついては、曖昧な点が多く、それを確認することはできなかった。結局、前年度委託料より

は低いものの、実態を的確に反映し必要な経費を計上しており、かつ、無駄な経費を排除し

ているといったことを明確に説明できないことに、指定管理料の積算の限界があるのではな

いだろうか。 

やはり、指定管理者の審査・選定の過程に、「経費の削減」の視点を十分に持ち込むこと

が必要ではないだろうか。「市民サービスの向上」の視点を含めた価格競争が公正・公平に

実施されることによって、「価格」の適正性についても初めて説明責任が果たせるものと考

える。（なお、この問題点については、Ｐ64 の「ウ 「経費の削減」に関する審査項目をど

の程度重視しているか」を参照されたい。） 

指定管理者が提示した指定管理料提示額の上限額に対する割合が、確認を行った 12 件の

うち 11 件で 99％以上である現在の状態については、市が「経費の削減」の項目について消

極的であるという印象を与える要因となることに注意を払わねばならないと考える。 

 

イ 多額の剰余金が出ているが指定管理料の積算は適正か【指摘事項】 
【現状】 

指定管理料に係る収支差額が多額に出たケースが清水なぎさホームで見受けられた。（社

福）静岡市しみず社会福祉事業団の平成 19 年度決算書によれば、清水なぎさホームの当該

年度の指定管理料に係る収支の状況は次のとおりである。なお、下記表は決算書の内容を要

約したものである。 

費目 金額（円） 
受託事業収入 59,942,000 

収入計 59,942,000 
人件費支出 35,099,277 
事務費支出 1,477,472 
事業費支出 856,670 
その他の支出 198,000 

支出計 37,631,419 
当期資金収支差額合計 22,310,581 
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○ 収支差額である「当期資金収支差額合計」22 百万円の収入計 59 百万円に対する割合は

37.2％である。 

○ ここでは収支の明細を省略したが、前年度（平成 18 年度）の収支についても、60 百万

円の収入に対して 17 百万円の収支差額（収入に対する割合 約 30％）が発生している。

（２年連続して多額の収支差額が発生している。） 

このような状況からは、次のような疑問が生まれる。 

○ 指定管理料の積算額は適正であったのか 

○ 翌年度（平成 19年度）において指定管理料の見直しはできなかったのか 

○ このような多額の剰余金の発生を未然に防ぐ方法はなかったのか 

①「指定管理料の積算額は適正であったのか」について 

このような多額の剰余金が出た原因を把握するため、指定管理者制度導入当初の指定管理

料の積算資料等の関係資料を閲覧した。人件費に関する指定管理料上限額の積算と実績につ

いて、次のような状況が見受けられた。 

（単位：人、 下段のみ千円） 

区分 指定管理料の 

上限額の積算 事業報告書 差異 

職員 6 5 1 
臨時職員 3 （注）1 2 
嘱託医 1 1 － 
合計 10 7 3 
人件費 55,008 35,099 19,909 

（注）期の途中での職員の入れ替わり（6 月末退職、7 月採用）があったことから、事業

報告書には２人と記載されている。 

人件費だけで 19 百万円の差額が発生しており、多額の剰余金については、人件費の積算

根拠（人員数等）が実態と乖離していたことに原因があることがわかる。 

なお、平成 20 年度から第２回目の指定期間が始まることから、過去の実績が第２回目の

積算にどのように反映されているのか所管課に質問したところ、次のような回答があった。 

平成 19 年度の積算時点における施設の人員・給与（現員・現給）により人件費に係る積算

をすることとされたため、人件費の減少が反映されて、上限額の積算金額は、42,681 千円

と前回の 59,942 千円と比較して 17,261 千円の減額となりました。 

第２回目の指定管理料の積算は、前年度の実際の人員数・給与を反映した計算になってい

る。 

なお、第２回目の指定管理料の積算では、臨時職員数を 1名（実態が１名）で積算すべき

ところ、2名で積算してしまったというミスも見受けられた。 

 

 

 

 



号  外          静 岡 市 報      平成21年３月31日 
 

 

  
104 

 
  
 

②「翌年度の指定管理料の見直し」について 

平成 18 年度において多額の収支差額が発生していることから、本来であれば、その年度

においてその状況を把握し、原因分析を行い、指定管理料の積算が実態と乖離していること

を確認すべきであったと思われるが、平成 19年度も指定管理料に変更が見られないことか

ら、確認は行われていないものと思われる。 

③「このような多額の剰余金の発生を未然に防ぐ方法はなかったのか」について 

この問題については、次頁の「ウ 多額の剰余金を出さないために必要なこと」で検討す

る。ここでは、指定管理料の積算額の適正性について、その内容を検討したい。 

【結論】 

市の場合は、経費削減の視点から指定管理料の積算は重要な意味を持つ。なぜならば、Ｐ

99 の「ア 指定管理料の積算で経費の削減は期待できるか」で述べたとおり、指定管理者の

審査・選定の段階で経費削減を期待することはほとんどできない状況にあり、さらに、募集

方法が「非公募」になると価格競争がないことから、その懸念は強まることになるからであ

る。 

したがって、指定管理料の積算を適正に実施するために、今後は次の点に留意すべきであ

る。 

○ 人員配置や給与水準など事業の実態を把握する。（指定管理者が提出した事業計画書等の

人員配置などの基礎データとの比較・検討は必ず行う。） 

○ 外郭団体については、人員配置や給与水準などについては容易に把握できるはずであり、

正確な情報収集を行うことを常に心がけることが必要である。 

また２年続けて収支差額が多額に発生している状況をそのままにしていたことについて

は、原因分析等を実施した上での指定管理料の変更等ができなかったのか、その対処方法に

懸念を持たざるをえない。 

今後は、収支差額が多額の黒字や赤字を出すなど極端な数値を示している場合には、その

事実を速やかに把握し、その原因を分析すべきである。そして、その結果、指定管理料の

積算が実態と乖離していることが認められる場合には、翌年度の指定管理料の変更につい

て指定管理者と協議すべきであると考える。 
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ウ 多額の剰余金を出さないために必要なこと【指摘事項】 

Ｐ102 の「イ 多額の剰余金が出ているが指定管理料の積算は適切か」では、指定管理料

の積算にあたっての実態把握及び指定管理料の見直しの重要性を指摘した。ここでは、剰余

金が当初想定した水準を越えて発生することを速やかに発見し、対処する方法について検討

したい。 

もう一度、「イ」のケースを振り返りたい。 

清水なぎさホームでは、平成 18～平成 19 年度において、多額の収支差額が剰余金として

計上されていた（収支差額の収入に対する割合は平成18年度 約30％、平成19年度 約37％）。

剰余金の収入に対する比率が 30％～37％という高い割合であり、その原因は前述したとお

り、実態と乖離した指定管理料の積算が行われていたことにある。 

指定管理料の積算ミスや仕様書の記載誤りなど、指定管理者の経営努力によらない剰余金

が発生した場合には、本来、協定変更により正しい形にすべきであるが、このケースでは、

そのような対処は行われていないし、また、現在の仕組みのままでは、実際に協定変更で

随時、柔軟に対処できるのかについても疑問がある。なぜならば、実績が出され、市が検

査を行った段階で初めて誤りが判明する場合があるからである。 

このような状況を改善するためには、年度途中での適時、適切なチェックを行うことが有

効であると考える。年度途中で、指定管理料と実績との差額を把握し、その差額原因の分

析を行うことができれば、協定変更も年度途中で時間的余裕を持って実施することが可能

になるからである。 

このような対策の実施を可能にするためには、次のような仕組みを整備することが必要で

ある。 

○ 指定管理者に、事業計画書の提出と同時に月次の予算書の提出を義務付ける。 

○ 指定管理者に、定期的に（例えば、毎月、3 ヵ月毎あるいは半年に１回など）事業実績

の提出を義務付ける。市は、指定管理料と実績との差額を把握し、大きな差額について

は原因分析を行う。 

○ 上記の結果、多額の剰余金が発生し、その原因が指定管理料の積算ミスや仕様書の記載

誤りなどに起因するものである場合には、協定変更を行う。 

 このように、毎月あるいは 3 ヵ月毎といった、きめ細かい対処をすることができれば、

清水なぎさホームで見受けられたような状況を防止することができるのではないだろうか。

指定管理料と実績との差異分析は、年度終了後だけでなく年度途中で実施することも重要な

ことである。 
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５ 事業報告書及び検査結果報告書に関する事項 
 

(１) 事業報告書 

 

ア 事業報告書の収支状況の記載内容は適切か【指摘事項】 
【事業報告の概要】 

指定管理者は、各年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し、「事業報告書」

を作成し、市に提出することが義務付けられている（地方自治法第 244条の 2第 7項）。 

また、市の定めた「事務処理要領」によれば、指定管理者から事業報告を受けた場合、所

管課は、10 日以内に提出書類の検査（必要に応じて実地検査）を実施し、「検査結果報告書」

を作成することになっている。 

事業報告書の記載内容については既にＰ20 で説明したとおりであるが、もう一度「事務

処理要領」の内容を確認する。 

７ 事業報告 

指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を

作成し、市に提出することが義務付けられている。 

（１）内容 

・ 管理業務の実施状況（事業計画との対比） 

・ 公の施設の利用状況（利用者数、利用拒否等の件数・理由等） 

・ 管理経費等の収支状況 

・ 料金収入の実績（利用料金制の場合） 

・ その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項 

（以下省略） 

（注）網掛けは包括外部監査人が付したものである。 

ここでは、事業報告書に記載すべき内容のうち、「管理経費等の収支状況」について見受

けられた事項について検討する。 
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【収支状況の記載内容についての現状】 

事業報告書における収支状況の記載内容について、調査を行った結果は次のとおりである。 

施設名 収支差額 指定管理料 

実績比較 
 静岡音楽館 × × 
 静岡市民文化会館、清水文化センター × × 
 静岡科学館 × × 
 清水ナショナルトレーニングセンター他２施設   
・清水ナショナルトレーニングセンター ○ △ 
・清水蛇塚スポーツグラウンド ○ △ 
・清水日本平運動公園球技場・庭球場 ○ △ 
 中央体育館他７施設 ○ △ 
 市営住宅（85 施設） ○ ○ 
 静岡老人ホーム及び救護所   
・静岡老人ホーム × × 
・救護所 ○ × 
 清水市民活動センター ○ × 
 女性会館 × × 
 児童館 ○ ○ 
 工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」 ○ ○ 
 清水西里温泉浴場 ○ △ 
 中央子育て支援センター（静岡、清水） ○ △ 
 清水なぎさホーム ○ ○ 

○ … 収支差額または主な指定管理料実績差異の理由が記載されている。 

△ … 指定管理料実績比較は記載されているが、差異の理由までは記載されていない。 

× … 収支差額または予算実績比較の記載がない。 

○ 一部の施設では、収支差額の金額や、指定管理料と実績との比較説明が記載されていな

い。 

【結論】 

このように、収支状況の記載については、施設によって、収支差額の記載がなかったり、

予算実績差異の説明がなかったりという状況が見受けられた。 

収支差額は事業活動の 終結果（利益）を示す大事な指標であり、簡単に計算できるから

といって収入合計と支出合計の金額が記載してあればよいという考え方は捨てるべきであ

ろう。 

また、指定管理料と実績との差額を把握し、多額の差異が生じている場合には、なぜその

ような差額が出ているのか疑問を持ち、それを分析することが大事である。そこには、市に

とって有用な情報が潜んでいる可能性があるからである。なお、指定管理料と実績の差額の

説明は、後述する事業報告書の検査においても有益な情報である。 
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そもそも、事業報告書は、市が必要と考える指定管理者に関する情報を入手するためのも

のであり、市はその視点から、事業報告書の記載内容を定めるべきである。前述したように、

指定管理者制度を導入する目的は、「市民サービスの向上」と「経費の削減」である。この

うち、後者の「経費の削減」という目的を達成するためには、基本的な財務情報は、市にと

って必要不可欠な情報である。収支差額の金額、指定管理料と実績の比較の結果把握された

多額の差異の理由など、市にとって大事な収支状況に関する情報は、「事務処理要領」で記

載内容を定め、指定管理者が自ら事業報告書に記載し報告するという仕組みを構築する必要

があると考える。 

 

イ 収支状況の収支差額が０とはどういうことか【指摘事項】 
【現状】 

監査対象とした施設のうち、事業報告書の収支状況において、収入額と支出額とが一致し、

収支差額が０となっている施設が次のとおり見受けられた。 

（単位：円） 

施設名 指定管理者 収入合計 支出合計 収支差額 
市営住宅 (財)静岡市振興公社 339,256,132 339,256,132 0 
駿府匠宿 (株)駿府楽市 235,813,200 235,813,200 0 

○ 一般論として、1円単位（市営住宅の場合）、100 円単位（駿府匠宿の場合）まで、収支

が一致するということは、ほとんど考えられない。 

そこで、所管課に対し、これらの施設の収支について質問をしたところ、得られた回答は

次のとおりである。 

「市営住宅」 

（質問事項と回答） 

平成 19 年度 市営住宅収支計算書（指定管理事業）によると、当期収入合計と支出合計と

がともに 339,256,132 円で同額となっております。一般論として、収支同額というものはほ

とんど考えられません。 

（１）支出の部の各科目について、実際の支出額でしょうか、お聞かせください。 

（該当するほうへ○をつけてください） 

（○）実際の支出額である  →（４）へ 

（ ）実際の支出額ではない →（２）へ 

（２）省略 

（３）省略 

（４）また、事業外費用の「管理費負担金支出」と「退職給与引当金預金支出」の内容と支

出先、支出金額について、お聞かせください。 

単位：円 

科目 内容 支出先 支出金額 
管理費負担金支出 事務局管理経費 ㈶静岡市振興公社 10,224,435 
退職給与引当金 退職金の為の預金 ㈶静岡市振興公社 3,179,130 
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○ 支出項目のうち、事務局管理経費（事業外費用）の支出先が指定管理者自身であること

から、収支差額を全額、事業外費用として振替処理することで、収支差額を０としてい

ると考えられる。すなわち、本来あるべき収支差額（利益）が、事業外費用を計上する

ことによって０になっていると考えられる。 

「駿府匠宿」 

（質問事項と回答） 

平成 19 年度 管理に係る経費の収支状況（１）収支状況表の決算額の合計 235,813,200

円が平成 19年度「検収済報告書」における協定額と同額となっております。一般論として、

収支同額というものはほとんど考えられません。 

（１）支出の部の各科目について、実際の支出額でしょうか、お聞かせください。 

（該当するほうへ○をつけてください） 

（ ）実際の支出額である  →（４）へ 

（○）実際の支出額ではない →（２）へ 

（２）また、どれかの科目で調整することで収支を同額としていることが予想されますが、

実際の支出額と異なる金額を記載して差額を調整している項目はありませんか。 

（該当するほうへ○をつけてください） 

（○）いずれかの科目で調整を行っている  →（３）へ 

（ ）その他（実際の支出額ではない理由を記載してください） → 質問終了 

（３）調整を行っている科目、調整した額、実際の支出額、差し引きを記載してください。 

単位：円 

科目 調整後の額(Ａ) 実際の支出額

(Ｂ) (Ａ)－(Ｂ) 

一般管理費（諸経費） 5,845,259 0 5,845,259 

 

○ 事業から生じた余剰金（収支差額）を、実際には支出していない一般管理費で処理し、

決算上の収支差額を０として、市へ報告していることがわかる。 

なお、上記の施設は、平成 19 年度だけではなく、平成 18 年度についても、収支差額が０

となっている。また、今回調査の対象とはしていないが、市営住宅、駿府匠宿以外の施設で、

２期連続で収支差額が０となっている施設が存在しており、その内訳は次のとおりである。 

施設名 指定管理者 指定管理料(円) 
有永グループホーム (社福)東桜会 54,818,000 

清水母子短期保護所 (社福)静岡市しみず社会福祉事業

団 3,252,000 

乳児院 (社福)エミリー 135,927,370 
動物愛護館 (社)静岡県動物保護協会 8,354,000 
口坂本温泉浴場 大新東㈱静岡支店 16,898,000 
用宗漁港施設 静岡漁業協同組合 27,123,600 

 （注）指定管理料は、平成 19 年度のものである。 
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【結論】 

収支差額が０となっている施設では、実際には収支差額が生じているものの、それらを０

とする会計上の調整を行い、調整後の数値を 終的な決算数値として、市へ報告していると

推定される。 

これでは、事業報告書が実態を正しく反映しているとは言えない。繰り返しになるが、一

般的には、収入額と支出額が一致し、収支差額が０となることはそもそもありえないのであ

る。 

このように、収支差額０の状態をそのままにしている現在の状況は適切な状況にあると言

えるのであろうか。指定管理者の収支内容について、市が実施すべき事業報告書の分析・検

討や指定管理者に対する指導・監督が十分であったのかという印象を受ける。 

地方自治法では、「普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設

の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報

告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる」としている（地方自

治法 第 244条の 2第 10 項）。 

市は、事業報告書の記載内容について、実態を反映した適正なものとするよう指定管理者

への指導を徹底するべきである。事業報告書が事業の正しい姿を表すことによって初めて、

収支状況や事業内容の適切な分析・検討が可能になるということを市は再確認すべきであろ

う。 

 

(２) 検査結果報告書 

 

ア 検査結果報告書の作成は適切に行われているか【指摘事項】 
【現状】 

検査報告書の記載内容についてはＰ20で既に説明したが、もう一度その内容を確認する。 

「事務処理要領」では、指定管理者から事業報告を受けた場合、検査を実施すべきことを

次のように定めている。 

７ 事業報告 

（３）検査 

・事業報告を受けた場合、所管課は、10 日以内に提出書類の検査、必要に応じて実地検査

を実施し、検査結果報告書を作成する。 

・検査の結果、良好な管理が実施されたと認められたときは、指定管理者に対し委託料の請

求を指示する。改善を要する点がある場合は、その旨を指示し、改善等の実施を確認の後

委託料の請求手続を行う。 

○ 事業報告を受けた場合、所管課は検査結果報告書を作成しなければならない。 

○ 検査の結果、指定管理料の支払が行われることになる。 
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今回調査の対象とした各施設における検査結果報告書の作成状況は、次のとおりである。 

施設名 作成状況 
 静岡音楽館 ○ 
 静岡市民文化会館、清水文化センター ○ 
 静岡科学館 ○ 
 清水ナショナルトレーニングセンター他２施設  
・清水ナショナルトレーニングセンター ○ 
・静岡市清水蛇塚スポーツグラウンド ○ 
・静岡市清水日本平運動公園球技場・庭球場 ○ 
 中央体育館他７施設 ○ 
 市営住宅（85 施設） ○ 
 静岡老人ホーム及び救護所  
・静岡老人ホーム ○ 
・救護所 ○ 
 清水市民活動センター ○ 
 女性会館 ○ 
 児童館 × 
 工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」 ○ 
 清水西里温泉浴場 ○ 
 静岡中央子育て支援センター、清水中央子育て支援センター × 
 清水なぎさホーム × 

○…検査結果報告書を作成している。  ×…検査結果報告書を作成していない。 

【結論】 

以上のように、調査対象の施設だけでも、検査結果報告書を作成していない施設が見受け

られた。これらの施設を含め、検査結果報告書を作成していない施設については、「事務処

理要領」に定められたとおり、指定管理者からの提出書類の検査（必要に応じて実地検査）

を実施し、検査結果報告書を作成する必要がある。 

また、検査結果報告書を作成していない施設があるということは、現状では、検査結果報

告書がなくても委託料が支払われているということになる。しかし、「事務処理要領」にお

いて「検査の結果、良好な管理が実施されたと認められたときは、指定管理者に対し委託料

の請求を指示する。改善を要する点がある場合は、その旨を指示し、改善等の実施を確認の

後委託料の請求手続を行う。」と定めている趣旨からすると、委託料については、検査結果

報告書の検査結果を確認した後でなければ、支払の手続が行われるべきではないと考える。 

なお、今回検査結果報告書が作成されていない施設は、全て委託料の前払いがなされてい

るケースであるが、このようなケースであっても、指定管理者の管理状況を確認し、必要な

改善を指示することは必要であり、検査結果報告書を必ず作成すべきである。 
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イ 指導内容の文書化が必要【指摘事項】 
【現状】 

以下の施設では、検査報告書に「評価の点数が低く改善が必要なものについては口頭にて

指導済」と記載されているものの、評価の点数が低い根拠、改善が必要な事項の内容につい

ては、書類として残されていなかった。 

・ 静岡音楽館 

・ 静岡市民文化会館、清水文化センター 

・ 静岡科学館 

【結論】 

指定管理者に対する指導内容については、地方自治法第 244 条の 2第 10項（Ｐ108 の「イ 

収支状況の収支差額が０とはどういうことか」の【結論】を参照）に基づき、市が指定管理

者に対して必要な指導を実施したという証拠資料として、また、後日、実際に指導した事項

が改善されているかどうかを確かめるための資料として、必ず文書化しておくべきものであ

る。 

また、指定管理者に対する指導に限らず、実施した業務については、現場で認識されてい

る状況を把握するためにも、文書化し、データとして残しておく必要があると考える。 
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６ 指定管理者制度における評価（モニタリング）の問題 
 

(１) 市民の視点からのチェックが必要【意見】 

【現状】 

指定管理者が施設の設置目的に沿って管理運営を行っているのか、あらかじめ設けられた

評価基準に従って十分な成果を上げているのかということについて、適切に検証することが

市の責任として重要であると考える。 

各施設とも、基本的には次のように、評価を実施している。 

○ 指定管理者の行う事項 

・利用者アンケート調査 

・事業報告書の提出（自己評価を含む）  

・日々の業務遂行の記録 

○ 市の行う事項 

・定期的な立ち入り調査 

・事業報告書等の結果に基づく評価及び改善事項の指示 

指定管理者は、自ら行った業務について、利用者からのアンケートやクレームへの対応を

把握し、自らを評価し、改善していかなければならない。そして、市は指定管理者が実施し

た施設の管理運営状況をチェックする。基本的には、このようなパターン（ＰＤＣＡサイク

ル…プラン・ドゥ・チェック・アクション）で、指定管理者制度は運営されていると考える。

（自己評価については、次頁の「（２）指定管理者は自己評価を適切に実施しているか」参

照） 

このようなＰＤＣＡサイクルが良好に機能していれば問題はないが、後述（Ｐ115～Ｐ134）

するとおり、市のチェック機能については、改善を要する点が見受けられたことから、別の

視点から指定管理者制度を評価する必要性を感じる。 

【結論】 

指定管理者制度をめぐる利害関係者としては、市、指定管理者、利用者（市民）の３者を

あげることができる。現在の評価は、指定管理者の自己評価と市のチェックによってのみ行

われているが、【現状】でも述べたとおり、この２者の関係だけでは、不十分であると言わ

ざるをえない。 

２者のみによって行われている評価を補完する仕組みとして、利用者（市民）をここに加

えるべきと考える。利用者（市民）が、市から独立した存在として指定管理者を監視するこ

とは、市が単独でチェックするよりも、相互に意識し合うことによって監視機能が高まり、

よりよい市民サービスの向上につながるものと考える。なお、金沢市などでは、市民の視点

で運営状況を点検する第三者評価をすでに導入しているので参考にされたい。 
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(２) 指定管理者は自己評価を適切に実施しているか【指摘事項】 

【現状】 

指定管理者が公の施設を適切に管理運営するためには、アンケート調査結果や利用者から

のクレーム等を把握し、自ら事業の評価を行い、業務の改善につなげるといったこと（自己

評価）がとても大事であると考える。 

そこで、事業報告書において、指定管理者自らが自己評価を行っているかについて調査を

行った。各施設における自己評価の記載状況は、次のとおりである。 

施設名 自己 

評価 施設名 自己 

評価 
静岡音楽館 ○ 静岡老人ホーム及び救護所  
静岡市民文化会館、清水文化センター ○ ・静岡老人ホーム × 
静岡科学館 ○ ・救護所 × 
清水ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ他２施設  清水市民活動センター ○ 
・清水ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ○ 女性会館 ○ 
・清水蛇塚ｽﾎﾟｰﾂｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ○ 児童館 × 
・清水日本平運動公園球技場・庭球場 ○ 工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」 ○ 
中央体育館他７施設 × 清水西里温泉浴場 × 

市営住宅（85 施設） × 中央子育て支援センター（静岡・清

水） × 

○ … 指定管理者による自己評価を事業報告書に記載している 

× … 指定管理者による自己評価を事業報告書に記載していない 

【結論】 

指定管理者の自己評価について、「事務処理要領」では、事業報告書への記載について特

に定めがないことから、記載のない施設が多く見受けられた。 

前頁でも述べたとおり、指定管理者は、自ら行った業務について、利用者からのアンケー

トや苦情への対応を把握し、自ら評価し改善していかなければならない。そして、市は指定

管理者が実施した施設の管理運営状況をチェックする。基本的には、このようなパターンで

指定管理者制度は運営されていると考える。 

すなわち、指定管理者の実施した業務については、まずは事業報告書に自己評価を記載し

てもらい、市はそれを活かして、指定管理者を評価（年度評価・総合評価）するという手続

きの流れで行うべきである。 

また、指定管理者の自己評価が適切な内容であれば、市による指定管理者の評価も適切に

行うことが容易となる。自己評価の内容については、市が指定管理者の業務を評価する際

に有用な情報を記載してもらう必要がある。さらに、自己評価の記載は、指定管理者にと

って、自ら提案したサービス提供の実施状況、達成度合についてアピールする場にもなる。 

自己評価の記載のない施設が記載を必要とすることはもちろんであるが、記載内容につい

ても、指定管理者と市の双方にとって、メリットのある記載とすべく検討を行うべきである。 
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(３) 市が実施する「年度評価」 

 

ア 市が実施した「年度評価」の実施内容は適切か【指摘事項】 

【制度（年度評価）の概要】 

指定管理者制度を導入した施設の評価については既にＰ21 で説明しているが、重要なこ

とであるので、もう一度「指定管理者制度導入施設の評価について」の内容を確認する。 

市が実施している評価の方法は次の２種類である。 

○ 毎年度実施する「年度評価」 

○ 指定期間が満了する年度に実施する「総合評価」 

評価の目的については、次のように記載している。 

１．評価の目的 

（ア）指定管理者制度を導入した公の施設の一層の効率的、効果的な活用を図る。 

（イ）市民参画による公の施設の管理・運営の実現を図る。 

（ウ）それぞれの施設の設置目的を十分に反映した中での管理・運営を図る。 

（エ）市民サービスの向上、経費の削減など指定管理者制度を導入した目的の達成度を確 

認する。 

そして、「年度評価」について、次のように定めている。 

４．評価の種類 

① 年度ごとの評価（年度評価） 

この評価は、指定管理期間中の各年度終了時に毎年実施する評価であり、履行確認が中

心となる。 

（ア）年度評価の実施時期 

各年度終了後、速やかに実施する。 

（イ）年度評価の方法・内容 

・ 報告書（毎年度終了後に指定管理者から提出）と、年度ごとの協定書、仕様書の内

容との比較・検収により、業務が予定どおり、適正に履行されたかの確認 

・ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応など） 

・ 指定管理者が実施する「市民（利用者）へのアンケート調査」や「市民（利用者）

の満足度調査」を通して市民（利用者）の意見等の結果に対する評価 

・ 指定管理者の経理状況の評価（指定管理業務にかかる収支状況） 

※ 評価対象とはしないが、指定管理者自体の収支状況については、十分に配慮する。 

原則として上記の全てを実施する。また、年度評価は点数化することはしないが、別に

示す「年度評価シート」に結果をまとめ、指定管理者選定委員会に報告したのち、指定管

理者に対しても通知し、ホームページでも公表する。 

この結果を踏まえて、指定管理者との協議、業務改善の実施や指定管理者に対し必要が

あれば市からの指示等を行う。 

次回の協定書、仕様書等の内容に評価結果を反映するよう努めるものとする。 

（注）（イ）年度評価の方法・内容については、一部記載を省略している。 

なお、「年度評価シート」には、上記（４項目）のほか、「総括的な評価（課題事項・指摘

事項及びそれらの改善状況など）」を記載する欄も設けられている。 
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【年度評価シートの記載状況】 

監査対象となった施設について、「年度評価シート」の記載状況を調べたところ、施設（所

管課）によって、記載内容の程度に随分差があることがわかった。対照的と思われる例とし

て、平成 19年度の指定管理実績に関する「清水市民活動センター」と「女性会館」の「年

度評価シート」の記載内容を示すと次のとおりである。 

「清水市民活動センター」 

施設の名称 清水市民活動センター 施設所管課名 市民生活課 
１ 履行状況 

概ね良好 
２ 市民(利用者)からの意見・要望の内容とその対応状況の評価(クレーム対応 等) 

市民アンケートより相談業務等親切な応対について意見が寄せられており、 

クレーム等は特に市へ寄せられていない。 
３ 市民(利用者)へのアンケートや満足度調査の状況評価 

受付窓口の対応については、概ね良好との評価を得ている。 
４ 指定管理者の経理状況の評価 

概ね良好 
５ 総括的な評価(課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など) 

概ね適正に管理運営業務を行っている。 

 

「女性会館」 

施設の名称 女性会館 施設所管課名 男女共同参画課 
１ 履行状況 
Ⅰ 講座開設業務 

講座開設業務については、7分野において講座の本数 17本（回数は 50～63 回）の計画に対し、

8分野 20本（61回）という実績であった。全ての講座において募集人員を上回る応募があり、参

加者の満足度（3.0 満点で 2.57 点）も高く非常に良好な実施状況である。 

Ⅱ 団体活動の指導・助言業務 

一般的な団体からの相談業務に加え、講座開設やちらし作りのノウハウに焦点を絞った相談を

実施した結果、33件の相談実績があった。団体との連携・ネットワーク化の視点からも、非常に

良好な実施状況である。 

Ⅲ 情報、資料の収集及び提供業務 

情報誌及び事業報告書の発行については、計画通りに発行が行われた。また、ホームページに

ついては、完全リニューアルを実施した結果、ページビュー数が前年比 13.2％増となり、良好な

実施状況である。 

Ⅳ 施設ボランティアの育成指導、研修実施業務 

施設ボランティアの３団体に対する育成指導、研修事業の実施については、計画どおりに履行

されており、良好な実施状況である。 

Ⅴ 図書コーナーの運営業務 

図書コーナーだよりの発行については、計画どおりに履行されていた。また、貸出冊数及び新

規登録者数がともに前年比約 10％増となるとともに、子育て中の方を対象にした「保育付図書コ

ーナー開放事業」を実施するなど、意欲的な取組みが見られ、非常に良好な実施状況である。 

Ⅵ 利用者懇談会等の実施業務 

利用者懇談会及び利用者アンケートについては、ほぼ計画どおりに履行されていた。特に利用

者懇談会については、毎回対象者を変えるなどの工夫がみられ、良好な実施状況である。 
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Ⅶ その他業務 

(１)パイロット事業 

チャレンジ支援事業については、16件の相談実績があり、良好な実施状況であったが、子ども

室開放事業については検討が長引き、今年度中の実施には至らなかった（図書コーナーとリンク

させた事業については実施済）。 

(２)パンフレット作成 

施設パンフレット作成については、計画どおり履行されていた。 

(３)視察応対 

年間 16件の視察応対があった。直営時は年間 3件であったことを考えると、非常に良好な実施

状況である。 

(４)スタッフ研修 

年間 7回の計画に対し、26回の研修参加実績があった。特に他都市（団体）が実施するセミナ

ー等に積極的に参加し、ネットワーク構築に努める姿勢が見られ、非常に良好な実施状況である。 
２ 市民(利用者)からの意見・要望の内容とその対応状況の評価(クレーム対応 等) 

利用者トークサロンを定期的に開催し、各回ごとに対象者を変更（認定団体・茶室利用団体・

調理室利用団体・軽運動室利用団体・子ども室利用団体）するよう工夫するなど、利用者からの

意見聴取に対する積極的な姿勢が見られた。 

また、個別の意見・要望についても、「すぐに対応できるもの」・「協議が必要なもの」・「難しい

もの」に区分けし、適宜必要な対応をとっており、良好な対応状況である。 

（以下省略。なお、以下では、「具体的な意見・要望に対する対応状況」について、茶室、子ども

室、調理室、軽運動室に区分して、詳しく記載されている。） 
３ 市民(利用者)へのアンケートや満足度調査の状況評価 

女性会館は葵生涯学習センターとの複合施設であり、「アイセル 21」という愛称の認知度が高

く、複合施設であること自体の認知度が低い施設であったが、指定管理者制度導入後、複合施設

である認知度が 59.1％から 72.9％に上昇している。 

また、利用者トークサロンを定期的に実施し、各集会室利用者からの意見・要望を積極的に聴

取し、改善に努めていた。 

さらに、全ての講座において、参加者に対する満足度調査を実施しており、参加者の満足度は

「3.0 点」満点中「2.57 点」と高く、非常に良好な実施状況である。 
４ 指定管理者の経理状況の評価 

経理状況については、各費目ともに概ね予算どおりに執行されている。自前講師やＮＰＯのネ

ットワークの活用により節減した講師経費分について、ホームページの充実のための経費に充て

るなど、指定管理者制度のメリットを理解した弾力的な運用が行われており、非常に良好な実施

状況である。 
５ 総括的な評価(課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など) 

講座開設、図書コーナーの運営業務については、ＮＰＯの専門性や利用者の視点が十分に発揮

され、利用者のニーズを的確に捉えた積極的な事業展開が見られた。さらに、利用者に対する意

見聴取を積極的に行い、改善に努める姿勢が見られた。 

施設の利用方法等について改善を行うに当たり、施設ボランティアや一部既存団体との関係に

おいて、一時的な関係悪化も見られたが、説明を重ねるなかで改善が図られた。 

また、導入当初は、特に貸館における許可や施設修繕などについて、判断に迷うような場面も

見られたが、制度理解が進んだ結果、指定管理者として積極的な対応が行われていた。 

全体として履行状況は非常に良好であり、会館運営の随所に指定管理者の専門性や利用者の視

点を活かした工夫が見られた。次年度以降も、この姿勢を忘れず、会館運営に取り組むことを望

む。 

○ 清水市民活動センターと女性会館とでは、年度評価シートの記載内容に相違があることが

わかる。前者の記載では、「良好」又は「適正」とする根拠は不明確である。 
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このように、施設によって「年度評価シート」の記載内容に相違があることがわかる。そ

こで、更に監査の対象とした施設について、平成 19 年度の指定管理実績に関する「年度評

価シート」の内容を検討した。気がついた点をまとめると、次のとおりである。 

「静岡音楽館」 

・評価項目ごとに点数化しているが、点数の根拠についての説明がない。 

・参考情報として、入館者数や主催事業数などの数値情報が記載されている。 

・次年度以降の課題・要望等についての言及がない。 

・女性会館の記載内容に比べると、情報不足である。 

「静岡市民文化会館、清水文化センター」 

「静岡音楽館」と同じ 

「静岡科学館」 

「静岡音楽館」と同じ 

「清水ナショナルトレーニングセンター、清水蛇塚スポーツグラウンド 

清水日本平運動公園球技場・庭球場」 

・施設の目的がそれぞれ違うにもかかわらず、清水ナショナルトレーニングセンター、清

水蛇塚スポーツグラウンド、清水日本平運動公園球技場・庭球場の３つの施設をまとめ

て評価している。 

・教室開催数や参加人数などの数値情報の記載がない。 

・次年度以降の課題・要望等についての言及がない。 

・「女性会館」の記載内容に比べると、情報不足である。 

「中央体育館他７施設」 

・教室開催数や参加人数などの数値情報の記載がない。 

・次年度以降の課題・要望等についての言及がない。 

・「女性会館」の記載内容に比べると、情報不足である。 

「市営住宅（85 施設）」 

・特に数値情報の記載はない。 

・次年度以降の課題・要望等についての言及が具体的内容に欠ける。 

・「女性会館」の記載内容に比べると、情報不足である。 

「静岡老人ホーム」 

・特に数値情報の記載はない。 

・次年度以降の課題・要望等についての言及が具体的内容に欠ける。 

・「女性会館」の記載内容に比べると、情報不足である。 

「救護所」 

・特に数値情報の記載はない。 

・次年度以降の課題・要望等についての言及が具体的内容に欠ける。 

・「女性会館」の記載内容に比べると、情報不足である。 
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「清水市民活動センター」 

・特に数値情報の記載はない。 

・次年度以降の課題・要望等についての言及がない。 

・「女性会館」の記載内容に比べると、情報不足である。 

「女性会館」 

・総論としての課題・要望等の記載はあったが、評価項目ごとの具体的な課題・要望等の

記載はなかった。 

「児童館」 

・開館日数や利用状況（利用人数）等に関する数値情報等に関する記載がある。 

・次年度以降の課題・要望等についての言及が具体的内容に欠ける。 

・「女性会館」の記載内容に比べると、情報不足である。 

「工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」」 

・「１ 履行状況」の項目で、評価のために確認した事項を列挙しているが、その内容につ

いての説明がない。特に、「数値目標の設定と目標達成に向けた取組み」については、

ぜひその内容についての記載が欲しいところである。（数値目標は、「年間来場者数」「利

用者数」「使用料収入」について、協定書に具体的に記載されている。） 

・次年度以降の課題・要望等についての言及が具体的内容に欠ける。 

・「女性会館」の記載内容に比べると、情報不足である。 

「清水西里温泉浴場」 

・来館者数等についての数値情報の記載はない。 

・次年度以降の課題・要望等についての言及が具体的内容に欠ける。 

・「女性会館」の記載内容に比べると、情報不足である。 

「静岡中央子育て支援センター、清水中央子育て支援センター」 

・年間利用者数等についての数値情報の記載がある。 

・「女性会館」の記載内容に比べると、情報不足である。 

「清水なぎさホーム」 

・施設在籍者数についての検討を行い、利用者数の増加が必要であるとの具体的な課題に

言及している。 

・「女性会館」の記載内容に比べると、情報不足である。 

留意すべき事項を整理すると次のとおりである。 

○「年度評価シート」の記載内容として説明不足の施設が多い。 

○ 施設の抱える課題、指定管理者に対する要望等について具体的な記載がないケースが多

い。 

○ 利用者数等の数値情報の評価をしているケースが少ない。 

○「静岡音楽館」「静岡市民文化会館、清水文化センター」「静岡科学館」では、評価を点数

化しているが、文章による説明がほとんどない。 

○ 施設の目的がそれぞれ違うにもかかわらず、「清水ナショナルトレーニングセンター」「清

水蛇塚スポーツグラウンド」「清水日本平運動公園球技場・庭球場」を１つの「年度評価

シート」で評価している。 
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【結論】 

①「年度評価シート」の記載内容の説明不足について 

【現状】では、各施設の「年度評価シート」の記載内容を検討したが、「女性会館」のよ

うに、詳細に「年度評価」の結果を記載している施設は少ない。特に「清水市民活動セン

ター」のように、「履行状況」について「概ね良好」としか記載していないようなケースに

ついては問題である。 

「年度評価シート」は、市が実施した評価の結果をまとめたものであり、指定管理者に通

知され、ホームページに公表される。したがって、記載内容が不十分である場合には、次の

ようなことが懸念される。 

○ 評価に関する具体的な情報が、指定管理者に伝わらない。 

○ 適切に評価を実施しているのかについての情報が市民に伝わらない。 

評価に関する具体的な情報が指定管理者に伝わらなければ、評価の目的（Ｐ115 参照）で

ある「公の施設の一層の効率的、効果的な活用」や「施設の設置目的を十分に反映した中で

の管理・運営を図る」を達成することはできないであろうし、同様に、その情報が市民に適

切に伝わらなければ、「市民参画による公の施設の管理・運営の実現を図る」を達成するこ

とも難しい。 

市は、「年度評価シート」が、指定管理者の管理運営業務を単に評価するにとどまらず、

今後の施設運営に有用な情報を指定管理者に提供すること、そして、市民参画を促す情報を

市民に提供する機能を有していることを十分理解すべきである。評価の目的に掲げた４つの

項目を達成するためにも、その記載内容についてはより具体性を持った充実したものに改め

ていくことが必要である。 

② 施設の抱える課題、指定管理者に対する要望等について 

指定管理者制度における評価で大事なことは、指定管理者の管理運営業務を評価した結果、

判明した課題・問題点等を改善につなげていくことである。（このことが、①で述べた評価

の目的を達成することにつながる。） 

この視点に立てば、指定管理者及び市民に対する情報伝達資料である「年度評価シート」

には、当然、指定管理者に対する課題・問題点が具体的に記載されていなければならないこ

とになる。 

今回調査の対象とした施設では、課題・問題点を具体的に記載している施設は、利用者数

の増加を課題に挙げた「清水なぎさホーム」など数例のみであった。記載内容の充実した「女

性会館」でも具体的な課題・問題点についてはほとんど記載がないという状況である。 

①で述べたことの繰り返しになるが、評価の目的に掲げた 4つの項目を達成するためにも、

その施設が抱える課題や指定管理者に対する要望等については、具体的かつ正確に指定管理

者及び市民に伝えることが必要であると考える。 
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③ 数値情報について 

数値情報の問題に関しては、Ｐ130 の「（５） 数値目標を設定し目標達成度を評価しなく

てよいか」を参照。 

④ 評価を点数化することについて 

文化振興課所管の「静岡音楽館」等の３施設については、評価項目ごとに点数による評価

が行われていた。点数のみによる記載のため、どこが評価されて今後何を改善したらよいの

かといった内容が、具体的に指定管理者や市民に伝わらない内容となっている。 

「年度評価」の意味するところをもう一度確認し、指定管理者や市民に、評価の内容が正

確かつ具体的に伝わる内容に改めるべきと考える。 

⑤ 複数の施設を１つの「年度評価シート」で評価することについて 

「清水ナショナルトレーニングセンター」他２施設については、まとめて１つの「年度評

価シート」で評価している状況が見受けられた。しかしながら、「年度評価」は、その施設

の目的達成度を評価するものであり、目的が異なる複数の施設の評価を同じシート上で説明

することは、指定管理者及び市民に誤った情報を伝える恐れがあることに市は注意しなけれ

ばならない。 

市民及び指定管理者に正確でわかりやすい情報を伝えるためにも、「年度評価シート」は

施設ごとに作成すべきであると考える。 

 

イ 「年度評価」で指定管理者の経理状況をチェックすべきである【指摘事項】 
【現状】 

「指定管理者制度導入施設の評価について」では、「年度評価」における指定管理者の経

理状況については、指定管理業務にかかる収支状況が評価の対象とされ、指定管理者自体の

収支状況については、評価対象とはされないが十分に配慮することとしている。 

そこで、「年度評価」において、事業者本体の決算書を入手し、事業者本体の経営成績・

財政状態を把握しているかどうか、監査対象のうち、指定管理者制度を導入している全施設

を対象に質問したところ、以下の施設では、次のような回答が得られた。 

「清水ナショナルトレーニングセンター他２施設」 

スポーツ振興課では、事業報告において指定管理に関する収支報告書のみの提出を求め

ており、事業本体の提出は求めておりません。ただし、㈶静岡市体育協会はスポーツ振興

課が経営改革実施状況等の調査を実施しております。 
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「清水市民活動センター」 

指定管理者本体の決算資料については、事業報告書の添付書類としていない。 

ただし、当施設の指定管理者は、特定非営利活動法人のため特定非営利活動促進法に基

づく事業報告書により法人本体の収支状況を把握できている。 

「女性会館」 

 

事業者本体の決算書等については、特に提出を義務づけてはいません。 

「児童館」 

 

事業者本体の決算書等については、特に提出を義務づけてはいません。 

 

「静岡中央子育て支援センター、清水中央子育て支援センター」 

 

事業者本体の決算書等については、特に提出を義務づけてはいません。 

 

【結論】 

指定管理者の提供するサービスは、公的な性格を有するサービスであり、安定的かつ継続

的に提供される必要がある。公的なサービスが安定的かつ継続的に提供される状態を維持す

るためには、やはり、指定管理者の経営状況の悪化、倒産の可能性には、十分留意しなけれ

ばならない。そのためには、指定管理者の財務諸表を入手し、経営成績及び財政状態をチェ

ックすることが不可欠と考えられる。 

市のルール上、「年度評価」における指定管理者の経理状況については、「指定管理業務に

かかる収支状況」が評価の対象とされており、「指定管理者自体の収支状況」については、

評価の対象とはされず、十分に配慮することにとどまっている。大半の施設は、財務諸表の

入手・検討を行っているようであったが、【現状】に記載したとおり、施設によっては、指

定管理者の財務諸表の入手、確認を行っていないケースも見受けられた。 

指定管理者制度においては、必ずしも財務基盤が強いとは限らない団体が指定管理者とな

ることもある。経営環境の変化などにより、指定管理者の経営状況が悪化し、公の施設のサ

ービスが停止してしまうといった不測の事態に備えるためにも、指定管理者の財務諸表を入

手して、経営成績と財政状態の推移には十分留意しておく必要がある。 

指定管理者自体の収支状況については、「年度評価」の対象としないという現行制度のも

とであっても、少なくとも、指定管理者の財務諸表の入手と基本的な数値の確認については、

制度上、義務化して実施すべきであると考える。 
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(４) 市が実施する「総合評価」 

ア 市が実施した「総合評価」の実施内容は適切か【指摘事項】 
【制度（総合評価）の概要】 

Ｐ22 で説明したとおり、指定管理者の評価には、「年度評価」と「総合評価」の２種類が

ある。市は、「年度評価」に続いて「総合評価」についても「指定管理者制度導入施設の評

価について」で次のように定めている。 

② 指定期間を通しての評価（総合評価） 

指定管理者制度導入施設について、指定期間を通じ総合的に行う評価である。 

（ア）総合評価の実施時期 

・・・ 

（イ）総合評価の観点 

・・・ 

（ウ）総合評価の方法 

○ 評価を行う者 

各局単位に「評価委員会」を設置し、評価を行う。 

この組織は、・・・、市民の委員を２名以上含めるものとする。 

・・・ 

○ 評価の具体的な方法 

評価委員会において、「総合評価シート」（各施設所管課作成）にしたがって、評価項

目ごとに点数化し、それに評価委員会の所見を添えたものを総合評価とする。 

（エ）総合評価の内容 

「総合評価シート」は、次に示す１から４の評価項目に応じて実施する。・・・具体的な

評価項目は、各施設所管課において定め、評価を行う。 

配点については、原則的には「総合評価シート」に示したものとする。 

1 履行状況の確認（配点 50点） 

2 指定管理者の創意工夫（配点15点） 

3 市民（利用者）のサービスの向上（配点 15点） 

4 施設固有の評価項目（配点 20点） 

・・・ 

（カ）総合評価の取扱 

評価結果については、次のとおり活用を図る。 

○ 当該施設問題解決 

次回の選定までのできるだけ早い時期に、課題解決を図るように努める。該当する指

定管理者を次回選定する際の評価に反映することも検討する。（具体的には「評価Ｅ」

の場合には、次回選定の際の対象から除外することも検討する。） 

○ 今後の指定管理者制度の運用の検討資料 

（キ）指定管理者選定委員会への報告 

評価委員会の総合評価結果については、・・・指定管理者選定委員会に各局が報告を行

う。 

（ク）指定管理者への通知 

指定管理者選定委員会への報告後、評価結果について指定管理者にも通知する。 

（ケ）総合評価の公表 

結果の公表については、ホームページ等により行う。 

（注１）「（エ）総合評価の内容」については、記載を簡略化している。 

（注２）下線は包括外部監査人が付したものである。 
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さらに、「総合評価」に関する定めに続いて、「総合評価」の結果を次回選定に向けてどの

ように利用していくかについて、「指定管理者制度導入施設の評価について」で次のように

定めている。 

５．次回選定に向けて 

次回選定のため、総合評価の結果を踏まえた上で、次の項目について十分に検証、検討

を行う。 

① 該当する公の施設の 適な管理形態 

施設の管理形態としての指定管理者制度の検証 

② 施設の管理運営についての改善の必要性 

③ 経費の削減状況 

指定管理者導入前の施設の維持管理にかかった経費（人件費を含む）と導入後の指定管

理料の比較による経費の削減額の算出 

④ 実績を踏まえた指定管理料の精査 

⑤ 利用料金制の採用可能性の検討 

終的な評価を踏まえて、利用料金制の採用が可能かどうか検討を行う。 

⑥ その他広く施設の今後の管理運営のあり方について検討する。 

 

市が「総合評価」の結果をどのように利用したいのかについては、以上より概ね次のよう

な内容にまとめることができるのではないだろうか。 

○ 施設のよりよい管理運営（市民サービスの向上）を実現するための課題・問題点の把握 

○ 次回選定の際の評価の判断資料（ただし、前頁の「（カ）総合評価の取扱」では、この点

について、あくまでも検討するという文言にとどめている。） 

（注）「経費の削減状況」については、指定管理者の選定の段階で、一定の評価が行われて

いる。 

前述したことであるが、指定管理者制度における評価で大事なことは、指定管理者の管理

運営業務を評価した結果、判明した課題・問題点等を改善につなげていくことである。言い

換えれば、Ｐ115で述べた評価の目的を達成するための判断材料を入手することであり、市

も、この視点に立って先に述べたようなルールを定めていると思われる。 

【「総合評価シート（総合評価結果報告書）」の記載状況】 

ここでは、上記でまとめた二つの視点から、市がどのように「総合評価」を実施している

のかについて検証する。なお、【制度（総合評価）の概要】で見たとおり、「総合評価」は評

価委員会が実施し、その内容は「総合評価シート」にまとめられることから、その記載内容

（平成 19 年度実施分）を中心に検討する。 

（注）「総合評価シート」は実務上「指定管理者制度導入施設における総合評価結果報告書」

（以下「総合評価結果報告書」という。）の名称が使用されている。 
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① 施設のよりよい管理運営を実現するための課題・問題点が適切に把握されているか 

その施設が抱える課題・問題点については、各施設とも、評価委員会が作成した総合評価

結果報告書の中の「各委員の所見のまとめ」に記載されている。気がついた点は次のとおり

である。 

○ 評価委員の所見の記載のないものがある。 

施設ごとの各評価委員の所見の記載状況は次のとおりである。 

施設名 評価委員数 所見の記載がない委

員数 
静岡科学館 ７ ０ 
市営住宅 ５ ０ 
静岡中央子育て支援センター ４ １ 
児童館 ４ １ 
清水なぎさホーム ４ １ 
静岡老人ホーム ４ ２ 
救護所 ４ ３ 

・静岡老人ホームでは４名中２名、救護所では４名中３名と、半数以上の評価委員の所

見が記載されていない。 

○ 各評価委員が様々な課題・問題点を取り上げているが、以下の点から、その内容がわか

りにくい。 

・課題、要望を羅列しているだけである。 

・施設の管理運営改善のための対策の優先順位、重要度が不明である。 

・内容が具体的でない。 

・総合評価の項目として大きく 4項目挙げられている（Ｐ123 の「（エ）総合評価の内容」

参照）が、その項目ごとに記載されていないことから、評価点との対応がわからない。

（評価の点数の背景に、各評価委員のどのような考え方があるのか不明である。） 

例えば、「救護所」では次のように記載されている。 

【Ａ評価委員】 
・利用者の多様な障害に対応できる職員の専門性を高める取組みをより一層進める。 

・日中活動に工夫があり、さらに利用者個々の対応に取組む。 

・利用者特性に対応する重層的な満足度調査に取組む。 

・ボランティアや実習等の受入を組織的に取組む。 
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② 次回選定の際の判断資料として十分な内容を満たしているか 

総合評価結果報告書の内容を次回選定の際の評価に利用する場合は、その評価の点数の持

つ意味が重要となる。なぜならば、Ｐ123の「（カ）総合評価の取扱」では、「具体的には「評

価Ｅ」の場合には、次回選定の際の対象から除外することも検討する。」とあり、それぞれ

のランク（Ａ～Ｅ）は評価の点数合計で区分されるからである。 

この視点から、気がついた点は次のとおりである。 

○ 点数の根拠が明確でないため、その点数がどのような管理運営状況を反映したものであ

るかがわからない。前頁でも述べたが、「各委員の所見のまとめ」が「総合評価」の項目

として挙げられている 4項目に対応して記載されていないことから、どの項目のどんな

評価に対応するのかがわからない。（評価の点数の背景に、各評価委員のどのような考え

方があるのか不明である。） 

○ 「静岡科学館」では、「１ 履行状況の確認（１）入館者数（目標：15 万人）」の項目で

評価委員全員が 高点（４点）をつけていたが、過去の入館者数の実績が 低でも 25

万人前後を達成しているのに対して、15 万人という目標は低すぎるのではないだろうか。

（開館当初、実績がないことから他の自治体の類似施設の利用者数の実績を参考に、15

万人という目標を設定した経緯があるにしても、目標数値は実態に応じて変えていくこ

とが大事である。） 

【結論】 

①「施設のよりよい管理運営を実現するための課題・問題点が適切に把握されているか」に

ついて 

評価委員の所見が記載されていないのは問題である。その施設が抱える課題や問題点を把

握し、改善要望を提案できなければ、施設の今後のよりよい管理運営を期待することはでき

ないであろう。そもそも、課題、要望等が全くないということがあり得るのであろうか。評

価委員は、その職務を全うするためにも、必ず施設の課題・問題点を把握し、改善提案を行

うべきである。 

また、「各委員の所見のまとめ」の記載方法については、施設の課題を明確にし、改善に

つなげるための資料として利用価値を高めるためにも、次のように改善することを提案した

い。 

○ 問題点及び改善提案を具体的かつ明確に記載する。 

○ 「総合評価」の項目として挙げられている 4項目に対応して記載する。 

○ 評価委員会全体の意見として「まとめ」の部分を設け、課題・問題点等の中で、特に優

先順位や重要性の高いものについては、そのことを明確にする。 

繰り返すようであるが、評価で大事な点は、課題・問題点を把握し改善につなげていくこ

とである。市はこの点を十分に理解し、よりよい施設の管理運営につなげていくための評価

を行うことを期待したい。 
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②「次回選定の際の判断資料として十分な内容を満たしているか」について 

総合評価結果報告書における評価の点数を次回選定の判断資料として使うのであれば、評

価の点数についてはその意味するところを明確にする必要があると考える。そのためにも、

今後次のような点について検討をお願いしたい。 

○ 数値による客観的評価を実現するためにも、入館者数や利用者数など数値化できるもの

については、なるべく数値目標を設定する。（この点については、Ｐ130 の「（５）数値目

標を設定し目標達成度を評価しなくてよいか」を参照） 

○ 数値化できないものについては、前述したとおり、「各委員の所見のまとめ」の記載方

法について工夫をする。（評価の点数の背景に、各評価委員のどのような考え方があるの

かわかるような形で記載する。） 

 

イ 「総合評価結果報告書」の各所管課の意見の記載は十分か【指摘事項】 

【現状】 

「総合評価結果報告書」には、「総合評価結果を踏まえての施設所管課としての意見」を

記載する欄があり、その内容はホームページで公表されている。 

監査対象となった施設のうち、「総合評価」が実施された施設について、所管課としての

意見の記載状況を調べたところ、次のような記載が見受けられた。 

「救護所」（評価点：76.0 点、評価：Ｂ） 

 

（所管課としての意見） 

利用者が安心し信頼できるような処遇や対応が図られており、概ね良好な運営状況であ

った。 

評価委員の所見には、次のように記載されている。 

 

（各委員の所見のまとめ） 

【Ａ評価委員】 

・利用者の多様な障害に対応できる職員の専門性を高める取り組みをより一層強める。 

・日中活動に工夫があり、さらに利用者個々の対応に取り組む。 

・利用者特性に対応する重層的な満足度調査に取り組む。 

・ボランティアや実習等の受入れを組織的に取り組む。 

【Ｂ、Ｃ、Ｄ評価委員】記載なし 

 

○ 「救護所」の評価点は 76 点（Ｂ評価）であり、良好な運営状況であるとの評価結果を得

てはいるものの、改善の余地も残されている評価結果である。にもかかわらず、その理

由や評価をアップさせるために改善すべき事項等について、所管課の意見では、何も触

れられていない。 

○ 評価委員の所見には、取り組むべき課題と思われる記載があるが、所管課の意見では、

それらについて何も触れられていない。 
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「清水なぎさホーム」（評価点 77.0 点、評価：Ｂ） 

 

（所管課としての意見） 

障害者自立支援法の施行（平成 18 年 4月）という障害者施策の大きな転換の 中にお

いて、良好な施設の運営状況であった。 

 

評価委員の所見には、次のように記載されている。 

（各委員の所見のまとめ） 

【Ａ評価委員】 

利用者が少数のうちに、施設の将来のビジョンを確立し、重度障害者への地域生活に関

わるサービス提供に取り組む。 

利用者の地域生活が可能となるよう地域関係団体と連携を図り、ケアマネジメントによ

る支援に取り組む。 

利用者の現サービス満足度を含め、地域生活を前提とした「在宅福祉サービス」の利用

方法などの支援に取り組む。 

利用者の特性に配慮した自己決定を尊重した支援が必要であり、ケアマネジメント技術

等の職員の専門職化に取り組む。 

【Ｃ評価委員】 

工夫は理解できる。「いいえ」は無いが、満足度は「明るさ」「サービス提供」で低い。 

【Ｄ評価委員】 

アンケートのサービス提供に係る項目「はい」50％以下が多い。 

施設の清潔に係る項目「はい」100％。 

定員 20 人、職員 6人に対し、在籍者 8人、1日平均 6.2 人 － 効率悪い。 

他の生訓ホーム（注）との比較。 

（注）生訓ホーム･･･生活訓練ホームの略 

 

○ 「清水なぎさホーム」の評価点は 77点（Ｂ評価）であり、良好な運営状況であるとの評

価結果を得てはいるものの、改善の余地も残されている評価結果である。にもかかわら

ず、その理由や評価をアップさせるために改善すべき事項等について、所管課の意見で

は、何も触れられていない。 

○ 評価委員の所見には、取り組むべき課題と思われる記載があるが、所管課の意見では、

それらについて何も触れられていない。 

 

 

 

 

 

 

 



号  外          静 岡 市 報      平成21年３月31日 
 

 

  
129 

 
  
 

これらの施設とは逆に、次のように、所管課の意見が詳細に記載されている例もある。 

「静岡科学館」（評価点：91.6 点、評価：Ａ） 

 

（所管課としての意見） 

１ 入館者が 30 万、24 万ときて、25 万と盛り返しており、開館初年度のオープン効果か

ら、通常右下がりになることを考えると、入館者確保に相当の努力の跡がうかがえる。

特にソフト事業の充実は高く評価できると考える。 

２ 履行状況の確認については、ほぼ良好に履行できたと評価できる。広報活動も、かな

り広範囲までＰＲしており、誘客に努めていると評価できる。ただ、ＳＤカードの紛失

があり、個人情報の適正管理により一層努めてもらいたい。 

３ 創意工夫の面では、市から具体的事業を示していないが、ソフト事業を自分達で計画、

実施しており、事業数、参加者も増えている。展示物更新が容易にできないので、ソフ

ト事業の充実が生命線と考えるので、質量ともに維持してもらいたい。 

４ 内部講師だけに留まらず、外部の学校、企業、学者等と連携をとり、多彩な事業実施

に役立てていることは評価できる。 

５ 利用者の意見を取り入れる工夫も、キッズミーティングや運営協議会でなされている

が、館全体をとらえたアンケートの機会を捉えて実施し館運営に役立てていただきたい。 

６ 人と人とのコミュニケーションを重視し、コミュニケーターはもちろん、ボランティ

ア、学芸員実習をうまく使い、やりとりをする中で展示物や科学への興味を引き出して

おり、評価できる。 

７ 今後は市の現役教員が順次引き上げられることから、指定管理者の職員の質を高く維

持してもらい、今のレベルを確保していただきたい。 

 

○ 評価委員の評価点、所見の記載から、高得点となるにあたって評価された点、今後の課

題について、丁寧に記載されている。 

【結論】 

このように、所管課としての意見については、施設によって記載内容に相違があり、詳細

に書かれているケースと、そうでないケースとが見受けられた。前述したとおり、総合評価

における所管課の意見は、ホームページで公表されるものであり、市民に対する説明責任が

あると考えられる。 

「総合評価」の結果として、所管課の意見を１文記載しただけでは、市民に対する説明責

任を十分に果たしているとは思えない。このような施設については、所管課としての意見の

記載内容を改め、市民に対する説明責任という観点から、わかりやすく充実した記載内容と

する必要がある。 

また、評価委員の所見として施設の課題が指摘されていても、所管課の意見では、施設の

課題とその対策についての記載がないというケースも見受けられる。 

「指定管理者制度導入施設の評価について」では、施設の課題の早期解決を図るために、

総合評価を活用することが明記されている。評価委員の所見として、施設の課題が記載され

ている場合には、所管課として、課題に対する見解や対策などを記載し、より一層、市民サ

ービスの向上に努める必要があると考える。 
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(５) 数値目標を設定し目標達成度を評価しなくてよいか【指摘事項】 

【現状】 

公の施設の管理運営実績を評価する際の分析の方法としては、一般的に次の２つの方法が

用いられると考える。 

○数値情報を利用した分析 

…入館者数や利用者数等の数値情報を利用して、目標達成度を測定する。 

（特に数値目標を設定し、目標達成度を評価することが有効である） 

○数値情報を利用しない分析 

…目標達成度を数値情報に基づかずに主観的に評価する。課題・問題点等についてそ

の内容を具体的に把握することになる。 

そこで、市がどのような分析の方法を採っているかを確認するために、「年度評価シート」

や「総合評価結果報告書」の内容を検証したところ、次のような留意点が見受けられた。 

○ 多くの施設では、数値情報（目標）を利用した分析が行われていない。 

○ 数値目標を設定しているにもかかわらず、閲覧した資料では数値情報を利用した分析が

行われていない（記載がない）。 

○ 数値情報を利用した分析を行っている、又は行っていることが推測されるが、数値目標

が不明確である。 

○ 数値目標に対する評価を行っているが、数値目標が実態と乖離している。 

 

①「数値情報（目標）を利用した分析が行われていないこと」について 

多くの施設では数値目標を利用した分析が行われていないことから、数値目標を利用した

分析の必要性について各施設に質問を行った。回答の状況をまとめると、次のとおりである。 

○ 数値情報を利用した分析の必要性は認識しているが、その指標が見つけられない。（「静

岡科学館」等の文化振興課所管の施設など） 

○ 募集要項に数値的目標の設定の要求がない。（「中央体育館他７施設」等のスポーツ振興

課所管の施設など） 

○ 数値目標を設定することが困難である。（「市営住宅（85 施設）」など） 

施設によって考え方は様々である。数値目標の設定の必要性を認識している施設もあれば、

そもそも設定することが困難、あるいは必要性を認識していない施設もある。 
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②「数値目標を設定しているにもかかわらず、数値情報を利用した分析が行われていない（記

載がない）こと」について 

「年度評価シート」等の評価資料を閲覧したところ、数値目標を設定していながら、評価

に反映していることを確認できなかった施設がある。 

「工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」」 

「駿府匠宿」では、指定管理者と締結した協定書において、次のような数値目標を設定し

ている。 

年間来場者数 25 万人 

利用者数 体験施設 3 万人 
展示施設 3 万人 

   

使用料収入 

体験施設 30,000 千円 
展示施設 8,000 千円 
駐車場 9,000 千円 
合計 47,000 千円 

 一方、「年度評価シート」では、次のような記載があるのみである。 

１ 履行状況の確認 
・数値目標の設定と目標達成に向けた取組み等 

  （以下省略） 

○ 数値目標が明確に設定されているものの、指定管理者に通知され、市民に公表される「年

度評価シート」には、目標達成度に関する分析が何ら記載されていない。 

○ 実施項目を記載しているだけで、評価に関する内容が何ら記載されていない。 

「清水西里温泉浴場」 

数値目標の設定の必要性についての質問に対する回答では、「事業予算書で数値目標を掲

げている。」との回答があったが、「年度評価シート」では、次のような記載があるのみで

ある。 

１ 履行状況 
・指定管理者２年目（第１期）であった平成 19 年度においても、良好な管理運営が行

われているが、来館者数は前年度割れを記録している。 

 （以下省略） 

○ 来館者数の前年度実績との比較は行っているが、 も大事な数値目標との比較分析は行

っていない。 

《②のまとめ》 

数値目標を設定しても、実績と比較し、差異の原因分析を行わなければ、施設の管理運営

の改善にはつながらないであろう。 
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③「数値情報を利用した分析を行っている、又は行っていることが推測されるが、数値目標

が不明確であること」について 

数値情報を利用した分析を行っているが、数値目標が不明確である施設としては、次のよ

うなケースが見受けられた。 

「清水なぎさホーム」 

「年度評価シート」では、利用者数に関して次のような分析を行っている。 

１ 履行状況 
協定書や仕様書の内容が概ね適正に履行されているが、利用者の増加に向けた取組みが必

要である。 

【参考】定員 20人、月平均在籍者数８人、１日平均利用者数 6.2 人 

○ 在籍者数等の数値情報を利用して、「利用者の増加に向けた取組みが必要である。」と結

論付けているが、どの程度の増加を目標としているのか、数値目標がないために不明で

ある。 

○ 数値目標の必要性の有無についての質問に対して、「重度の障害のある人の処遇について

は定量化（数値目標を設定し分析すること）は困難と判断」との回答を得た。施設の特

殊性については十分理解できるが、実際に数値情報を参考にして、利用者数の増加を課

題にしていることを考えると、利用者数について何らかの目標を設定することが必要で

はないか。 

「静岡音楽館」 

「静岡音楽館」や「静岡科学館」を所管する文化振興課が作成した「年度評価シート」の

記載方法の問題点は、前述（Ｐ121 の「④ 評価を点数化することについて」参照）したと

おりである。ここでは、数値目標の設定の可否、数値情報の利用の視点から、その評価方

法を検討したい。 

「年度評価シート」の記載から、「施設の利用状況」の項目の評価についての部分を抜粋

すると次のとおりである。 

 

文化スポーツ部 指定管理業務年次評価シート（その２・予備評価） 

 

 業務内容 評価  参考数値・備考等 
   平成 18年度実施 平成 19年度実施 
１
履
行
状
況
の
確
認 

・・・  ・・・ ・・・  ・・・ ・・・ 

円滑な運営 ８ 施設の利用状況 ５  

利用率 

ホール 72.5％ 

講堂  86.3％ 

ﾘﾊｰｻﾙ室 96.7%  

入場者数 147,041

人 

利用率 

ホール 79.7％ 

講堂  85.9％ 

ﾘﾊｰｻﾙ室 93.1％  

入場者数 142,984

人 
９ ・・・ ・・・  ・・・ ・・・ 

・・・  ・・・ ・・・  ・・・ ・・・ 
        

（注）評価の 5点は満点評価である。 
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○ 「施設の利用状況」について 高点の５点をつけているが、参考数値として利用率や入

場者数を挙げていることを考えると、５点満点の根拠として、これらの数値情報を参考

にしていることが推測される。言い換えれば、数値情報を利用して評価を行っているの

ではないだろうか。 

○ ただし、どの程度の利用率や入場者数を達成すれば 高点が取れるといった具体的・客

観的な情報を読み取ることはできない。 

なお、文化振興課所管の他の施設（静岡市民文化会館、清水文化センター）についても、

これらの状況は同じである。 

《③のまとめ》 

数値情報によって分析・評価を行っても、数値目標を設定していなければ、目標達成度を

測定することはできず、具体的・客観的評価の実現は困難である。 

④「数値目標が実態と乖離していること」について 

数値目標に対する評価を行っているが、数値目標が実態と乖離している施設として次のよ

うなケースがある。 

「静岡科学館」 

「静岡科学館」の「総合評価」において次のような状況が見受けられた。 

指定管理者制度導入施設評価結果集計表 

 

 
Ａ
評
価 

委
員 

Ｂ
評
価 

委
員 

Ｃ
評
価 

委
員 

Ｄ
評
価 

委
員 

Ｅ
評
価 

委
員 

Ｆ
評
価 

委
員 

Ｇ
評
価 

委
員 

平
均
点 

１ 履行状況の確認【配点50点】         
（１）入館者数（目標：年間 15万人） ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ 
         

（注）4点は満点評価である。 

○ 入館者数の推移は、平成 17 年度 238千人、平成 18 年度 253千人、平成 19 年度 244 千

人と推移しているが、目標入館者数が開館当初から 15 万人のままというのは実態と乖離

した低い目標設定である。したがって、そのような低い目標を基準に４点という満点を

つけても何の意味はないであろう。 

○ この数値目標については、協定書等に明示されているわけではなく、市で設定した数値

である。一方、指定管理者が作成した「平成 19 年度 静岡科学館事業実施報告書」を読

むと、「１．総括」で「年度当初の目標値である 24万人を達成、地方科学館としては極

めて高いレベルの結果を出したといえる。」と高い自己評価をしており、指定管理者が独

自で目標設定していることがわかる。目標数値を市と指定管理者それぞれが、独自に設

定している状況がうかがえる。 
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数値目標が実態と乖離していること、協定書等で指定管理者と市が相互に同意した目標設

定が行われていないことが問題である。 

【結論】 

数値目標の設定については、各施設の提供するサービスの内容によって、できることとで

きないことがあると思われるが、一切設定できないということはないであろうし、現在、

既に数値情報を参考にした評価を、多くの施設で行っていることを考えると、数値目標の

設定は決して困難なことではないと思われる。 

少なくとも、現在数値情報による分析を行っている評価項目については、数値目標の設定

をぜひ検討すべきである。なお、その際留意すべき事項は次のとおりである。 

○ 施設の状況にもよるが、一般的に数値目標は実態よりも高い水準に置くべきである。 

○ 数値目標は市と指定管理者との間で合意したものでなければならない。（協定書等に明示

する。） 

○ 評価の結果資料である「年度評価シート」や「総合評価結果報告書」には、数値目標に

対する達成度を必ず記載すべきであり、実績が数値目標と大きく乖離した場合にはその

原因分析の結果や改善提案等も併せて記載すべきであろう。 

「年度評価シート」や「総合評価結果報告書」は指定管理者に通知され、市民に公表され

るものである。したがって、その内容は、具体性・客観性・公正性を充足していることが要

請されるであろう。数値目標は、目標達成度を客観的に測定するためのものさしであり、こ

の要請に応えるための重要な道具となるのではなかろうか。 
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７ その他 
 

(１) 外郭団体の自立は進んでいるか【意見】 

【外郭団体の自立に向けての対策の概況】 

公募を原則とする指定管理者制度が導入されたことに伴い、長く市の施設の運営を担って

きた外郭団体も、民間事業者との競争に勝ち抜くための経営の自立が求められるようになっ

てきた。市の「外郭団体改革基本プラン」（平成 16年 10 月）（以下「基本プラン」という。）

の策定趣旨でも、次のように述べている。 

 

Ⅰ 策定の趣旨 

しかし、近年「官から民へ。民間でできることは民間で。」という分権の精神に基づき、

行政が実施すべき事務事業と、民間で実施可能な事務事業を峻別し、官民において、より機

能的で柔軟な役割分担を図ることが求められている。 

地方公共団体の外郭団体についても、時代の変化とともに設立当初の目的と現状の活動状

況との間に、乖離が生じたり、地方公共団体との関係において、独占的、優位的な条件の下

で市場原理が働きにくく、経営上解決すべき課題や民間事業との競合が生じるなど、外郭団

体のあり方そのものが問われ始めている。 

このような中にあって、本市においても、近年の税収の落ち込みや国からの補助金、地方

交付税の削減等厳しい財政状況にあり、より一層の事務事業の見直し、経費節減が必要とな

っている。一方、本市の外郭団体においても、地方自治法の改正による指定管理者制度の創

設（平成 15年 9 月施行）等、取り巻く環境の変化の中で、民間事業者と対等の条件の下、

競争して事業を展開していくだけの、経営体制の強化が求められている。 

本基本プランは、平成 16 年３月策定の「静岡市行財政改革推進大綱」に基づく行財政改

革推進の一環として、本市が行う外郭団体に対する人的支援、財政的支出等の本市の関与の

あり方を見直し、本市外郭団体の自立を促すとともに、本来独立した経営主体である外郭団

体自らが、公共サービスの供給主体の一つとして、積極的に改革・改善に取り組み、効果的、

効率的な経営体制を築くことができるよう、本市の基本的な方針を示すために策定するもの

である。 

（注）下線は包括外部監査人が付したものである。 

上記からは、次のことが理解できる。 

○ 指定管理者制度の創設等、とりまく環境の変化の中で、外郭団体の経営体制の強化が求

められている。（外郭団体の自立が求められていること） 

○ 市は外郭団体に対する財政措置、人的支援等の市の関与を見直し、外郭団体の自主的・

自立的な経営基盤の確立を促す。（外郭団体の自立について指導・監督責任があること） 

既に述べたことであるが、市の指定管理者制度の整備・運用状況を調査していく中で論点

として出てきたのが、従前の施設管理者である外郭団体に関わる事項である。例えば、「非

公募」で従前の施設管理者（外郭団体）を選定しているケースが依然として多い（「非公募」

の理由が適切でない）ことや、「公募」を実施しても従前の施設管理者（外郭団体）を指定

したいという市の意向が働いている傾向が感じられること（選定時に「高く評価された事項」

として過去の実績を挙げている。）などである。 
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このような市の姿勢の背景には、次のような状況があると考えられる。 

○ 従前の管理体制を継続したい（従前の管理者は施設を熟知し、実績もある。） 

○ 外郭団体がまだ十分に経営的に自立していない。 

前者については、指定管理者制度の整備・運用状況を改善していくことで問題点を解決し

ていくことが可能であるが、後者については、困難な問題を含んでおり、その解決は容易で

はないものと思われる。ここでは「基本プラン」に沿った外郭団体の自主的・自立的経営基

盤の確立に向けての改革の状況を確認することが重要と考え、併せて市の外郭団体に対する

関与のあり方について検討を行うこととした。 

なお、「基本プラン」については、平成 16 年 10 月に作成されたものであり、その後の状

況の変化の中で、外郭団体のあり方等に対する市の考え方も変化しているようである。しか

しながら、経営の自立という視点からは重要な論点を多く含んでおり、また外郭団体の改革

に関する指針等の資料は当該資料以外に見受けられないことから、これを参考として利用す

ることとした。 

【「基本プラン」の実施状況】 

「基本プラン」では、３つの視点にたって、指針となるべき具体的な項目を挙げ、市及び

外郭団体が改革に取り組むべきことを提案している。 

今回は、この「基本プラン」で示されている具体的な項目の中から、次の４点について、

調査の対象とした施設の指定管理者である外郭団体及びその所管課にその実施状況につい

て質問を行った。 

Ⅴ 視点１ 本市の関与の適正化 

４ 人的支援（職員派遣）の見直し 

① 外郭団体に対する本市職員の派遣による人的支援については、外郭団体の自立を促す

ため、廃止に向け検討していく。（ⅰ） 
・・・ 

Ⅵ 視点２ 外郭団体の自主的・自立的な経営基盤の確立 
・・・ 

２ 経営体制強化への取り組み 

（１）経営責任の明確化 

役職員への民間人やプロパー職員の登用などをすすめ、市に依存しない経営体制を

確立し、経営責任を明確化する。（ⅱ） 
・・・ 

（２）外郭団体設立目的への回帰と事業の見直し 
・・・ 

③ 事業の効率化、合理化を徹底し、経費節減に努め、経営改善に努める。（ⅲ） 

・・・ 

（６）人事制度の確立 
・・・ 

① 職員の給与や昇任について、単に本市職員に準じた処遇（給与水準、手当て、昇進等）

とするのではなく、個々の外郭団体の経営状況や業績を反映した報酬体系や人事制度を

整備する。（ⅳ） 
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（注）下線及び（ⅰ）～（ⅳ）は包括外部監査人が付したものである。 

質問に対する回答から得られた各施設に関する市及び外郭団体の対応状況は次のとおり

である。 

① 市職員の派遣による人的支援はどのような状況にあるか 

（質問事項） 

・平成 18 年度から平成 20 年度までの常勤の市職員等の推移はどうなっているか。 

・今後の市派遣職員数についての計画があるか。 

         

外郭団体名 回答 

㈶静岡市振興公社 

平成 18～19年度については、市職員（常勤）の派遣はない。 

ただし、市職員ＯＢ（常勤）は平成 18 年度 15 人から平成 20 年度

22 人へと増加している。プロパー職員は過去 3年間 21 人で変化はな

い。 

㈶静岡市文化振興

財団 

市職員（常勤）は平成 18 年度７人から平成 20 年度 4 人へと減少

している。平成 21 年度末にて市派遣職員は廃止の予定である。 

市職員ＯＢ（常勤）は平成 18、19 年度 9人、平成 20 年度 8人（減

少）である。 

プロパー職員は平成 18 年度 31 人から平成 20 年度 34 人に増加し

ている。 

㈶静岡市体育協会 

平成 18～19年度については、市職員（常勤）の派遣はない。 

ただし、市職員ＯＢ（常勤）は平成 18 年度 16 人から平成 20 年度

19 人へと増加している。プロパー職員は過去 3 年間６人で変化はな

い。 

(社福)静岡市しみ

ず社会福祉事業団 

平成 18～19年度については、市職員（常勤）の派遣はない。 

ただし、市職員ＯＢ（常勤）は平成 18 年度３人から平成 20 年度

４人へと増加している。プロパー職員は平成 18 年度 54 人から 20 年

度 52 人に減少している。 

㈱駿府楽市 平成 18～20年度については、市職員（常勤）の派遣はない。 

また、市職員ＯＢ（常勤）も 0人である。 

○ 市職員が派遣されている団体が１団体（㈶静岡市文化振興財団）あるが、平成 21年度末

には廃止予定となっている。 

○ プロパー職員が変化なし又は減少しているケースが多い（３団体）のに比べて、市職員

ＯＢは増加しているケースが多い（３団体）。 
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② 常勤役員への民間人やプロパー職員の登用は進んでいるか 

（質問事項） 

・平成 18 年度から平成 20 年度までの意思決定機関の役員構成はどうなっているか。 

・民間人やプロパー職員の意思決定機関の常勤役員への登用の予定はあるか（注）。      

外郭団体名 対応状況 

㈶静岡市振興公社 

プロパー職員、民間人ともに常勤役員への登用はない。 

常勤役員は市ＯＢである（平成 18、19 年度１人、平成 20 年度２

人）。 

今後についての、民間人やプロパー職員の意思決定機関の役職員

への登用は考えていない。 

㈶静岡市文化振興

財団 

プロパー職員、民間人ともに常勤役員への登用はない。 

常勤役員は市ＯＢである（平成 18～20年度１人）。 

今後についての、民間人やプロパー職員の意思決定機関の役職員

への登用は考えていない。 

㈶静岡市体育協会 

プロパー職員、民間人ともに常勤役員への登用はない。 

常勤役員は市ＯＢである（平成 18～20年度１人）。 

今後についての、民間人やプロパー職員の意思決定機関の役職員

への登用は考えていない。 

(社福)静岡市しみ

ず社会福祉事業団 

常勤役員の構成は、市ＯＢ１人、プロパー職員１人で平成 18 年度

から平成 20年度まで変化はない。なお、今後については、現在の役

員構成から変更する予定はない。 
㈱駿府楽市 常勤役員プロパー職員２人（平成 18～20 年度） 

（注）「基本プラン」では、「役職員への民間人やプロパー職員の登用などをすすめ、・・・」

としか記載がない。質問にあたっては、外郭団体が自立するためには、意思決定機関

の中で常勤役員がどのような人材で構成されているかが重要であると考え、上記のよ

うな質問を行った。 

○ ㈱駿府楽市や(社福)しみず社会福祉事業団を除いて、市職員ＯＢのみで常勤役員が構成

されており、今後もこの状況は変わらない予定のようである。 
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③ 事業の効率化・合理化を徹底し経費節減に努めているか 

（質問事項） 

・平成 17 年度から平成 20 年度までの総支出額及び人件費等の金額の大きなものの推移 

・経費削減に努めている場合にはその効果（内容、金額等） 

・特に人件費を抑制している場合にはその効果（内容、金額等） 

外郭団体名 対応状況 

㈶静岡市振興公社 

平成 17～20 年度（平成 20 年度は予算額）の総支出額を見る限り

増加傾向にある。特に、人件費、光熱水費は増加している。 

委託費については、経費削減に努めているようであるが（委託費

年間６億円の内、30,000 千円（5％程度））、人件費については、特に

抑制する努力はしていない。 

㈶静岡市文化振興

財団 

平成 17～20 年度（平成 20 年度は予算額）の総支出額を見る限り

増加傾向にある。特に、人件費、光熱水費は増加している。 

委託費については、経費削減に努めている（委託費年間 480,000

千円の内 20,000 千円）。人件費についても、理事や評議員の人数の

削減を行っている（154 千円）。 

㈶静岡市体育協会 

平成 18～20 年度（平成 20 年度は予算額）の総支出額を見る限り

増加傾向にある。 

委託費、光熱水費については、経費削減に努めているようである。

人件費については、給与の低い職員を採用する等の節減策を実施し

ているようであるが、平成 20 年度（予算額）では人件費は増加して

いる（スポーツ教室事業が増えたことなどが要因）。 

(社福)静岡市しみ

ず社会福祉事業団 

総支出に占める割合の高い人件費、委託費など、平成 17 年度から

平成 20 年度（予算）に減少している。特に、人件費については、正

規職員退職時には臨時職員の採用で対応するなどの努力を行ってい

る（45,874 千円）。 

㈱駿府楽市 
平成 17～20 年度（平成 20 年度は予算額）の総支出額を見る限り

増加傾向にある。特に、人件費にその傾向が見られる。保守修繕費

や人件費について、経費削減の努力をしている（1,291 千円）。 

○ 総支出額については、いずれの団体も増加傾向にある。 

○ 人件費については、特に対策を採っていないところもあり、また、対策を実施していて

もその効果については、期待どおりに出ていないのではないかと思われる。（ただし、（社

福）しみず社会福祉事業団については、数字を見る限りその効果が出ているように思わ

れる。） 
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④ 職員の給与・昇任について個々の外郭団体の経営状況や業績を反映した報酬体系や人事

制度の整備に努めているか 

（質問事項） 

・団体独自の人事評価制度や給与体系の導入は行われているか。 

・導入している場合のその効果 

外郭団体名 対応状況 

㈶静岡市振興公社 市の給料表を使用しているものの、その適用部分は市よりも低くす

ることとし、昇給までの期間も市よりも長い。（設立時より） 
㈶静岡市文化振興

財団 
独自の給与体系を導入している。効果としては、勤務評定が給与に

反映するようになり、職員のモチベーション向上につながった。 

㈶静岡市体育協会 
市の給料表を参考に給料表を作成し使用している。その適用部分は

市よりも低くすることとし、昇給までの期間も市よりも長い。（設立

時より） 
(社福)静岡市しみ

ず社会福祉事業団 
基本として、市に準じた処遇となっているが、地域手当の廃止や退

職手当の見直し等、人件費の削減に努めている。 

㈱駿府楽市 会社設立時より独自の給与体系を導入している。営業成績は賞与等

に結びつくので、職員のモチベーションは上がっている。 

○ ㈶静岡市文化振興財団及び㈱駿府楽市は、独自の給与体系を導入している。 

○ その他の団体については、市の給与体系を基本としながら、市の水準よりも低い給与水

準となるように調整しているようである。ただし、経営状況や業績を反映した報酬体系

にはなっていない。 

【結論】 

①「市職員の派遣による人的支援はどのような状況にあるか」について 

プロパー職員数が変化なし、又は減少しているケースが多いのが気になる点である。「基

本プラン」によれば、市派遣職員の見直しは、民間人やプロパー職員の役員等への登用等

により、組織の活性化と経営手法の改革を図ろうとするものである。市派遣職員が減少、

プロパー職員数は変化なし、又は減少、この状況は「基本プラン」の目指す方向なのであ

ろうか。なお、「基本プラン」には何ら指示がないが、市職員ＯＢが増えている状況は「基

本プラン」が目指している方向（外郭団体の自主的・自立的な経営基盤の確立）に合致す

ることなのか疑問である。 

②「常勤役員への民間人やプロパー職員の登用は進んでいるか」について 

多くの団体において、民間人やプロパー職員出身の常勤役員への登用が進んでいないだけ

でなく、今後もその方向では考えていないということが残念である。「①」で述べたことと

同様の疑問が残る。 

③「事業の効率化・合理化を徹底し経費節減に努めているか」について 

経費の削減には努めているようであるが、その効果については、事業量が毎年変動するこ

ともあり、確認することはできない。 
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④「各団体の業績等を反映した報酬体系等の整備に努めているか」について 

給与体系等については、基本的には市の給与体系を基本とし、各団体に応じた調整を行っ

ているケースが見受けられた。しかしながら、外郭団体が経営的に自立するということは、

個々の業績や経営状況に自ら責任を持つということである。「基本プラン」に言うとおり、

個々の外郭団体の経営状況や業績を反映した報酬体系や人事制度の整備が経営の自立のた

めに必要となるのではないだろうか。 

《まとめ》 

このように、施設によって進捗度に違いはあるようであるが、この４項目の検討から見え

てくる改革のイメージは、「基本プラン」に示された改革が必ずしも順調に進んでいるとは

言えないということである。言い換えれば、外郭団体の自主的・自立的な経営基盤の確立は

道半ばということであろうか。 

外郭団体の自立の問題は、指定管理者制度の適切な運用に影響を与える項目である。 

繰り返しになるが、Ｐ72～Ｐ87 の指定管理者の審査・選定の検討では、従前の施設管理

者である外郭団体に対する配慮がなされているのではないかという印象を受けた。 

もし、外郭団体が公募に漏れることにより仕事を失う可能性があっても、経営的に自立し

ているのであれば、指定管理者の選定にあたって、外郭団体に配慮することなく審査・選定

を適切に実施することが期待できるのではないだろうか。更に言えば、市は、外郭団体が自

立していない現在の状況では、仮に公正・公平な選定が行われたとしても、前述したように

市民への説明責任を明確に果たすことが難しいのではないかと思われる。 

では、市は外郭団体の自立に向けて、どのように対応すべきなのであろうか。ここでは、

「基本プラン」に従ってこの点について検討したい。市の外郭団体への関与あり方について、

「基本プラン」では次のように記載している。 

Ⅴ 視点１ 本市の関与の適正化 

１ 所管部局の意識改革と指導の徹底 

① 所管部局は、外郭団体の活用に当たっては、常に、その設立の趣旨を念頭に、事業の検

証・評価を実施するとともに、外郭団体が当面する課題を解決するため必要とする指導

助言を行い、時代が求める外郭団体のあるべき姿に向けて、適切な支援を行う。 

② 所管部局は、外郭団体は独立した人格を有する存在であることを再認識し、団体の自主

性・独立性を尊重するとともに、自立的な経営を行うことができるよう環境を整備する。 

③ 所管部局は、外郭団体の経営監督責任を有することを十分自覚するとともに、団体の経

営状況を常に把握し、適切な指導助言を行う。 

 

（注）下線は包括外部監査人が付したものである。 
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上記の内容をまとめると次のとおりである。 

○ 所管部局は、外郭団体が当面する課題を解決するために必要とする指導助言を行う。 

○ 所管部局は、自立的な経営ができるように環境を整備する。 

○ 所管部局は、外郭団体の経営監督責任を有することを十分に自覚する。 

 

外郭団体の自立のためには、まず外郭団体自らが主体的に経営の改革を進めていくことが

大事であるが、市においても、経営監督責任を有する所管部局が指導助言を行うことが要

請されているわけである。 

指定管理者制度のもとで、公募で民間事業者と競争するためには、「基本プラン」でも述

べているとおり、外郭団体の自主的・自立的な経営基盤の確立は避けて通れない問題である。

したがって、外郭団体を所管する部局の責任は重く、自主的・自立的な経営基盤の確立のた

めの適切な指導・監督を積極的に行うことが必要となるであろう。（なお、外郭団体の自立

の問題については、「基本プラン」から離れてもう一度下記（２）で検討する。） 

 

(２) 「外郭団体の自立が本当に可能か」の議論が必要【意見】 

【市の責任と外郭団体の自立】 

Ｐ135 の「（１）外郭団体の自立は進んでいるか」では、指定管理者制度が適正に運用さ

れていない可能性があることの原因の一つとして、外郭団体の自立の問題があること、そし

て、その問題に対する市の積極的な指導・監督が必要であることを指摘した。ここでは、さ

らに外郭団体の経営の自立は本当に可能なのであろうかという点について、重要な問題であ

ることから改めて検討したい。 

① 市の責任について 

まず、この問題に対する市の責任について整理しておく。 

もともと外郭団体は、市が設立に際して出資等をした団体であり、補助金や業務の委託、

職員の派遣などを通してその運営に関わってきた経緯などを考えれば、外郭団体が抱える問

題については責任があり、その解決に向けて市は積極的に取り組んでいかなければならない

であろう。まさに指導・監督責任が問われることになる。 
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② 外郭団体の自立の問題 

では、外郭団体の自立は、今の状態のままで本当に可能なのであろうか。 

指定管理者制度を前提にすれば、外郭団体の経営の自立とは、民間団体との競争に勝ち抜

いていくための経営組織・体制を整備することである。したがって、人、もの、カネ、情報

のすべてにおいて市から独立する必要がある。 

既に述べたことであるが、人の面では市への依存体質から自立する方向にあるが、市ＯＢ

の再雇用の問題などは市としてどうするのか整理されていない。言い換えれば市ＯＢの再雇

用の受け皿になっているということが、経営の自立と矛盾しないかという問題である。 

資金（収入）の面でも、市からの指定管理料、委託料収入、補助金等に大きく依存してい

る外郭団体がほとんどである。民間事業者に伍していくためには、少なくとも収益面におい

て市に大きく依存しないための自主財源の確保が必要となると思われるが、そのような状況

には至っていないし、その道筋についても市はイメージできていないものと思われる。また

経費の面では、給与体系一つとっても、どのような水準・体系にしたらよいのかといったこ

とさえ整理できてはいないのではないだろうか。 

さらに外郭団体の多くは「営利を目的としない」財団である。非営利目的の外郭団体が、

営利目的の民間団体と同じ土俵で競争するといったことが、そもそも制度として成り立つの

かといった問題も指定管理者制度の本質的な課題として残っている。 

このような事情を踏まえて考えてみると、外郭団体の経営の自立が本当に可能なのかとい

った疑問に対して、はっきり肯定できる状況にはないということが真実ではないだろうか。 

【結論】 

では、この問題を抱えながら、市はどのように指定管理者制度の運用を適正に進めていっ

たらよいのであろうか。 

確認しなければいけないことは、現在の指定管理者制度のもとでは、外郭団体の自立なく

して、公平・公正に指定管理者を選定したことを市民に説明することは難しいということで

ある。 

したがって、外郭団体の経営の自立ができていない現在の状況下で、指定管理者の選定を、

原則である「公募」で拙速的に推し進めていくことは危険であると言わざるを得ないであろ

う。この問題の解決のためには、検討する時間が必要だということである。 

 

 

 

 

 

 

 

 



号  外          静 岡 市 報      平成21年３月31日 
 

 

  
144 

 
  
 

なおＰ135 の「（１）外郭団体の自立は進んでいるか」で述べた論点も含めて、これまで

は、外郭団体の自立の問題に懸念を表しながら、指定管理者制度の整備・運用状況を改善し

ていくことを前提にして話を進めてきた。既に述べたとおり、外郭団体の経営の自立なくし

ては、指定管理者制度が適切に運用されていることを明確に説明することはできないという

考え方である。 

一方、外郭団体が、指定管理者の選定から漏れて経営的に行き詰ってもやむを得ないとい

う状況を覚悟するのであれば、外郭団体の自立の問題と、指定管理者制度の改革の問題を切

り離して進めていくことが可能となるであろう。すなわち、指定管理者制度にのみ焦点を当

てて改善・改革を進めていけばよいのである。 

外郭団体の経営の自立の問題は、解決することが難しいテーマである。今後、指定管理者

制度の改革と絡めて検討するのかといった問題も含めて、このテーマについて議論が行われ

ることを期待したい。 

 

(３) 雇用問題について【意見】 

【現状】 

一般的に、外郭団体はその収入の多くを市に依存しているが、今回調査の対象とした施設

の指定管理者として選定されている外郭団体についても、その状況は同様である。各外郭団

体の収入に占める指定管理料の状況は次のとおりである。 

外郭団体名 総収入(A)(千円) 指定管理料(B)(千円) B/A(％) 
(財)静岡市振興公社 1,897,084 1,093,655 57.6％ 
(財)静岡市文化振興財団 1,390,387 1,080,348 77.7％ 
(財)静岡市体育協会 1,074,707 870,444 80.9％ 
(社福)静岡市しみず社会福祉事業団 420,031 192,158 45.7％ 
㈱駿府楽市 383,672 224,584 58.5％ 

（注）金額は平成 19年度当初予算額である。 

このように指定管理料に収入の多くを依存している外郭団体が、指定管理者の選定が公募

で行われ、選定に漏れてしまった場合には、多くの余剰人員の発生が予想されることになる

が、この問題について、市は特に対策を講じていない。 
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【結論】 

指定管理者制度の導入に伴い、他の自治体では、これまで施設の運営を担ってきた外郭団

体が、その管理運営業務を民間企業に奪われるケースが見受けられる。そして、そこでは、

外郭団体職員が職場を失う雇用問題が問題となっている。 

市では、外郭団体が担ってきた施設の管理運営業務を民間企業に奪われることとなったケ

ースは今のところないようであるが、今後、指定管理者の選定が公募で実施されることが

増加した場合、同様のことが起きる可能性があると思われる。このような事態に備えて、

市は対策を講じておくことが必要と考える。 

例えば、指定管理者が替わっても当該施設に勤務する職員を継続雇用できる仕組みを作る

ことを検討してはどうだろうか。具体的には、市が指定管理者を募集する時に、新しい指

定管理者に対して継続雇用を義務付けることである。イギリスでは、公共サービスを民間

に委託する場合、その業務に従事していた職員も公共サービスとともに転籍させることが

義務付けられている。まずは、このような対策が有効なのか、法律上、制度上問題がない

のか、検討を始めてみることを提案したい。 

後に、外郭団体の雇用問題について、市が関与する必要があるのかの問題についてはＰ

135 の「（１）外郭団体の自立は進んでいるか」及びＰ142 の「（２）「外郭団体の自立が本

当に可能か」の議論が必要」で述べたとおりであり、団体の多くの職員が一度に職を失う

といった問題が生じた場合に、市は見て見ぬふりをしてはならないものと考える。 
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